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喧報公開第00799号
-口和2年7月27日

山中理司様
TX~ZZ-W､

”

行政文耆の開示請求に係る決定について（通知）

下記の開示請求に関し， 開示請求対象行政文書一覧表（別紙）のとおり決定しま
したので，行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づき，通
知します。④

記

1 開示を求められた行政文書の名称等

公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書（最新版）

2 開示請求番号 2020-00081

3 開示請求受付日 令和2年 5月25日

※この決定に不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）に基づき， この
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に外務大臣に対して審査請求をす
ることができます（なお，決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっ
ても，決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができ
なくなります。 ） 。
※この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和37年法律第13
9号）第3条第2項の規定により， この決定があったことを知った日から6か月以内に，国を
被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。 ）以下の裁判所に処分の取
消しの訴えを提起することができます（なお，決定があったことを知った日から6か月以内で
あっても，決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができな
くなります。 ） 。
東京地方裁判所または大阪地方裁判所

[備考］
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以上



【1／5頁】 （別紙）開示請求番号:2020-00081 開示請求対象行政文書一覧表

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 30枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 (希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：300円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：300円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
〕

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合： 10円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 10円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

（

１
１
１

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 4枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：40円

口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：40円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
１

／
Ｉ
、

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 3枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：30円
口全部 □－部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：30円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
〕

1 行政文書の名称等 ●
● (Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条3号， 5条6号

決定理由： 理由1， 3， 6のとおり

2 行政文書の名称等： （Ⅲ）旅券用シールプレスの使用要領

決定区分： 開示

3 行政文書の名称等： （Ⅳ）旅券事務用諸物品及びその取扱要領

決定区分： 開示

4 行政文書の名称等: (V)旅券の種類

決定区分： 開示



【2／5頁】 （別紙）開示請求番号:2020-00081 開示請求対象行政文書一覧表

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 11枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合： 110円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 110円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
〕

（

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 3枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：
2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：30円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：30円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
１

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合: 10円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 10円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
〕

（

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量: 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合: 10円
口全部 口一部 （希望する部分：
3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合： 10円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
１

5 行政文書の名称等： Ⅱ外交・公用旅券編

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条3号， 5条6号

決定理由 ●
● 理由3， 6のとおり

6 行政文書の名称等： 7．非へボン式表記，別名併記及び長音表記の取扱い

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条4号， 5条6号

決定理由 、
● 理由4のとおり

7 行政文書の名称等： 8．電動タイプライタの使用方法(Ic旅券冊子、貼付型（緊急）旅券
冊子）

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条3号， 5条6号

決定理由 ●
色 理由1のとおり

8 行政文書の名称等： 電動タイプライターのフォーマット (FMT)設定方法（平成28年4月
改訂）

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条3号， 5条6号

決定理由 ■
■ 理由1のとおり



【3／5頁】 （別紙）開示請求番号：2020-00081 開示請求対象行政文書一覧表

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合: 10円
口全部 口一部 （希望する部分：
3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 10円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
１

／

、
開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合: 10円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 10円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

１
１
〕

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 5枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：50円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：50円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
１

／
Ｉ
、

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 2枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：20円
口全部 □－部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：20円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
〕

9 行政文書の名称等: 10.都道府県名へボン式ローマ字綴り表

決定区分： 開示

10 行政文書の名称等： 11．査証欄増補の仕方(IC旅券）

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条3号， 5条6号

決定理由 ●
● 理由1のとおり

11 行政文書の名称等： 在外公館コード表【平成31年1月1日摘要】

決定区分： 開示

12 行政文書の名称等： 在外公館職員官職一覧表

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条6号

決定理由 ■
● 理由6のとおり



【4／5頁】 （別紙）開示請求番号:2020-00081 開示請求対象行政文書一覧表

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合: 10円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 10円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
〕

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 6枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：60円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：60円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

（
ｊ
ｊ
１

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合: 10円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 10円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
１

（

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 5枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：50円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：50円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
ｊ

13 行政文書の名称等： 14．続柄コード表

決定区分： 開示

14 行政文書の名称等
国名等コード表

●
● 付属資料4 ［令和元年12月改訂］

決定区分： 開示

15 行政文書の名称等： 公用旅券発給基準(内規）

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条6号

決定理由 ●
● 理由2のとおり

16 行政文書の名称等： 公用旅券請求事務の手引き（省内旅券請求事務担当者向資料）

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条6号

決定理由 ●
● 理由2， 6のとおり



【5／5頁】 （別紙）開示請求番号：2020-00081 開示請求対象行政文書一覧表

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 78枚(うち、カラーを含むページ4枚）
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：780円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.写しの交付（カラー用紙） カラーを含むページはカラー(他は白黒)で交付した場合：820円
口全部 口一部 （希望する部分：

4.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：780円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

（
開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量: 1枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合: 10円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合: 10円十媒体の料金
口全部 □－部 （希望する部分：
複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

ｊ
ｊ
１

開示実施可能な媒体の種別： 文書または図画
数量： 7枚
希望する開示の実施方法等を以下に選択／記入してください。

1.閲覧く説明事項＞【参考】の欄をご覧ください。
口全部 口一部 （希望する部分：

2.写しの交付すべて白黒で交付した場合：70円
口全部 口一部 （希望する部分：

3.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録の交付すべて複写した場合：70円十媒体の料金
口全部 口一部 （希望する部分：

複写する媒体: DFDDCD-RDDVD-R (指定がない場合は最少数の媒体に複写します。 ）

１
１
１

（

17 行政文書の名称等： 公用旅券請求事務の手引き（平成30年4月1日）

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条6号

決定理由 ●
● 理由2， 5， 6のとおり

18 行政文書の名称等： 外交・公用旅券返納及び失効報告書（省内用）

決定区分： 開示

19 行政文書の名称等： 外交旅券の請求手続（令和元年5月改訂）

決定区分： 部分開示

決定に係る該当条項： 5条3号， 5条6号

決定理由 ●
● 理由2 ， 3 5及び6のとおり



不開示理由一覧
【l/1頁】

（

（

ノ
「

開示請求番号: 2020-00081

理由番号 不開示とした部分 不開示とした理由

不開示
条項

1 文書1 (30頁目） 、 7， 8
10

’、 現在、外務省が使用している旅券物品及び作成方
法に係わる情報であり、公にすることにより、旅
券事務の秘密保全に支障が生じ、国の安全が害さ
れるおそれがあるとともに、偽変造旅券作成の防
止等、旅券業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため、不開示としました。

号
号
３
６

、

2 文書15， 16 （理由6以外の
不開示部分） 、 17 （理由5及
び6以外の不開示部分） 、 19
(7頁目）

公用旅券及び外交旅券の適正な発給についての省
内での発給審査に係わる情報であり、公にするこ
とにより、公用旅券及び外交旅券の発給事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開
示としました ◎

6号

3 文書1 （理由
開示部分） 、

1及び6以外の不
5 （1頁目） 、 1

9 （3頁目5～7行目）

他国に対する我が国の見解に関する情報であり、
公にすることにより、当該国と我が国との信頼関
係を損なうおそれがあるため、不開示としました
0

3号

4 文書6 旅券発給審査に関する情報であり、公にすること
により、犯罪の予防等の公共の安全と秩序の維持
及び旅券事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため、不開示としました。

4号 、

6号

5 文書17 （81頁目） 、 19 （
6頁目10 ～ 11行目）

外務省の非公表の連絡先であり、公にすることに
より、旅券事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため、不開示としました。

6号

6 文書1 （9， 11， 13頁目）
、 5 （理由3以外の不開示部分
） 、 12， 16 （1頁目、 3頁
目5～8行目） 、 17 （2頁目
、 6頁目2行目、 11， 74頁
目） 、 19 （理由2， 3及び5
以外の不開示部分）

旅券発給事務又は事業に関する情報であり、公に
することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぽ
すおそれがあるため、不開示としました。

6号



情報公開第00875号
令和2年8月4日

山中理司様

外務省大臣官房総務課
公文書監理室

行政文書の開示の実施について（通知）

令和2年7月29日付け「行政文書の開示の実施方法等申出書」を受領しましたの
で，下記の文書を開示します。

記

1 開示請求のあった行政文書の名称等

公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書（最新版）

2 開示請求番号2020-00081

本件に関する問い合わせ先

〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省大臣官房総務課公文書監理室
電話:03-5501-8068 FAX:03-5501-8067

3

本件に関するお問い合わせの際には，上記2の開示請求番号をお知らせください。

以上
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※本文中に引用されている関係様式・書式例は，領事局HP内「旅券事務，Ⅵ、付属資料」

に掲載しているので参照する。

改訂履歴

本要領の利用にあたって

この要領をデジタルファイルとして利用する場合には， 目次及び文章内のハイパ

ーリンク（青色の下線箇所）が利用可能です。キーボーFのコントロール(ctrl)

キーを押しながらクリックすると，必要な個所にジャンプできます。また,Word

のメニューから「表示」を選び「ナビゲーションウインFウ」を表示すると各章の

見出しを表示することもできます。

にあたって

デジタルファイルとして利用する場合には， 目次及び文章内のハイパ

色の下線箇所）が利用可能です。キーボーFのコントロール(ctrl)

がらクリックすると，必要な個所にジャンプできます。また,Word

ら「表示」を選び「ナビゲーションウインFウ」を表示すると各章の

することもできます。

本要領の利用

この要領を

－リンク（青

キーを押しな

のメニューか

見出しを表示

0

年月日 内容

平成27年5月18

日

第6章2 （二重発給請求に対する措置）に関する対立関係国の

追加

平成29年9月19

日

用語及び文書体裁等の修正

平成30年6月 6日 第3章6 （本省経伺）一部改訂

平成30年7月11B 第11章一部改訂
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第1章定義

第1章定義

この取扱要領において使用する用語の意義は，それぞれ次のとおりとする。なお，旅

券法に外交旅券についての定義はないが，実務上我が国は公用旅券に外交旅券と公用旅

券（狭義）の2種類を設けている。本要領に述べる公用旅券は広義の公用旅券であり，

特記しない限り以下に記載の公用旅券には外交旅券も含まれる。

（1）法

旅券法（昭和26年法律第267号）をいう。

（2）政令

旅券法施行令（平成元年政令第122号）をいう。

（3）省令

旅券法施行規則（平成元年外務省令第11号）をいう。

（4）新規発給

法第4条第1項の規定による請求に基づく公用旅券の発給をいう。

（5）本省

外務省をいう。 ．

（6）指定地域

法4条2項及び6条2項の規定に基づき，外務大臣が指定し，官報をもって告示

した地域をいう （注：現在当該地域の指定は行われていない。 ）

（7）オープンLANパソコン

領事業務情報システムが使用できるパソコ芝をいう。

(8) IC旅券

法第7条に基づき，旅券の名義人の写真及び外務省令で定めるものを電磁的方法

により記録した旅券をいう。

(9) IC旅券作成機

IC旅券冊子の旅券面等に印字するとともに, ICチップに情報を書き込むため

の機器をいう。

(10) IC旅券交付窓口端末機

各在外公館窓口に設置され, IC旅券の交付時に, ICチップに記録されている

情報を読み出し, ICチップが正常に動作することを確認するための装置をいう。

(11）緊急旅券

電磁的方法により記録を行っていない非IC旅券。 IC旅券を作成発行できない

状況でかつ緊急に旅券を発給する場合，法第5条第2項に基づき発給する有効期間

1年以内の旅券。旅券冊子表紙に緊急旅券と表示がある。

）

-3－
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新規発給一請求の受理（提出書類）

（Ⅱ）

第2章

第2章新規発給一請求の受理（提出書類）

1 請求に必要な書類等・

新規発給請求に当たって請求者が提出する書類及び写真については，法第4条第1項及

び省令第4条によって規定されているが，これを列記すると次のとおりである。

（1）公用旅券発給請求書1通（外交旅券の場合は，発給請求書の「公用」を二本線

で抹消し，外交に訂正のこと）

（省令別記第4号様式又は別記第4号の2様式）記入要領は後記2参照。なお, I

C旅券作成機が設置されていない公館については，正・副2通（正は本省送付

用） 。また緊急旅券については在外公館で発給後本省でデータ入力を行うので，全

ての公館にて正・副2通。

（2）戸籍謄（抄）本1通 （原則使用人について必要。後記3参照）

（3）請求者の写真1葉

（請求書に貼付

（4）公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類

なお，旅券を損傷した場合は事情説明書

（5）その他参考となる書類を有する者にあっては，その書類

2請求書の記入方法（ダウンロード請求書については簡易マニュアルを参照。 ）

（1）使用インク

黒インク（黒ボールペンを含む）で記入させる。

（2）ヨミカタ及び漢字氏名等の記入 ．

ア氏名のヨミカタは戸籍に記載されている氏名について省令第5条第2項に

従い記入させる。なお，請求書のヨミカタ欄枠内に記入しきれない長いヨミカタ

については，枠内に書けるところまで記入させ，欄外に続けて記入させるか枠を

無視してつめて記入させる。また，外務省記載欄にも同ヨミカタを記入する。

イ漢字氏名は戸籍に記載されているとおり記入させる。なお，請求書の漢字氏名欄

枠内に記入しきれない長い氏名については前記アと同様に処理する。

ウローマ字氏名については，へボン式ローマ字をもって活字体大文字で記入させ

る。 （長音表記非へボン式表記については後記第3章2 （2）ア参照） 。 な

お， ローマ字氏名欄の記入枠内に記入しきれない長い氏名の請求者については，

前記アと同様の処理をすると共に，別途「非へボン式ローマ字氏名表記等申出

書」 （別添第1様式）に記入の上提出させる。

（3）所持人自署欄の記入

所持人自署欄に記入した署名は，そのまま旅券に転写されることを説明し，請求

-4－
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者が旅券に記載することを希望する署名を行わせる。

所持人自署欄の署名は日本語外国語を問わないが，旅券に記載された人物とそ

の所持人が同一人物であることを証明するために極めて重要な要素となるので，所

持人が旅券を使用する際に無用な不利益や不都合が生じることを未然に防止するた

め，適切な署名をするよう指導する。また，所定の枠をはみ出して署名した場合等

は，改めて署名を行うよう指導する。

また，乳幼児等自署ができない者については省令第11条第3項に示す順位に従

いを参照して記入させる。

（4）性別及び生年月日の記入

性別及び生年月日の枠内に記入されたゾ印及び文字は，機械により読み取ること

を説明し，必ず枠内に指定の記号及び数字（崩さずに）を記入させる。

（5）本籍の記入

戸籍謄(抄)本に記載されているとおり，都道府県名を枠内に槽書ではみださな

いように記入させ，点線より右に市区郡以下を記入させる。

（6）官職欄の記入

請求書に官職の邦文及び英訳を記入させると共に，官職コードを次の要領により

記入させる（在外公館職員については，国外旅券事務手引表Ⅲその他参照） 。

ア請求元コード：請求者の所属省庁別．－Fを数字3桁で記入する。

イ部局コード：請求者の所属する部局を数字4桁で記入（在外公館職員の場合は所

属公館コード4桁を記入）する。

ウ官職．－F:官職コード表に基づき数字3桁で記入する。 ただし，官職コーF

表に記載のない場合(IC旅券作成機設置公館においては，作成時XXXと入力

する。 ） や不明の場合には本省に確認する。

エ続柄．－F:続柄コード表に基づき数字1桁で記入する。 なお， 「赴任する者

の配偶者，子等に係る請求の場合……」の欄は，赴任する者の氏名をヘボン式ロ

ーマ字にて旅券面記載のとおりに記入させる。

（7）現在所持している旅券事項の記入

現に所持している旅券について，その旅券番号（記号を含む）及び発行年月日を

記入させる。ただし，在外公館職員の官職名変更（転勤の場合も含む） ，査証欄余白

無し，損傷及び派遣期間延長による新規発給請求の場合は，本欄への記入は不要（返

納旅券の失効処理については第3章5参照。 ）

今回の請求が姓及び名の変更による訂正新規発給請求である場合は，その旅券に

記載されている姓（旧姓等）も請求書の所定欄に記入させる。ただし，指定枠数を超

える姓については書けるところまで記入させることとし，欄外へ記入させたりつめて

書かせることはしない。

（8）渡航先コードの記入

-5－
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（Ⅱ）

第2章

渡航先コード記入欄には裏面の渡航先コーF表により任国等の国名のコードを記

入させる｡ただし， ．－F記入欄に書ききれないとき，又は渡航先コー脹表に該当す

る国（地域）がない場合は，下欄に渡航先国（地域）を記入させる。

（9）請求者の署名・押印

請求者に，所定の欄に必ず署名させる。なお，請求者が乳幼児又は身体障害者等

であるため署名ができないときには，その法定代理人もしくは代筆者がが請求者の氏

名を記入の上併せて代筆者との関係等を記入させることで差し支えない。

戸籍謄（抄）本

戸籍謄（抄）本については，通常日本国籍を有すること及びその者の身分を証明

するに足りる書類として，法第4条第1項第3号及び省令第4条第1項第3号に旅

券発給請求に際して提出すべき旨が規定されており，提出させる戸籍謄（抄）本は

その提出の日前6ケ月以内に作成されたものでなければならないとしている（省令

第1条第2項） 。

また，戸籍法施行規則に基づき発行される(i) 「戸籍の全部事項証明書」 (ii)「戸籍

の個人事項証明書」及び(iii)「戸籍の一部事項証明書」はいずれも従来の戸籍膳

（抄）本と同様に取り扱って差し支えないが， （鋤の「一部事項証明書」が提出さ

れた場合で，同証明書では旅券作成に必要な事項が十分確認できない場合は，差し

替え等の補正を求める。

なお，特に領事官が請求者の身分事項の確認を要する場合，戸籍膳（抄）本の提

出を求めることを何ら妨げるものではない。

3

4写真

（1）旅券は，旅券の有効期間中は，諸外国の入国審査官が旅券上の写真と所持人との同

一性の確認を容易に行えることが必要である。したがって，ピンぼけや低品質の印画

紙等で顔貌が不明瞭な写真の受理は避けると共に，下記アからオの規格及〔期lj添資料

1の旅券写真見本「旅券用提出写真についてのお知らせ」等を参照して不適当な写真

は適切な写真に差し替えるよう指導する。また，赤目 （フラッシュ撮影により瞳が赤

く写ったもの｡ ）や，カラーコンタクト等を使用した写真の場合，渡航先で入国審査

｝ 等の際に不要のトラブルを招く可能性がある旨説明し，適切な写真を使用するよう指

導する。旅券用写真について上記のような指導を行ったにもかかわらず，指導に従わ

なかった場合には，その経緯を外務省記載欄に記入する。

なお，デジタルカメラによる写真については，窓口にて請求を受理する際， 目視

確認を慎重に行う。

ア提出の日前6ケ月以内に撮影された縦45mm×横35mmの縁なしのもの（頭

頂から顎までが34mm±2mmの範囲である等省令別表第1の基準に準拠した

もの。

一

-6－



【平成30年7月11日改訂】

国外旅券事務取扱要領公用旅券編
新規発給一請求の受理（提出書類）

（Ⅱ）

第2章

イ請求者本人のみが撮影されたもの

ウ無帽で正面を向いたもの（かつらは常用しているものであれば差し支えない）

エ裏面に請求者の氏名の記入があるもの

オその他外務省が示す「旅券用提出写真についてのお知らせ」に沿ったものとす

る。

（2）乳幼児等の場合，成人と比べて写真規格の厳格な順守が難しい場合が想定される

（例えば，親に抱かれて撮られることにより若干親の衣服等が写ってしまう等）が，

実際の運用に当たっては，背景があっても本人確認として問題がないと判断できるも

のについては，受理して差し支えない。

〆
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第3章新規発給一請求の受理（提出書類等の審査）

1補正を求めるべき請求等

（1）一般的要件を欠く場合

ア請求書記入事項に脱落がある場合（脱落部分を記入させる）

イ請求書記入事項に誤りがある場合（誤り部分を黒インクのペン又は黒ボールペン

を用いて＝線で抹消し，同欄の赤枠外に訂正事項を黒で記入させ，原則として請

求者の印を押させる。ただし，所持人自署欄については訂正を認めない。 ）

ウ書類要件が満たされていない場合（必要書類を整えさせる）

エ使用人以外の海外出生子で，所属省庁等への扶養親族異動手続き等の確認がとれ

ない場合で，身元確認が困難である場合又は身元確認を行った結果，疑義がある

場合（請求者に身元を立証するための措置を取らせる）

（2）受理が認められない場合

イ請求者が日本国籍を喪失していることが明らかな場合

へへ

2請求書記載事項の点検

（1）一般的注意事項

各請求書は, IC旅券作成機設置公館においては同作成機にデータ入力(OCR

(OpticalCharacterReader)による読み取り）処理をし旅券作成し，また同作成機未設

置公館においては本省においてIC旅券作成後パウチにて返送するため，請求者に

対して文字，数字及び､/印等は特に正確にはっきりと記入するよう指導する。

なお，請求書はOCR用であり，機械処理が困難となるので，請求書を折らない

よう，請求者等に対して適宜指導する。

（2）特に注意を必要とする記載事項

ア氏名欄及びヘボン式ローマ字欄

（ア）記載の原則

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第3章2 （2）ア参照） 。

（イ）表音・表記の例外

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第3章2 （2）ア（ア）参照） 。

（ウ）表音・表記の変更

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第3章2 （2）ア（イ）参照） 。

（エ）表記の例外（別名併記）

公用旅券所持者については，原則認めない。

（オ）戸籍上の名が日本名と外国名の組み合わせ又は複数の外国名で記載されている

場合の表記
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一般旅券と同様の取扱い（一般旅券編第3章2 （2）ア（エ）参照） 。

(力）旅券冊子に印刷できる文字数の取扱については，一般旅券と同様（一般旅券編

第3章2 （2）ア（力） ） ・

イ所持人自署

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第3章2 （2）イ参照）

ウ性別欄，生年月日欄

性別，元号に付されたゾ印が正確であるかどうか確認し，更に生年月日の数

字がそれぞれ2桁で記入されていることを確認する。 なお，戸籍上に生年月

日が記載されていない者より請求が行われた場合は，不詳の年・月・日の該当

部分の枠内に[××]を記入する。

エ渡航先欄

渡航先を個別に特定して記載する場合で請求書裏面の渡航先欄に記入される

オ官職コー謄欄

4種類の．－Fが各々のコード表（本省よりの指示電信内容により確認）に基

づき正確に記入されている力確認する。 「赴任する者の配偶者，子等に係る請

求の場合……」の欄は，赴任する者の氏名をヘボン式ローマ字にて名姓の順で

記入されているか確認する。

請求書の在外公館コード欄，区分欄，確認欄及び外務省コード欄等の取扱い

公用旅券発給請求書及び渡航先追加請求書の在外公館コード欄，区分欄，確認欄，外務

省コーF欄及び期間限定欄等の取扱いは次のとおりとする。

（1）在外公館コーF欄（6桁）

チェックデジットを含む6桁の在外公館．－Fを記入する。

（2）区分欄

区分欄は，電子計算機を含む機械に必要な処理を行わせるため重要な欄であ

り，その記入要領は次のとおりとする。

ア 「A」

外交旅券の請求があった場合は，区分欄の「A」の枠内にゾ印を記入する。

イ 「該当なし」

下記ウ又はエのいずれにも該当しないことが確認された場合は， 「該当な

し」の枠内に､/印を記入する。

ウ 「訂正新規」

所持旅券の記載事項（姓，名，及び本籍）に変更がある場合（官職変更は除

く）は，区分欄の「訂正新規」の枠内にゾ印を記入する。

3

凹
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｜

「入力あり」

外務省コード欄に○印を付した場合は，区分欄の「入力あり」の枠内に､/印

を記入する。

「別紙あり」 （渡航先追加請求書を除く）

オ

力

旅券面の氏名欄について，前記 2 （2）ア（イ） ， （ウ）及び（エ） に該当

し，長音表記及び非へボン式ローマ字表記等を認めるときは「非へボン式ロー

マ字氏名表記等申出書」 （別添第1号様式）を提出させ，区分欄の「別紙あ

り」の枠内に､/印を記入する。また，長いローマ字氏名についても同様の取扱

いとする。

（3）確認欄

上記（2）ウに該当するものであって，現に所持する有効な旅券の記載内容

が確認された場合は，前回発給旅券番号欄の記入事項に誤りがないことを確認

の上， 「確認」の枠内に､/印を記入する。

（4） 外務省コード欄

ア 「10別名併記」

名義人となる者に対し別名併記が特に認められたときは外務省コード欄の数

字「10」を○印で囲む。

イ 「11非へボン」

前記2 （2）ア（イ）及び（ウ） に該当し，旅券面の氏名の長音表記又は非

へボン式ローマ字記載を認めるときは，外務省コード欄の数字「11」を○印

で囲む。

ウ 「12長音表記」

本欄は原則として使用しないこと。

エ 「13渡航先限定」

数次往復用公用旅券の渡航先を限定して発給する場合は，外務省コード欄

の数字「13」を○印で囲む。

オ 「14暦外確認」

戸籍上の生年月日が暦外（例えば閏年でない年の2月29日等）であるが，

現に所持する有効な旅券が暦上の生年月日で処理されているもので，従来の

生年月日の記載を継続して希望する場合は，戸籍上の生年月日を請求書の当

該欄に記載させ，旅券面に印字する生年月日を外務省記載欄に記入の上，本

項を○印で囲む。

力「15暦外表示」 （渡航先追加請求書は除く）
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戸籍上の生年月日が暦外の日付であるもの又は不明のものをそのまま旅券

面に印字する場合は，本項を○印で囲む。

オ「OG再作成」

IC旅券の作成後交付前までの段階で入力ミス等による過誤旅券又は作成

不良等による品質不良（作成時の旅券の汚損，破損等も含む）であることが

判明し，同一記載の旅券を作り直す場合は，本項を○印で囲む。

（5）期間限定欄松用旅券発給請求書のみ）

一往復用公用旅券及び有効期間を5年で数次往復用公用旅券を発給する場合

は5年OO月を，数次往復用公用旅券を5年未満に限定して発給する場合は，

原則として本省指示によりその有効期間の年・月数を期間限定欄に記入する。

4受理年月日及び受理番号の記入

前記2及び3の点検及び処理が終了した請求書は，請求書の上部左欄に受理年月日を2

桁ずつの数字（年は西暦の下2桁）で記入する。

受理番号は，暦年毎に西暦の下2桁の数字及び在外公館旅券発給台帳に記載されている

OOOOO1番から始まる6桁の番号及び1桁のチェックデジットを順に使用して請求書

の上部右欄に記入する。また，上記処理済後，旅券発給台帳に所要事項倣券の種類，請

求の種類，受理年月日，氏名等）を一件毎に記入する。 (Ic旅券作成機設置公館につい

ては「IC旅券設置公館の旅券作成業務処理要領」を参照）

5本省指示電信番号，返納旅券番号処理等の記入

官職変更，派遣期間延長等に伴う新規発給の場合は，請求書裏面の外務省記載欄に必ず

電信番号，返納旅券番号，返納事由及び返納旅券の失効処理年月日を，公用旅券を紛

（焼）失した場合は「紛失公用旅券等届出書」の提出ありと記載する。また，返納旅券は

VOD処理し，オープンLANパソコンにより当該返納旅券データの「返納及び失効報告

（失効理由その他） 」を行う。オープンIANパソコンにより 「返納及び失効報告」がで

きない公館（親公館で当該登録ができない場合も含む）は，本省においてホストコンピュ

ーターの返納旅券データに失効登録を行う必要があるので，返納旅券及び失効旅券報告書

（別添7号様式）により報告する（一般旅券編第18章2及び3参照) 。

6その他（本省への経伺）

（1）公用旅券･外交旅券の発給の請求があった場合は，以下（2）に該当する時を除

き，原則として，本省経伺する。

（2）以下のいずれかに該当するときは，経伺省略して差し支えない（経伺省略案件で

あって，新たに発給する旅券の有効期間，渡航先等が不明な場合は本省に確認するこ

と。 ） 。

ア本省から発給指示電報が接到しているとき
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イ在外公館職員の外交旅券の記載事項（氏名，本籍）に変更が生じ，疎明資料等で

変更事実が確認できる場合で，その旅券の返納を受け，新たに旅券を発給するとき

（法第10条第2項）

ウ公用旅券･外交旅券の査証欄に余白がなくなった場合で，その旅券の返納を受

け，新たに旅券を発給するとき（法第11条第2号）

エ在外公館職員の官職名の変更’ ｜に伴い新たに外交旅券を
発給するとき

オ在外公館職員の海外出生した新生児に係る旅券発給請求において，戸籍謄（抄）

本及び所属省庁等への扶養親族異動手続等によって，当該出生事実の確認ができる

とき

力在外公館職員が海外在住の邦人と婚姻したことにより， 当該配偶者に対して外交

旅券を新たに発給する必要がある場合で，右婚姻事実が記載された戸籍謄（抄）本

の提出を受け，新規発給するとき(注）

キ在外公館職員の現有旅券の残存有効期間が1年未満となった場合で，その旅券の

返納を受け，新たに旅券を発給するとき

ク公用旅券（外交旅券を除く。 ）の発給を必要とする理由を立証する書類の提出が

あったとき（平成30年6月6日付領旅第59908号）

（注） 婚姻した配偶者が所持する一般旅券は，当該公館において封筒に入れ封

印した上で本人に返却するとともに，海外在勤中の職員に随伴の上職員の任地に

滞在している間は右一般旅券を使用しないこと，また，右一般旅券は封筒に入れ

たまま保管し，最初に本邦に一時帰国する際，同封筒を携行し本邦留守宅等で然

るべく保管するよう当該配偶者に対して指導すること。
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第4章新規発給一身元確認

1身元確認の意義

公用旅券は，国外においては本省の指示なく新規発給する場合が限定されているが，公

用旅券の発給請求の受理にあたり 「請求者が人違いでないことを確認する」ことは，旅券

が所持人の身分及び国籍を諸外国の官憲に対して証明する公文書であることから，重要な

事務である。

在外における身元確認

旅券の発行権者である外務大臣や領事官にとって，公用旅券の発給請求受理に当たっ

て身元確認事務は当然に行わなければならない基本的事項であり，特に国外において

は新規に発給する場合は， 日本国籍の有無の確認をはじめ，国内における取り扱いに

2

準じ身元確認を行う等十分に注意する必要がある。

、
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第5章新規発給一出頭免除

代理提出

国外においては，公用旅券の新規発給請求又は紛失公用旅券等届出の際は発給を受

けようとする者又は届け出を行おうとする者が在外公館に出頭する旨規定されている

ため（法第4条第1項，同第17条第4項） ，代理請求（請求者の出頭免除）は認めら

れないので留意する。しかし，その他の請求については,一般旅券に準じ，出頭免除を

認めることは可能である。

1

代理受領（交付）

国外においては，新規公用旅券は当該公用旅券の発給を受ける者に交付する旨規定

されているので（法第8条第4項） ，受領時における請求者の出頭免除は認められな

2

い。

I
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第6章新規発給一二重発給の防止

第6章新規発給一二重発給の防止

1 二重発給の防止

法第4条の2において旅券の二重発給の禁止規定が設けられているが，そのただし書

に「その者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は， この限りで

ない」旨規定されている。この規定に該当するものとして認められるのは，下記の対

立関係国への渡航等極めて特殊な場合であるので，二重発給が必要と考えられる事案

については全て本省に経伺する。

なお， 2冊の旅券を旅行中に同時に携行することは，不測のトラブルの原因となり，

かえって渡航者の不利益となることもあり得るので，本件処理に当たっては，特に慎

重に取扱う必要がある。

2二重発給請求に対する措置

現在の対立関係国は，イスラエルとアラブ諸国であるが，該当国は次のとおりである。

右側に掲げるアラブ諸国のみがイスラエルへの入国歴が旅券面に記載されていることを問

題としており，イスラエルは問題としていない。

イラク，レバノン， リビア，サウジアラビア，スーダン，シリア，

イエメン， ソマリア，イラン

イスラエル

■

ノ

ノ

「

次頁不開示－15－



【平成30年7月11日改訂】

(Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編

第7章新規発給一旅券の発行・交付

第7章新規発給一旅券の発行・交付

1作成要領

(1) IC旅券作成機設置公館においては領事業務システム取扱説明書「13. 1申請書

等入力」を参照し，公用旅券発給請求書をスキャナーで読み込みIC旅券作成機に入

力の上，作成する。なお，同作成機は旅券の身分事項頁のみ自動印字可能のため，渡

航先（渡航先欄）及び官職（官職欄）については追記印字プリンタで印字する必要が

ある。

また, IC旅券作成機未設置公館では, IC旅券を本省にて作成するところ，シ

ステム取扱説明書「13． 1． 4本省代替作成入力」を参照し，オープンLAN"<

ソコンでデータ等を本省へ送信する。入力端末未設置公館は，請求書等を公信で送

付する。

（2）緊急旅券

緊急旅券（貼付用）は第8章を参照。

2渡航先

（1）一往復用旅券

第3章6に従い，原則としてその発行が認められた場合に限り発給するので，追

記印字プリンタ操作説明書（在外)Ver1.3 ｢2.公用旅券渡航先追加請求書」を参

照の上，追記印字プリンタで印字する。

（2）数次往復用旅券

上記（1）と同様とするが，数次往復用公用旅券はその性質上本省経伺の結果一

定の理由が認められた場合に限り発給することが多く，その場合，渡航先について

は，必ず本省からの指示にしたがって記載する。

3有効期間満了日

（1）数次往復用公用旅券については，本省の指示による有効期間の満了日を，それ以

外については， 5年の有効期間の満了日を記載する。 、
～

（2）有効期間満了日の算出方法について

ア期間の起算点については，初日不算入の原則を適用する（民法第140条） 。

イ期間の満了点については，期間の末日の終了，すなわち末日の24時が経過する

時点をもって期間が終了する（民法第141条） 。したがって，有効期間満了日は

有効期間の末日と解されるので，当該日の終了まで有効期間は継続する。

ウ期間の末日の算出については，年の途中に起算日がある場合，期間の最後の年に

おいて，当該期間の起算日に応当する日の前日が期間の末日となる（民法第143

条） 。

-17－
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※民法第l43条第2項参照

4旅券番号

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第8章4参照） 。

5発行官庁

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第8章5参照） 。

6国籍及び性別欄

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第8章6参照） 。

7交付官庁及び受理番号

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第8章7参照） 。

8交付

新規発給旅券の交付に関する取扱いは次のとおりである。

（1）請求者の確認等

請求者の出頭を求め，旅券に転写又は貼付されている写真と請求者が同一人であ

ることを再確認し，請求者に対しては旅券記載事項と請求内容が相違ないことの確

認を求める。また, IC旅券交付時にIC旅券交付窓口端末機をもって本人にIC

に記録されている情報及びICの正常な作動を確認させる。

（2）手数料の徴収

公用旅券の発給については手数料の徴収を要しない。ただし， 「帰国のための渡航

書」を発給する場合（第11章4参照）は,本省からの特段の指示がない限り所定の手

』

-18-

発行日 期間の末日

(発行年月日） 起算日 応当日 （有効期間満了日）

【例1】 有効期間1年の場合

2006年05月01日 (2006年05月02 (2007年05月02 2007年05月01日

日） 日）
イ

2007年02月28日 (2007年03月01 (2008年03月01 2008年02月29B

日） 日）

2008年02月28B (2008年02月29 (※応答日なし) 2009年02月28B

日）

2008年02月29日 （2008年03月01 （2009年03月01 2009年02月28日

日） 日）

【例2】有効期間が3月の場合

2006年08月30日 (2006年08月31日) (※応当日なし) 2006年11月30B

2006年11月01日 (2006年11月02日) (2007年02月02 2007年02月01日

日）

2006年11月29B (2006年11月30B) (※応当日なし) 2007年02月28日
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数料を徴収する（手数料については一般旅券編第8章8 （3） と同様。 ） 。

（3）旅券の交付

交付にあたっては，公用旅券受領証（省令別記第8号様式）に旅券番号以外の必要

事項を記入させた上で（受領証の旅券事務担当者欄は請求書裏面に記載した担当官の

官職及び氏名を記入。 ） ，右受領証と引換に旅券を交付する。旅券の裏表紙見返しの

「所持人記入欄」についても，交付後速やかに記入するように指導する。

（4）旅券還付の際の消印の押印(VOID処理）

法第19条第6項の規定により失効した旅券を名義人に還付する場合には，表紙か

ら6頁（追記欄）までを写真の顔部分にかからないよう注意し, VOIDせん孔機により

孔あけを行い，査証欄を避け, ICシート頁のICチップ部分についてVOIDせん孔機

等（手動， 自動）によって破壊し，原則ICシート頁の除去・回収を行わない。なお，

VOID処理を行う頁に滞在許可証や有効査証が貼付（又は押印）されている場合には，

当該頁を避けてVOID処理する。

（5）在外公館旅券発給台帳への記入及び交付年月日の入力

旅券発給台帳に旅券作成及び交付に関する所要事項を記入し，交付年月日をオープ

ンLANパソコンにより入力する。交付年月日の入力忘れにより，データ上未交付とな

らないよう注意する。

入力端末未設置公館については，交付年月日の入力は本省で行うため，旅券を交付

後，交付年月日を請求書に記入の上，補足事項等追加記載した請求書原本を本省旅券

課まで公信（件名： 「本省事後登録依頼（在○○大使館） 」）にて送付する（ 「本省代

替作成処理要領（入力端末未設置公館用） 」第3の3参照。 ）

（6）台帳等の保管

旅券発給台帳は10年保管とするが，公用旅券受領証は別段の指示がない限り少な

くとも1年間保管するものとする。

9旅券発給報告

一般旅券編第18章参照

-19－



【平成30年7月11日改訂】

(Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編
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第8章緊急旅券

1 IC旅券を発給できない場合の対応

IC旅券作成機が配備されていない又は何らかの事情で旅券作成機が故障等の理由に

より稼働しない状況で旅券の請求があった場合には，以下のとおり対応する。 請求者

に対しては，在外公館でIC旅券を作成できない事情を説明した上で，本邦（本省）にI

C旅券作成を依頼し，当該在外公館へ送付・受領後, IC旅券を交付する旨，概ねの所

要日数とともに説明する。

上記説明をした上で，請求者が本省からのIC旅券交付を待つ暇がなく，早急に渡航文

書を必要とする旨主張する場合には，請求書正・副（写し可）及び写真2葉等必要書類

（第2章1参照）を提出せしめ，その理由を付し本省へ経伺の上，本省からの回電後，以

下の要領で，緊急旅券（数次往復用旅券，有効期間1年）を作成する。

旅券冊子に必要事項を記載する際は，必ず本省から配布されている追記印字プリ

ンタ（プリンタが故障等の場合は電動タイプライター）を用いて印字する。

写真を所定の場所に貼付する。

交付に先立ち，旅券面の所定の場所に請求者の署名を記入させる。

（3）の署名後，付属のラミネートシールを貼付する。

外務省記載欄に必ず「緊急旅券jと記載する。

(1）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

２
３
４
５

く
く
く
く

官職及び渡航先

（1）本省経伺の結果，本省の指示にしたがって官職及び渡航先を追記印字プリン

タで印字する。

（2）追記印字プリンタが故障等の場合は，電動タイプライターを使用する。

ア渡航先が特定される場合には，個別に「国名等コーF表」の英文表記に基づ

き，電動タイプライターにより渡航先欄（5頁）に印字し，末尾に発行公館名

を記載する。なお， 5頁に印字しきれないときには，同頁最後の行に

「CONTINUEONPAGE4」と表示し, 4頁の上部余白に残りの渡航先国名を

続けて記載する。

イ包括記載する場合には，渡航先欄（5頁）に「THISPASSPORTISVALID

FORALLCOUNTRIESANDAREAS.」と電動タイプライターにより，印字す

る（ゴム印可。 ） 。

2

3有効期間満了日

-加一
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本省の指示による有効期間の満了日を当該欄に記載する。（1）本省の指示による有効期間の満了日

（2）有効期間満了日の算出方法について

第7章3 （2）参照

一

4冊子管理

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第9章4参照）

5発行官庁

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第9章5参照）

6国籍及び性別欄

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第9章6参照）

7交付官庁及び受理番号

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第9章7参照）

8交付

第7章8参照

9発給報告

一般旅券と同様の取り扱い（一般旅券編第18章参照）
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第9章渡航先の追加

1概要

公用旅券の渡航先追加については，原則として本省の指示電報により処理するが，不測

の事態（テロ，大規模災害等）で在外領事が必要と判断する場合は,現地限りで渡航先の追

加を行い，後日，本省へ報告する。渡航先追加に際し，必要書類を求めることを妨げない。

2書類要件

渡航先追加の請求に当たり，提出すべき書類は次のとおりである。

（1）渡航先追加を受けようとする旅券

（2）公用旅券渡航先追加請求書1通（外交旅券の場合は，発給請求書の「公用」を二

本線で抹消し，外交と訂正のこと）

3処理要領

オープンLANパソコン設置公館では，旅券発給台帳に所要事項を記載の上，採番し，

渡航先追加請求書を同パソコンにデータ入力する。旅券面には追記印字プリンタにより渡

航先追加し，旅券名義人に交付する。交付年月日はオープンLANパソコンにて当該旅券

データに登録する。入力端末未設置公館では，本省からの指示電報に基づき，旅券発給台

帳に所要事項を記載の上,採番し,電動タイプライターにて渡航先追加を行い,交付後,公

信にて原本を送付する。

4渡航先追加の方式その他

（1） 渡航先の追記

旅券面の追記頁に追記印字プリンタで印字する。追記印字プリンタが故障等の場

合は，旅券面の追記頁に下記形式の印を押し，電動タイプライターにてタイプ印字

（タイプライター故障時等の場合は黒インクペン又は黒ボールペン）をもって追加

すべき渡航先を記載し，記載したほぼ中央にシールプレスを押す（電動タイプライ

ターの使用方法については領事局HP旅券事務II執務編[手引表]IIIその他

8．電動タイプライターの使用方法参照◎記載事項を,全てタイプ印字としてもよ

い） 。

Ｉ

【渡航先国が一か国の場合】

THISPASSPORTISHEREBYAMENDEDTOINCLUDE(追加国名）

「

－22‐
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(日付） （公館名） （ゴム印可）ASADESTNATION.

●●●●●●●●●●●●◆●●･句■●●●●●●●●● ●●●◆●●●●●●●●●●●◆●｡●●●●●●●●●●●●

5

【渡航先国が二か国以上の場合】

THISPASSPORTISHEREBYAMENDEDTONCLUDE(追加国名）

ASDESTINATIONS. （日付） （公館名） （ゴム印可）

●●｡●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◆●●●●■

9

（2） ミス印字が生じた際の処理

旅券面へのタイプ処理は慎重に行う必要がある。しかし，当該処理中にミス印字が生

じた場合には，原則として，損傷による職権新規で対応する（有効期間等が不明な場合

は本省に照会） 。この場合，名義人において有効な査証等を転記するのに手間がかかる

等の理由（判断に迷うときは本省照会）で，引き続き現有旅券の使用を希望する場合に

は， ミス印字が発生した頁に「CANCELLED」印を赤色で押印（頁左上より右下へ斜め

に）した上で，別頁に新たにタイプ処理する。

（3）渡航先追加後の旅券交付

第7章8 （1） ， （3） ， （4 に準じて取扱う。追加後の旅券交付に関しては，

（4）渡航先追加報告

上記3及び一般旅券編第18章参照。

【
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記載事項に変更を生じた場合の発給

（Ⅱ）

第10章

第10章記載事項に変更を生じた場合の発給

1概要

記載事項に変更を生じた場合は，法第10条第2項の規定により，現に所持している旅

券を返納し，記載事項の変更についての疎明資料がある場合にはその資料を提出の上，法

第4条の新規発給を請求する。

2記載事項変更による新規発給

（1）訂正新規発給

旅券の記載事項のうち，氏名及び本籍の都道府県名の変更が生じた際は，訂正新

規の取扱いとする（第7童参照。なお訂正請求は不可） 。

（2）職権新規発給

旅券の記載事項の誤りが官庁側の責に帰すべき旅券（以下「過誤旅券」という）

については，請求に基づかず職権による新規旅券発給とする。旅券交付後，過誤旅

券であることが判明した時は，名義人に当該過誤旅券の返納を求め，同じ種類の旅

券を新たに作成し交付する。この場合，必要なときには，名義人に対し疎明資料を

提出（示）せしめて差し支えない。ただし，氏名の読み違い等を含め本邦にて発給

した旅券が過誤旅券の場合は，所属省庁に確認又は注意喚起する必要があるので本

省へ照会する。

旅券の交付後，過誤旅券であることが判明し，職権によって新たに旅券を発給す

る場合の処理は，次のとおりとする。

官庁側において請求書に必要事項を記入し，同請求書の「請求書」を朱書で「報

告書」と書き換える（外交旅券の場合は，報告書の「公用」を二本線で抹消し，外

交と訂正する） 。この場合，請求者よりあらためて写真1葉(IC旅券作成機未設

置公館では2葉）の提出を受ける。

ア受理番号は新たに取り直す。

イ請求書外務省記載欄に，職権発給の経緯及び過誤旅券番号等記入する。

ウ過誤旅券が渡航先限定,期間限定旅券の場合;期間満了日等については,本

省に確認し作成する。

エ先に発行した旅券の「返納旅券及び失効旅券報告」は上記第3章昆と同様。

オ請求年月日，受理年月日及び請求者の署名は，不要であるが，受理年月日を

処理年月日とあらため記入し所持人自署は名義人に記入させる。返納された

旅券は，当該旅券に代わる新たな旅券が発行された後，特段の事情がない限

り還付しない。

－24‐
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【平成30年7月11日改訂】

国外旅券事務取扱要領一般旅券編

記載事項に変更を生じた場合の発給

（Ⅱ）

第10章

（3）記載事項変更による発給報告等

一般旅券編第18章参照。

〆
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【平成30年7月11日改訂】
(Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編
第11章紛失一般旅券等届出書

第11章紛失公用旅券等届出書

1概要

法第17条第4項の規定により旅券の名義人は，当該旅券を紛失又は焼失した場合には

遅滞なく，その旨を届けなければならず，法第18条第1項第6号の規定により，旅券名

義人より同届出があったとき，当該旅券はその効力を失う。

2届出に必要な書類等

紛失公用旅券等届出を届け出るにあたり，省令第16条により規定されている提出書類は

次のとおり。

（1）紛失公用旅券等届出書1通

（外交旅券の場合は，同届出書の「公用」を二本線で抹消し，外交と訂正のこと）

（2）旅券名義人の写真1葉（第2章4.に準ずるものが望ましい）

（3）旅券の紛失又は焼失を立証する書類1通

（現地警察発行の紛失を届出たことを立証する書類，消防署の発行罹災証明書等）

（4）事情説明書又は始末書

紛（焼）失が本人の責に帰す場合は，始末書を提出せしめる。

3届出の受理

（1）請求の受理

ア届出人の出頭を求め，紛（焼）失の経緯につき，十分事情聴取の上，写真の

確認（提出された写真と請求者の同一人性） ，要すれば身分証明書により請求

者の身元，同一人性を確認する。

イ届出記載事項の点検，受理番号の決定は一般旅券編第12章5と同じ。

届出の受理後，入力端末で届出書を読み込み，本省側が当該紛（焼）失旅券の

発給事実を確認した上で失効処理を行うこととなるので，届出書の誤記載によ

り迅速な失効処理に支障をきたすことのないよう，記載事項の点検（特に届出

を行う理由欄，紛（焼）失した旅券番号及び発行年月日）を慎重に行う必要が

ある。

（2）公電の発出

ア当該届出書データをスキャナで読み込み，入力端末から入力するとともに，下記

の内容を以て本省宛ての公電を発出する。 なお，紛（焼）失の届出と同時に新規

旅券発給の請求がある場合には,右公電で経伺し，本省より，新規発給する旅券

の種類（一往復・数次） ，有効期間，渡航先及び官職についての具体的な指示が

一

-26－



【平成30年7月11日改訂】

(Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編

第11章紛失一般旅券等届出書

来た後に新規発給を行う （第3章参照） 。その際，同請求書裏面外務省記載欄に

紛失公用旅券等届出書を受理した旨記載する。旅券ではなく，渡航書を発給する

場合には下記4のとおり。

(氏名）へボン式ローマ字及び戸籍に記載の漢字(非へボン式ローマ字又は別名

併記がある場合も併せて記入）

(旅券番号及び発行官庁） （注:在外公館発行の場合は当該公館名を記入する。）

(発行年月日）

(有効期間満了日）

(本籍）

(生年月日）

(性別）

(渡航先）

(官職及び官職コード）

(ア）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ

く
Ｉ
ｌ
く
く
く
く
く

/r IC旅券作成機未設置公館においては，本省で作成することになるので，上記

アの公電において代替作成の依頼を行う （ 「本省代替作成処理要領」参照） 。

ウ在外公館のない国（地域）で旅券を紛（焼）失した場合の措置については，平

成19年2月8日付け往電領旅第15267号を参照しながら対応する。

4 「帰国のための渡航書」の発給（一般旅券編第17章参照）

（1）公用旅券を紛朧)失し「紛失公用旅券等届出書」を提出したが，本省からの公用

旅券の新規発給許可を受けることなく至急帰国を希望する場合，次の各号のすべて

に該当し，在外公館長において真にやむを得ないと認めた場合は，旅券発給に代え

帰国のための渡航書を発給することができる。

、ア旅行日程，本人の事情(たとえば病気，留守宅の不幸）から見て電報経伺による新

規発給を受けるいとまがないと認められる。

イ ．本邦へ直行帰国することが航空券等で確認できる。

ウ本人の身元，身分事項が提出書類，同行者等の陳述等で十分確認できる。

（2）上記4 （1）の場合，入力端末により紛失公用旅券等届出書データを入力する。

その後渡航書を発給し，本省に対し公電にて渡航書発給報告する。本省において

当該紛失旅券の失効処理を行う。なお，入力端末未設置公館では，紛失公用旅券

-27－
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【平成30年7月11日改訂】
(Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編

第11章紛失一般旅券等届出書

等届出書（写）を添付し，渡航書発給の報告を公電にて行う。また届出書及び渡

航書の原本は旅券事務定期報告で本省へ送付する。

5その他注意事項

（1）法第18条第1項第6号に基づき，紛失公用旅券等届出書が受理された時点で当該

紛（焼）失旅券は失効するため，届出書の受理後に発見された紛失旅券は使用でき

ないので，当該届出を受理する際には，その旨請求者に十分説明する（たとえ本省

側で失効処理を行っていない段階でも届出の取下げは認められない。 ） 。

（2）上記4にて渡航書を発給した場合は本省からの特段の指示がない限り所定の手数料

を徴収する。

～
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(Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編

第12章査証欄の増補

第12章査証欄の増補

1概要

（1）法第12条第2項の規定に基づき，査証欄に余白が少なくなったときに，請求者が

求める場合には1旅券冊子につき1回に限り査証欄の増補ができる。ただし，公用

旅券の場合新規発給と同時請求は認めていない。

（2）増補の請求があったときは別添第2号様式の旅券発給台帳に所要事項を記入する。

書類要件

増補請求に当たり，提出すべき書類は次のとおりである。

（1）増補を希望する旅券

（2）公用旅券査証欄増補請求書 1通

（外交旅券の場合は，発給請求書の「公用」を二本線で抹消し，外交と訂正のこと）

2

I

3増補の方式その他

(1）

（2）増補後の旅券交付

増補後の旅券交付に関しては，第7章8 （1) ， （3）に準じて取扱う。

（3）報告

一般旅券編第18章参照。

-29－
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（Ⅱ）国外旅券事務取扱要領公用旅券編

第13章旅券の返納及び廃棄処分・還付

第13章旅券の返納及び廃棄処分・還付

1旅券の返納

法第19条第5項の規定により公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がな

くなり又は終了したときは,国内においては各省庁の長が外務大臣に､国外においては旅券

の名義人が領事官に遅滞なくその旅券を返納しなければならない。また，法第19条1項

又は第4号のいずれかの規定により返納を命ずる場合は，本省に相談の上処理を行う。

ひ

返納旅券の取扱い及び廃棄処分

（1）返納旅券の取扱い

ア旅券の新規発給請求に当たり，旅券が返納されたときは，以下(2)により廃棄処分

する。なお，名義人が当該旅券の還付を希望する場合には以下(2)のⅦm処理を

行い，還付する。

イ法第19条第1項3号又は第4号のいずれかの規定により返納せしめた旅券の処置

については本省の指示に従う。

ウ法第25条の規定により外務大臣が旅券の没取を在外公館長に指示したときの旅券

の取扱いについては本省の指示に従う。

（2）廃棄処分・還付

廃棄の方法は焼却又は破棄とする。ただし，法第19条第6項の規定により名義

人に還付するときは，表紙から7頁までの各頁及びICチップ部をVOm穿孔する。

なお，穿孔する際は8頁の査証の有無に注意する。

（3）返納旅券の報告

返納旅券の報告については，オープンLANパソコンにて「返納及び失効報告」

が入力できない公館においては別添第7号様式により報告する。オープンLAN"<

ソコンにて，返納旅券のデータを「返納及び失効報告」により入力できる公館（駐

在官事務所は親公館で入力する）は本省報告は不異

2

0

，

塾二E二選塗…二'三二重…二量1－

1
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(Ⅲ)旅券用シールプレスの使用要領
1旅券

(1)渡航先の追加に当たっては,追記頁に所要事項を記載したのち,記載したほ

ぼ中央に旅券用シールプレスを押印する｡（(Ⅳ)付属資料ﾌ参照）

(2)査証欄の増補を行った場合は,増補紙の接着部分と貼付される旅券面(前後

の接着部分のほぼ中央)に旅券用シールプレスをもって契印する。

2シールプレスの保管

シールプレスは外務省公印規則に定める公印であるので,厳重に保管する。

3シールプレスの代用

シールプレス未着又は破損の場合は,丸形館印(文書用円形ゴム印)をもって代用

する｡ただし,ゴム印をもってシールプレスに代用する場合は,判読に困難を来さいよ

うスタンプインクを薄くつける。



0

3

（Ⅳ)旅券事務用諸物品及びその取扱

要領
1旅券冊子等関係

(1)IC旅券作成機設置公館及び未設置公館(在外LANパソコン非設置公館を除

く｡)において旅券冊子及び渡航書を受領した時は,領事業務情報システムより受領

報告処理を行う必要がある(在外LANパソコン非設置公館においては,親公館(駐

在官事務所)もしくは本省にて代替入力する必要があるため,公電等にて送付された

旅券番号帯を明記の上,受領報告(別添第4号様式)を行う必要がある)。

（冊子受領報告を処理しない限り,受領した冊子は使えないこととなる｡）

なお, IC旅券作成機未設置公館のうち在外LAN非設置公館については,写真貼

付用の緊急旅券冊子及び渡航害を受領したときは遅滞なく公信をもって別添第4号

様式の旅券冊子受領報告を本省に提出し,旅券冊子出納用紙(別添第3号様式)に

記入しておく。

(2)旅券冊子は旅券事務担当官が厳重に保管することとし,現地職員等に管理・

保管を任せない｡万一盗難紛失が発生した場合は,遅滞なくその旅券の種類,旅券

番号及び冊数を公電にて本省に報告する。 ．

(3)在外LAN設置公館のIC旅券冊子に関しては,オンライン上にて冊子数を把

握しているため,本省より自動的に送付する｡なお,緊急旅券冊子及び帰国のため
の渡航書についても,オンライン上にて在庫数を把握できるため,本省から自動的に

送付する｡なお,在外LAN非設置公館については,緊急旅券冊子及び帰国のため

の渡航害の在庫に不足を生じないよう(各館の実情に応じ少なくとも6か月分位のｽ

ﾄｯｸを常備すること),旅券の種類,在庫数を明記の上,所要冊数を早めにりん請す

る。

(4)IC旅券冊子,緊急旅券冊子及び帰国のための渡航害の在庫数の確認につい

ては, IC旅券作成機設置公館においては,在外LANバｿｺﾝにて冊子管理業務(冊
子の在庫数に係る処理｡｢冊子受領｣や｢冊子使用状況照会｣等)を利用し,在庫数に

相違がないことを確認する｡特に問題が無い場合は本省の冊子に係る在庫データと

相違がないので,報告の必要はないが,在庫数とデータに差異が生じている場合

は,直ちに本省に連絡するとともに,調査を行うものとする｡したがって,在外LAN非

設置公館においては,定期的に親公館(駐在官事務所)又は本省へ報告を行い,在

庫数に相違がないことを確認する必要がある。

2諸帳簿関係

(1)旅券発給台帳(別添第2号様式)一暦年使用

ア在外LANパソコンの領事業務情報システム又は別添第2号様式を印刷の上

使用する。

在外LAN非設置公館においては,本省から送付されたものを使用する｡余部が僅

少となる前に早めに本省に通報のこと。
、



、

イ新規(10年用及び5年用),新規(記載事項変更用),渡航先追加,査証欄増

補及び渡航害発給の申請書並びに紛失旅券等届出書受理の際,受付に関する所要

事項を一連の受理番号の下に記入する(ただし,それぞれの申請ごとに受理番号帯

又は簿冊を分けて使用して差し支えない)。

ウ旅券の発給に関する所要事項を記入する。

工旅券作成又は処理等の後交付に際し,交付に関する所要事項を記入する。

オ備考欄には, 『渡航先｣,記載事項の変更内容及び紛(焼)失の際の｢届出理

由｣， 「本省への照会｣, 「現地機関等への届出｣等を適宜記入しておく。

(2)旅券冊子出納用紙(別添第S号様式(旅券冊子出納)）

ア旅券冊子受払いの都度厳格に記入し,常に残数を明確ならしめ,不足を生じな

いよう留意する。

イ書き損じ等の場合も,払出し事実を記入し,その旅券は廃棄処分にするととも

に別添第ﾌ号様式に記載し,返納等事由｢ﾌ.作成ミス｣として報告する。

3諸印関係

原則として本省において作成の諸印(付属(5)旅券事務用ゴﾑ印一覧参照)を使
用するが,摩滅,破損等の場合は,自館において調製のものを使用して差し支えな

い｡なお，自館において調製不能の場合は本省に依頼するが,万一間に合わないと

きは,旅券用タイプライターで印字して差し支えない。

渡航先追加印等の押印箇所は次のとおり。

》腹 返細旅券を名義人C

荻 希望により還付するとi

にVOIDせん孔機で割
、 あけ肌理存す為‐

ﾖ･にl」ﾛ

上 ]名
“
■
口
■
Ｉ聯 ]の ヨ 篇考

発行官庁印(在外公

館名印）

身分事項記載頁

(第2頁）

その他公館名を記載

する場合にも使用

渡航先追加印 追記頁

(第4頁から第6頁）

記載事項訂正印 同 上 身分事項の訂正の場

合は,併せて旅券第3

頁にSEEPAGE ■句U●■●

ゴム印を押印する。

の



4諸用紙関係

(1)法定様式

下記様式は省令をもって定められた法定様式であるので,本省から送付された用

紙を使用する｡旅券冊子同様,在庫がなくならないよう早めにりん請する。

ただし,ウは一般旅券のそれぞれの申請書に併せて印刷されている。ただし,ウは一般旅券のそれぞれの申請書に併せて印刷され

ア一般旅券発給申請書(10年用)(省令別記第1号様式）

イ一般旅券発給申請書(5年用)（〃第2号様式）

ウ申請書類等提出委任申出書(〃第3号様式）

工公用旅券発給請求書(〃第4号様式）

オ一般旅券受領証(2種類)(〃第5号様式及び第ﾌ号様式）

力交付時出頭免除願書(〃第6号様式）

キ公用旅券受領証(〃第8号様式）

ク一般旅券渡航先追加申請害(〃第9号様式）

ケ公用旅券渡航先追加請求書(〃第10号様式）

．一般旅券発給申請害(記載事項変更用)（〃第11号様式）

サ一般旅券査証欄増補申請書(〃第12号様式）

シ公用旅券査証欄増補請求書(〃第13号様式）

ス在留届(〃第14号様式）

セ紛失一般旅券等届出書(〃第15号様式）

ソ紛失一般旅券等届出時出頭免除願書(〃第16号様式）

タ紛失公用旅券等届出書(〃第1フ号様式）

チ渡航書発給申請書(〃第旧号様式）

ツ渡航書受領証(〃第19号様式）

(2)旅券事務関係様式･書式例

ア非へボン式ローマ字氏名表記等申出害(別添第1号様式）

イ在外公館旅券発給台帳(〃第2号様式）

ウ旅券冊子出納(〃第3号様式）

工旅券冊子受領報告(〃第4号様式）

オ旅券発給事実照会(〃第5号様式）

力旅券事務定期報告書(〃第6号様式)(廃止）

キ返納旅券及び失効旅券報告(別添第ﾌ号様式）

ク氏名の長音表記申出書(〃第B号様式)(廃止）

ケ旅券申請同意書(別添書式例1）

．渡航事情説明書(''書式例2〉

サ別添書式例3一般旅券の発給等に係る通知について

シ別添書式例4-1．一般旅券発給拒否通知書

ス別添書式例4－2一般旅券への渡航先追加拒否にかか‘一般旅券への渡航先追加拒否にかかる通知書

印

渡航先限定の場合の

(一般旅券）

旅券第3頁の渡航先

欄英文の下部



●

5旅券事務用品

(1)追記印字プリンタ

(2)旅券用タイプライター

（注)配布済みの追記印字プリンタ及びﾀｲブﾗｲﾀｰが故障した場合は,本省にて

修理を依頼する必要があるので,故障内容を本省へ通報する。

(3)旅券用大型スタンプパッド(水溶性）

(4)旅券用手動VOID機

(5)写真カッター

(6)旅券簡易鑑識機器

（ﾌ)旅券作成機用転写リボン(クリーニングローラー同梱）

(S)旅券作成機用カラーリボン

(9)追記印字プリンタ用リボン

（10)旅券作成用電子タイプライター用リボン

（(ﾌ), (B), (9), (10)については,不足が生じないよう在庫数を明記の上,早め

にりん請する｡）

へ

§
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(V)旅券の種類

1 現在有効な旅券及び帰国のための渡航害

し

新
旅肥
券

(Iノ卵

生(10曲

玉
一

｡)一往復閉外交脈謝

3)数次往復用外交姉

（ﾉ)数次往復膝

$(10年）

国 内

存 外

j)一往復用公用旅券

10)数次往復用公用減

ー

発
官行
庁

種類 記号

頁数

(注1）

式）

(様

旧

IC旅

券



｜ ’

（注1) IC旅券及び緊急旅券の新仕様においては, ICページ（プラスチック
シート挿入ページ）を頁数に換算しているため， 旧仕様より多い頁数となって

いる。

（注2）旧仕様は36頁，新仕様は38頁。

（注3）機械読取対応(MRZあり） 。ただし，一部貼付型もある。

（注4）新旧IC旅券と増補紙の新旧仕様の組み合わせは任意。

2現在発行されていないが，現に有効でありうる旅券

（1）日本帝国海外旅券又は大日本帝国外国旅券（通称「帝国旅券」 ）

明治維新後から第2次世界大戦終了時までに発行された旅券で，明治・大正

年間には4つ折又は2つ折の大型力一F型であったが，昭和に入ってから冊子

型になった。

（2）無記号旅券

第2次世界大戦後から昭和39年までに発行された旅券で冊子型である。

(S)記号つき旅券（付属資料5旅券記号使用期間一覧表参照）

ア昭和40年から発行が開始された。一般旅券は「C｣から始まり現在ま

での記号の変遷は一覧表のとおりである。なお，数次往復用旅券には「M」

を，在外公館発行旅券には「F」を付けるシステムはこのときから採用された

が, .｢F」記号は昭和4B年12月末日で廃止された。

イ外交・公用旅券はそれぞれ「A」 「B」から始まり，現在は三文字となっ

ている｡

ウ旅券法特例法に基づく旅券

緊急

旅券

(貼

付型）

券
券
券

旅
旅
旅

般
用
交

一
公
外

１
１
１

３
４
５

ｌ
く
く

１
１
１

肥
Ⅶ
Ⅶ

36又は

38頁

2）

型）

(注

(冊子

非

IC旅

券

(16)数次往復用一般旅

券（10年）

国 内

在 外

TG

TZ

48頁

(冊子

型）

書

渡航 帰国のための渡航書

(注）

TD+フ桁

番号

(四つ

折カード

型）

紙

増補 査証欄増補紙（注4） 頁数にS

を付す

40頁



合

国内においてSRC,SRE(一般一回)SMC, SME(一般数次）が，国外において
SFC,SFE(一般一回）が発行されたが，沖縄の本土復帰（昭和4フ年5月15

日）に際し特例法が廃止されたので，発行も廃止された。

なお，特例法に基づいて発行された旅券は旅券法に基づいて発行されたもの

と看なされる。

本旅券は冊子型である。



5

Ⅱ、 外交･公用旅券編

1新規発給(法第4条)〔取扱要領(Ⅱ)第2章～第8章〕 ．

*IC旅券作成機未設置公館及びIC旅券作成機が故障等で稼働しない場合は,受理後,発給請求書等を

本省へ送付し,本省にて作成されたIC旅券が到着後,請求者に交付する。

考備

請
求
例

1.公用旅券(外交旅券を含む｡以下｢公用旅

券｣又は｢旅券jという｡｢D経伺の要否｣欄を

除き以下同じ｡）を所持しない者

国外で国の用務を命ぜられた場合等

2.外国で出生した公用旅券名義人の子

3.旅券の記載事項に変更を生じた者

4.官職に変更を生じた者(注）

5，任期が延長された者

訂正新規(法第10条）

･発給請求書裏面の外務省記載欄に｢紛失公用旅券等届

出書の提出あり｣と記載し,経伺の往来電番号,紛(焼)失

旅券番号等を記載する。

6.紛失公用旅券等届出書の提出を行った者

7.旅券を損傷したとき

8.査証欄の余白がなくなったとき

･IC旅券作成機末設置あるいは同作成機が故障等で稼働

しない状況で,緊急な旅券の請求があった場合

・取扱要領(Ⅱ)第8章参照

10.緊急旅券の発給を希望する場合

･IC旅券作成機未設置公館は正･副2通｡副は公館保管

用であるが,正が本省未着等に備え正と同様のものを保

管する。

･緊急旅券を交付後,請求書は定期報告とともに本省へ送

付する。

公用旅券発給請求書 1通Ｂ
書
類
要
件
・緊急旅券を発給する場合は請求書の外務省

記載欄に｢緊急旅券｣と明記する

･6ケ月以内に撮影したもの

･IC旅券作成機未設置公館は2葉(請求書の正｡副に貼付

） 、

写真(縦45立皿×横35mm) 1葉

･本省の指示により発給する場合は不要。・公用旅券の発給を必要とする理由を立証す

る書類

6か月以内に作成されたもの

海外出生子,記載事項に変更があった場合等に提出

戸籍謄(抄)本 1通

･返納された旅券は新たな旅券発給後VOm穿孔し,旅券

番号,失効年月日,VOm処理した旨及び還付の有無を

発給請求書外務省記載欄に記載する。

・所持旅券を返納または預け入れする者の場

合は,その公用旅券 、

･返納された旅券は新たな旅券発給後VOID穿孔し,旅券

番号,失効年月日,VOID処理した旨及び還付の有無を

発給請求書外務省記載欄に記載する。

･旅券を損傷した場合

・所持旅券を返納または預け入れする者の場

合は,その公用旅券

･事情説明書

･その他参考になる書類･その他
要出頭:請求,交付とも必ず本人出頭Ｃ

本
人
出



P

(注)所有旅券の官職の変更(転勤に伴う場合を含む),査証欄の余白無,旅券の損傷及び任期延長に伴い新規発給を

行う場合は,返納旅券をVOIDせん孔処理し,返納旅券データの失効処理を行う必要があるので,オープンLANパソコン

にて｢返納及び失効報告｣(返納等事由｢9｣)を入力する｡オープンLANパソコンにより入力できない場合には,本省にて

入力するので｢返納旅券及び失効旅券報告j(返納事由欄｢9｣に○印を付し,官職変更等返納理由を記入)を送付する。

婚姻した配偶者が所持する一般旅券は,当該公館において封筒に入れ封印した上で本人に返却するとともに,海外

在勤中の職員に随伴の上職員の任地に滞在している間は右一般旅券を使用しないこと,また,右一般旅券は封筒に入れ

たまま保管し,最初に本邦に一時帰国する際,同封筒を携行し本邦留守宅等で然るべく保管するよう当該配偶者に対して

指導すること。

■■■

頭
の
要
否

Ｄ
経
伺
の
要
否

要経伺:経伺省略可に該当する場合を除き，

原則として本省経伺又は本省からの指示

経伺省略可(ただし,官職,有効期間等不明な

場合には本省に確認すること｡）

(1)本省から発給指示電報が接到しているとき

(2)在外公館職員の外交旅券の記載事項(氏

名,本籍)に変更が生じ,疎明資料等で変更事

実が確認できる場合で,その旅券の返納を受

け,新たに外交旅券を発給するとき

(3)公用旅券･外交旅券の査証欄に余白がなく

なった場合で,その旅券の返納を受け,新たに

旅券を発給するとき

(4)在外公館職員の官職名の変

伴い新たに外交旅券を発給する

とき

(5)在外公館職員の海外出生した新生児に係

る旅券発給において,戸籍謄（抄)本及び所

属省庁等への扶養親族異動手続等によって，

当該出生事実の確認ができるとき

(6)在外公館職員が海外在住の邦人と婚姻し

たことにより,当該配偶者に対して外交旅券を

新たに発給する必要がある場合で,右婚姻事

実が記載された戸籍膳(抄)本の提出を受け，

新規発給するとき
～､

(7)在外公館職員の現有旅券の残存有効期

間が1年未満となった場合で,その旅券の返納

を受け,新たに旅券を発給するとき

(8)公用旅券の発給を必要とする理由を立証

する書類の提出があったとき(平成30年6月6

日付領旅第59908号）

本省経伺した場合は,請求書の外務省記載欄に公

電日付,公電番号等を記入すること



旅券記載例6(公用旅券の官職及び渡航先）

(1)身分事項記載頁は旅券記載例1-1参照｡ただし,有効期間満了日は,許可された期間限定数をIC旅券作成機に入

力することにより身分事項データとともに印刷される。

在外公館館員及び同伴家族(配偶者及び子｡以下同じ)の外交旅券の有効期間は一律5年とする。

なお,緊急旅券を作成する場合は有効期間1年未満(本省指示)の数次旅券とする。

(2)官職欄はIC旅券作成機では印字できないので,追記印字プリンタ(同プリンタが故障等の場合は,電動ﾀｲブﾗｲﾀｰ

を使用する｡)で印字する｡官職に変更があった場合は,新規発給する。

(3)公用旅券の渡航先は,IC旅券作成機では印字できないため,追記印字プリンタで印字する｡渡航先は本省の指示に

より個別記載又は包括記載とする｡在外公館館員及び同伴家族の外交旅券の渡航先は包括記載とする。

なお,緊急旅券を作成する場合は,本省の指示により個別記載又は包括記載とする。

[第3頁官職の記載例］

JN【】卜 AH【

[第5頁(包括記載の場合］

5

渡航先

THISPASSPORTISVAUDFORALL

COUNTRIESANDAREAS.

－－－■■■■－－－－－ｰ■■ｰ--q■q■。■‐‐‐‐‐‐‐‐‐ー一一｡■■。■。■－q■ー■■■■－8■■■■■q■‐－－－－■■■■－－－－－－－－q■q■q■Q■－－q■ー■■q■‐ロ■

[第5頁(個別記載の場合(1))］

5

渡航先

THISPASSPORTISVAUDFORITAly,

FRANCE,TUNISIA,MOROCCOANDSUDAN.

(EMBASSYOFJAPANINEGYPT)

一一一一一■■■■一ｰ~‐‐一一一ローーローーーロロローーq■Q■■■ q■－■b■■■■■ぬ｡‐q■一■■‐ーの。。■一一一一一－－－－－－－－－－q■q■q■－－－－■■q■－



[第5頁及び第4頁(個別記載の場合(2))］

(1)冊子(5頁)を追記印字プリンタに挿入する。

(2)追記印字プリンタが故障等の場合は,電動ﾀｲブﾗｲﾀｰを使用する｡旅券発行時の渡航先が第5頁に収まらない場合

は, ｢(CONTNUEONPAGE4)｣とﾀｲブﾗｲﾀｰにてﾀｲブ印字の上,第4頁に残りの渡航先を記載する。

5

渡航先

THISPASSPORTISVAUDFORMOROCCO,

COTED'NOIRESENEGALNIGERIANIGER,

BURKINAFASO,BENIN･MAUMAURITANIA,

(CONTINUEONPAGE4)

■■一一－一一■■ーー~ーーー－－－－－ーー‐‐ｰ一一---ーーー一一■■ーーーー‐‐ー■■■■ーーー一一一■■一一一一一■■■■＝■■ｰ■■一一一■■ーー

GHANATOGOANDUBERIA. (EMBASSYOF

JAPANINKENYA)

4

I
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①
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一

瞳雄徹1Wの麟券の琵給燈藷求する喝鐡よ･その図由を貝体的に配入してください己

転勤のため

二
函
錨
或
関
係

二■に繭永又は申闘をIﾃう園由

現住I貯宇Ⅲ－111

米国コロンビア特別区ワシントン市北西．カリフォルニア通1

紅基123-45＆789

口倒8内の廼蓮塗鬼子1㈹-朗19 錘03-12345678

東京都千代田区睡が関1－2－3-405

氏名外務一朗 減砿荷との関鰯父●

波野鈎求
事鰯】■蛎
斬風・氏名

迂木大便距頑争郡
一

寺査醒百

千代田一郎 赦猛987-654321 “
平成29年 4月 4日

在在米園日本国大使館 大使…殿
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改次往復用の麟券の発給を舗求する塔合は、その理由を具体的に記入してください。

漏遺期間延長のため

二
亜
請
求
屈
係

二重に韻求又は申翻を行う理由

mIE所〒123-4567 "111222P333

中華人民共和国北京市北京1－1－1

､本圃内の緊急連悠先〒1伽-8919 秘閲-98765432

東京都千代田区霞が関2－2－1

氏名外務次郎 麓航衝との■係長男
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ときは、遅涜なく雄券を返納します。
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請求書記入上の注意(公用旅券発給請求書＊）

①受理年月日欄:年については,西暦の下2桁を記入｡月日については,各々2桁の数で記入

②受理番号欄:在外公館旅券発給台帳の受理番号を記入

③在外公館ｺｰド欄:在外公館コード(ﾁｪｯｸデジットを含む6桁)を記入(例:在仏大=505AO)。

④区分欄:｢A』／外交旅券の請求の場合(他の区分と組み合わせて使用）

。｢該当なし｣／訂正新規,許可確認に該当しない場合(官職の変更,任期延長,損傷,査証欄余白無
しによる新規発給の場合も本欄にゾ印）

。｢訂正新規｣／現在所持する有効な公用(外交を含む｡以下同じ)旅券の記載事項(姓,名,本籍)に
変更が生じ,新規発給を行う場合

。｢入力あり｣／外務省ｺｰド欄のいずれかのｺｰドに○印を付した場合

。｢別紙あり｣／｢非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書｣を提出させた場合．

⑤返納確認欄:訂正新規発給請求(姓,名,本籍の変更)で旅券の返納があった場合にv印を記入

⑥発行年月日欄:旅券面と同じ発行年月日を記入。

⑦交付年月日欄:旅券を交付した年月日を記入。

⑧旅券番号欄:採番ﾐｽ,転記ﾐｽのないよう旅券面と同じ旅券番号を記入。

⑧氏名欄:戸籍に記載されているとおり槽書で正確に記入させる｡記入する枠が足りない場合は,詰めて書かせるか,欄

外に続けて記入させる｡ローマ字欄は戸籍の氏名をヘボン式ローマ字で記入させる(非へボン式表記(含む長音表記）

は申出書に記入させる｡）

⑧所持人自署欄:必ず記入必要｡(処理要領一般旅券編第3章2. (2)(ｲ)参照）

◎性別,生年月日欄:性別及び元号は該当する枠内にv印を記入させる。

◎旅券の種類欄:いずれかに､/印を記入させる。

⑧本籍欄:戸籍どおり記入させる｡市区郡以下の記入漏れのないよう注意する。

⑥官職ｺｰド欄:コード(後記Ⅲ､9,～11.･参照),官職(日本語),官職の英訳それぞれ記入漏れのないように注意する。

不明の場合は本省に確認する｡官職の英訳は旅券面官職欄の記載と同じにする。

◎赴任する者の氏名欄:赴任する者の配偶者,子等に係る請求の場合は,赴任する者の氏名を,名･姓の順でヘボン式

ローマ字で記入する｡（注1）

⑧所有旅券事項欄:訂正新規発給請求(姓,名,本籍の変更)の場合は必ず記入させる｡任期延長による新規発求査証

欄余白無し及び官職の変更による新規発給の場合は,本欄への記入は不要。

①渡航先ｺｰド記入欄:渡航先を包括記載する場合でも必ず記入させる(赴任国等)。

⑨外務省ｺｰド欄:｢10別名表示｣／特に別名併記が認められた場合に本ｺｰドをO印で囲む

。｢11非へボン｣／非へボン式ローマ字氏名表記(含む長音表記)行う場合に本ｺｰドを○印で囲む

、｢12長音表記』／本欄は原則として使用しないこと。

。｢13渡航先限定｣／数次往復用公用旅券の請求で渡航先を限定記載する場合に本ｺｰドを○印

で囲む

．｢14暦外確認｣／取扱要領第3章3参照

。｢15暦外表示｣／戸籍上の生年月日が暦外の日付であるもの又は不明のものをそのまま旅券面に

印字する場合に本ｺｰドを○印で囲む
．｢OG再作成｣/IC旅券の作成後交付前までの段階で作成不良(作成時の旅券の汚損等)によっ

て同一内容の旅券を作り直す場合は本項をO印で囲む。

⑩期間限定欄:何年何ヶ月間有効の旅券を発行したか必ず記入のこと(一往復用旅券の場合は全て5年00月と記入)。

①現住所欄:日本語またはｱﾙﾌｧぺｯﾄで記入させる。
⑧日本国内の緊急連絡先欄:必ず記入させる。

①請求者署名:旅券の発給を受けようとする者本人に戸籍に記載のとおりの氏名で署名･押印させる(日常印章を所持し

ていないときは,係官の面前で栂印を押させることで差し支えない)｡なお,戸籍のとおり自己の氏名を署名できない者

については,法定代理人等が本人に代わって請求者の氏名を記入の上,併せて代筆者の記載(請求者との関係のみ

可)を自書させることで差し支えない。

⑪外務省記載欄:有効期間満了日,渡航先国(地域)名,非へボン式表記(含む長音表記)を行った場合は,その疎明資

料名及び対象となる理由,本省経伺の来信日付及び公電信番号等を記入する｡また,返納旅券の番号,失効年月日

及びVOID処理を行った旨を必ず記入する。

⑫返納旅券番号等欄:返納された旅券番号及び失効年月日を記入する。

（注1)ただし,同伴する者の旅券上の氏名が非ヘポン式ローマ字で表記されている場合は,当該表記で記入する。

（注2)その他の項目についても記入漏れのないようにする｡なお,旅券用写真については,一見して本人と判らない不鮮

明なもの,貼付に適さないスピード写真及び写真サイズの小さいもの等は,極力撮り直させること｡デジタルカメラによ

る写真については,厳重な目視確認を行い,銀塩写真と同じレベルの品質のものであれば,差し支えない。

＊外交旅券の場合は,発給請求書の｢公用｣を二本線で抹消し, 「外交｣に訂正する。



の

2渡航先追加〔法第9条〕｢取扱要領(Ⅱ)第9章」

3記載事項に変更を生じた場合の発給(法第10条)〔取扱要領(Ⅱ)第10章〕

公用旅券の記載事項に変更を生じた場合は,本省経伺の上,全て新規発給とする。

ただし,在外公館職員の身分記載事項(氏名,本籍,生年月日)について戸籍謄(抄)本により変更の事実が確認できる場合
r ●

等は,本省経伺を省略できる｡（｢Ⅱ､1新規発給｣の項参照)。

4紛失公用旅券等届出書〔法第17条第4刺『取扱要領(Ⅱ)第11章」

本届出により紛(焼)失旅券は失効するため､発見された旅券は使用できない旨十分説明する。
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･公用旅券に記載されている渡航先以外の地

域に渡航する場合

Ｂ
書
類
要
件

・公用旅券渡航先追加請求書 1通

渡航先追加を必要とすることを立証する書

類 1通

･弛釛ﾛを受けようとする公用旅券

公館保存用にコピーをとる(IC旅券作成未設置公館ま

たはIC旅券作成機が故障等で稼働していないとき）

･本省からの指示電報による渡航先追加の場合は不要

Ｃ
本
人
出
頭
の
要
否

要出頭:請求､交付とも必ず本人出頭 ｡但し,同伴家族については,国の用務のため渡航して

いる本人が出頭すれば免除可

Ｄ
経
伺
の
要
否

要経伺:公用旅券の渡航先追加については，

本省経伺または本省からの指示

備 考

Ａ
請
求
例

･公用旅券を紛(焼)失した者

Ｂ
書
類
要
件

・紛失公用旅券等届出書 1通

・写真(縦45皿×横35m） 1葉

紛(焼)失を届け出たことを立証する警察

等の発行した証明書 1通。

･事情説明書または始末書

公館保存用にコピーをとる (IC旅券作成未設置公館

またはIC旅券作成機が故障等で稼働していないとき）

｢Ⅱ.1新規発絢の項参照

･警察署等の発行した紛失証明書等が発行されない場合

､また旅券名義人の責めに帰す場合



夕

P

(注）本届出書がされたが、やむを得ない事情により新たな旅券の発給の暇がなく、かつ直接帰国する場合

には「帰国のための渡航書」を発給することができる（取扱要領（Ⅱ）第11章4参照)。

5職権発給又は職権訂正(法第10条第3項)〔取扱要領(Ⅱ)第10章〕

公用旅券の職権発給の処理方法は一般旅券の取扱いに準ずるものとするが(誤記が明白に官庁側の責によるものを除

き),事案の全てについて,本省への細司を要する。

6査証欄の増補(法第12条)〔取扱要領(Ⅱ)第12章〕 ．

公用旅券の査証欄増補の処理方法は,一般旅券の取扱いに準ずるものとするが,新規発給請求時における同時請求はで

きない。

要
否

Ｄ
経
伺
の
要
否

本省にて紛(焼)失旅券の失効処理を行うため

全て本省経伺

･本届出書をIC旅券作成機で入力するとともに電報にて本

省経伺(取扱要領(Ⅱ)第11章参照)し､回答接受後､本

省からの指示に基づき新規発給(注）

･IC旅券作成機未設置公館､または同作成機が故障等で

稼働しない場合は本届出書写しを添付の上､経伺し､届

出書の原本は定期報告により送付する。
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7.非ヘポン式表記,別名併記及び長音表記の取扱い
(1)表音･表記の例外
申請者が初めて旅券申請する場合においては,その氏名についてヘボン式以外のローマ字による表記を
希望する場合, （国字の音訓若しくは慣用による表音以外のヨミカタ又はヘボン式以外のローマ字による表記
を希望する場合を含む),今後ﾖﾐｶﾀ又は表記を変更しないとの条件で一般旅券発給申請書裏面の｢旅券
面の氏名表記｣欄に記入(非へボン式ローマ字氏名表記等申出書を使用することも可)させることにより,その
表音･表記を認めるものとする｡申請者が国字の音訓又は慣用による表音以外のヨミカタによる氏名をヘボン
式ローマ字で綴る場合は,官公庁記敏欄に｢省令5条1項ただし書き(ヘポン式)｣と記載する。
氏のﾖﾐｶﾀ及び表記については,上記の例外を認める場合,氏が公的制度であることにかんがみ,家族，
特に直系親族との表記の統一を図ることとし,そのうち,長音表記以外の表記については,さらに,その使用
実績を示す資料の提出を求めることとする。
名のﾖﾐｶﾀ及び表記については,当該綴りについて疎明資料の提出は要しない。
また,前回と同じ非ヘポン式表記の申出が行われた場合には:非へボン式表記の対象者であることを口頭
で確認した上で,前回旅券(失効旅券を含む｡)を疎明資料として認めて差し支えない｡この場合には, 「非へ
ボン式表記の対象者であることを確認し前回旅券を疎明資料とした｡」旨を官公庁記戦欄に必ず記入するこ
と。

(2)表音･表記の変更
過去に我が国旅券の発給を受けたことがある者が当該旅券上の氏名表記の変更を希望する場合,次のい
ずれかのときに限りこれを認めるものとする。
なお,諸外国の出入国管理において,過去の出入国履歴上の氏名の表記と異なること等により各種問題
が発生した場合,当該表記は,申請者の申出によったものであり,したがって,当該表記に係る説明責任は，
旅券名義人にある旨説明する。
(a)当該申請者の氏が,婚姻,離婚,養子縁組,離縁等の身分法上の形成的行為に伴って変更され,当該
事実が当該申請者の戸籍謄本又は抄本で確認できるとき。
(b)当該申請者の氏又は名が,裁判所の許可を得て変更され,当該事実が当該申請者の戸籍謄本又は抄
本で確認できるとき。
(c)過去に旅券の発給を受けたことがある者が前記(a)又は(b)以外の理由により旅券の表記の変更を希
望する場合にあっては,その必要性を認める合理的な理由が示されることを前提に,当該申請者が,従
前と異なる氏名の表記をもって社会生活を行っている実態があること,当該旅券の発給日が平成20年1

(3)表記の例外(別名併記）
別名併記とは,前記(1)又は(2)の対象とならない者で,同人の渡航の便宜から必要と判断される場合に
限って例外的に翻められる表記であり,この場合には戸籍に記載されている氏名表記の後に括弧書きで当該
姓又は名を併記する方法をとる。
（イ)次に該当する場合は,別名併記を認める。
(a)国際結婚,国際養子縁組若しくは二重国籍等の身分上の理由により戸籍に記戦されている氏名以外の
表記を希望する場合(綴りを確認する疎明資料を求めること）
(b)その他身分上の理由ではないが,別名併記を特に希望する場合には,それを必要とする事情説明書の
提出のほか,綴りが確認できる書類の提示を求めるものとする。
（ロ)別名併記を行う場合は,申請(請求)者に一般旅券発給申請書裏面の｢旅券面の氏名表記｣欄に記入さ
せる(｢非へボン式ローマ字氏名表記等申出書｣を提出させることも可｡)。
（ハ)申請(請求)書区分欄｢入力あり｣及び｢裏面あり｣(旧様式使用時は｢別紙あり｣)にゾ印を付け,併せて
外務省コード欄『10別名併記｣の数字rlO｣をo印で囲む。
（二)申講書裏面官公庁記載欄(請求書裏面外務省記載欄>の『別名併記｣にゾ印を付け,その綴り,疎明資
料名及び対象となる理由を記入する。

(4)注意事項
（イ)別名及び非ヘポン式ローマ字で使用できる文字等は,アルファベット26文字(A～Z)及び記号4種類(コ
ンマ(,),ハイフン(一)，アポストロフィー(， ）及びスラッシュ(／))である。
（ロ)旅券面に記戦できる文字数は,姓及び名各々31文字以内(上記記号,別名(括弧を含む)及びスペース
を含む｡)で,かつ,合計して37文字以内(別名(括弧を含む)を除く｡)である。
（ハ)別名併記は,あくまでも便宜的な暫定措置であることから,訂正申請書〈11号様式)を使用して別名の追
記を行う場合には申請書裏面の,今後旅券面の綴りを変更しない旨の誓約をさせる必要はない｡(当該部
分を二重線で消すことも可｡）

－1－



｡

一

旅券記載例7(別名併記,非へボン）
［身分事項記載頁(新規発行の場合)］

★日本国★ JAPAN

旅券
PASSPORT

m/1ype 諦国/Issuingcountry 勝鶴/PassportNo.
P JPN MN9000000

M/Surname
GAIMU(JONES)
3/Givenname
FELiXTARO

"/Nationality 蕊朋/Dateofbirth
JAPAN 17DEC1995

"/Sex *M/RegisteredDomicle
M KANAGAWA

新朔B/DateofIssue 瀦人目釘Signatureofbearer
09JAN2002

袖鯛訂日/Dateofexpiry
09JAN2012

釿訪/Authority
CONSULATE-GENERALOFJAPAN

ATLONDON

[追記頁(発給を受けた後訂正申請による場合)］

追 記

AMENDMENTSANDENDORSEMENTS

(注)通常の戸籍の変更に基づく訂正方法による｡冊子第3頁の所定の位置(渡航先頁最下部)に｢SEEPAGE…」
のゴム印を押し‘頁番号を記入すること。

－2－

THISPASSPORTISAMENDEDTO

CHANGEBEARER,SNAMETOREAD.

(REGISTERDDOMICILE)

グー､

SURNAME:GAIMI

GWENNAME:SH

REGISTEREDDO|

鰐NESハ
MICILE:KM WAGAWA

AMENDMENTEFF國工EDONPERSONALDATAPAGE

25JUL2006 EMBASSYOFJAPAN

INSAUDIARABIA



｡

(別添様式1）

非へボン式ローマ字氏名表記等申出書

太枠内へ黒ｲﾝｸまたは願ボールペンでご記入ください。

※記号(､．～など)や､数字〈ⅡⅢなど>等は寵載できない｡但し､別名併記の（ ）は龍戦可．

、

－3－

受理年月日 受理番号 旅券番号

oら．03，20 060000" TEoO3さワゲ必

申し出の区分

ロ非へボン画別名併記p長い姓名

受理官庁[都道府県名／在外公館名］

"pyFゾ総領争舘

この申し出をする理由は→ロ父親･母競が外国人 ロ外国人との鯖姻 口外国鰭からの婦化

画二五国妬 ロ外国人との養子縁組 □長い姓名

□その他（ ）のためです。

上記の関係者の国絃は〔国名 －－塁』乳-－－ ]です●

申鮪者の戸雑上の姓（邦文で紀入）

申鯖者の戸鮪上の名（邦文で記入）

三竺一鑿_参一一一-一一一
型ニーヱニ上丈－－－－－－－－－

ﾍボﾝ式ローマ字
晦入■
<基い氏名の方は
本■のみ配入してく
侭さい）

姓
一
名

回回回圃回□□□□□□ロロロロロロロロロ
nnnnnnnnnn口

四回区
ロロ□

S I1A

I~III｢1
コロロに
□□口亡

I I 11 I

旅
券
面
の
配
敏
菌
所

､濃記を希望する氏名の復り
表記の区分 ロ非へボン 国別名併記

活字体大文字のローマ字ではっきり妃入してください。

(姓） 囮図画圃回□□ロロロロ□□□ロロロロロロ
、n口ロロロ□nET]ロ展大31字まで(別名を含む）
(名）回図画回回四囲回国回回囚□□□□□□□□
ロロ□□□□□ロロロロ丑大3'字まで(別名を含む〉
注:旅券面への表配可能な字数は姓･名･スペース合わせて37字(別名併記を除く>までです、

外 務 大 臣 殿 平成砂年3月必0日

在ロゾドゾ 大使､趣勇殿
旅券面の氏名を上記の表配として頂きたく､申し出ます。

申鯖者暑名 __全上盗_ヱー型二一
､官公庁肥戴棚 ロ外国飾券 ロ国鮪鉦明香

国出生歴明書口外国人登録鉦

ロ婚姻雁明書ロその他（
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8.電動タイプライタの使用方法(IC旅券冊子,貼付型(緊急)旅券冊子）

次頁以下4頁不開示－1－



8

電動タイプライターのフォーマット (FMT)設定方法

（平成28年4月改定）

’

次頁不開示



0

9

10.都道府県名へボン式ローマ字綴り表

、

▼

－1－

北海道 HOKKAIDO

青森 AOMORI

岩手 MATE

宮城 MIYAGI

秋田 AKITA

山形 YAMAGATA

福島 FUKUSHIMA

茨城 IBARAKI

栃木 TOCHIGI

群馬 GUMMA

埼玉 SAITAMA

干葉 CHIBA

東京 TOKYO

神奈川 KANAGAWA

新潟 NIIGATA

富山 TOYAMA

石川 ISHIKAWA

福井 FUKUI

山梨 YAMANASHI

長野 NAGANO

岐阜 GIFU

静岡 SHIZUOKA

愛知 AICHI

三霞 MIE

滋賀 SHIGA

京都 KYOTO

大阪 OSAKA

兵庫 HYOGO

奈良 NARA

和歌山 WAKAYAMA

鳥取 TOTTORI

島根 SHIMANE

岡山 OKAYAMA

広島 HIROSHIMA

山口 YAMAGUCHI

徳島 TOKUSHIMA

香川 KAGAWA

愛媛 EHIME

高知 KOCHI

福岡 FUKUOKA

佐賀 SAGA

長崎 I NAGASAKI

熊本 KUMAMOTO

大分 OITA

宮崎 MIYAZAKI

鹿児島 KAGOSHIMA

沖縄 OKINAWA
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11．査証欄増補の仕方(IC旅券）

次頁不開示

－62－
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12．在外公館コード表

屯 、ー
Q

やb－今Gの－

5印
℃
Ｏ
別
別
副
副
鄙
鄙
那

J卜JA卜￥

』丁匡毎厘

NAUSIHALIA

MLOF,糾剛NWSYDNEY

MLOFG糾剛NWPERTff

MLOF､船剛ⅣWBRﾉSa4NE

MLOF,於剛NWMELBO(胴ノ

NCOOK

NSAMOA

NSOLOMONISLANDS

NTONGA

NN日〃Z巳へLAND

MI_OF,隅隅ⅣWAUCKLAM

NVANUATU
RnpAD1 IAME1ハj症l lIMEA

９
６
６
６
６
６
６
６
【
。
【
○
６
６
〔
、

1

在外公罷茗－
｜
1 ’

在外公館名英訳 請求元
コー ド

(アジア地域）
インド大

P ● p ‐ ■ ●

コルカタ灘

チ菫ンナイ綴

ベンカルール鍔

ムンバグ籍

インドネシア大

スラバらf蝋

デー〃fサーヲル蒜

メダン縁

カンボジア大

シンガポール大

スリランカ大

タイ大

チエンマイ繕

大韓民国大

》
》

中華人民共和国大

搾
彰
《
》
糊
》
ネパール大

パキスタン大

カラチ獄

バングラデシュ大

東ティモール大

フィリピン大

タン”瀞

ブルネイ大

ベトナム大

ホーチミン総

マレーシア大

ペナ勇総

ミャンマー大

モルディブ大

モンゴル大

ラオス大

〆●

EMBAS
● ｡ ｡ ｡

SYOFJAPANININDIA

CONS(几A7BGE陥剛LOF,糾剛ⅣW

CONSULA7程とGENEMLOF,於剛NIN

CONSULA7BGE陥剛LOF､糾剛ⅣW

CONSULA7FGE…LOF,於剛NW

EMBASSYOFJAPANININDONESIA

CONS(IA7BGE肥剛LOR糾剛NW

CONSULA7BGE陥剛LOF,於剛ⅣW

CONS(IA7EGE陥剛LO涙､脇剛NW

EMBASSYOFJAPANINCAMBODIA

EMBASSYOFJAPANINSINGAPORE

EMBASSYOFJAMNINSRILANKA

EMBASSYOFJAPANINTHAILAND

CONS(IA7涯亀GE陥剛LOF､肌剛ⅣW

EMBASSYOFJAPANINTHEREPUBLIC

CONSUI_A7ELGEIRALOF,隅剛NW

CONSULA7石-GEfRALO戸‘船剛ⅣW

EMBASSYOFJAPANINTHEPEOPLE'S

CONSULA7だとGEWALOF,糾剛ⅣW

CONSULA7涯出GE陥剛LOF,船剛NW

CONSULA7EGENEMLOF,帆剛NW

CONSULA7FG雛剛LOF,隅隅ⅣW

CONS【几A7ELGEfRALOF､於剛NW

CONSULA7EGEMRALOF,隅剛NW

日日日臥日日日

脚・脚脚剛脚脚脚

川川川唖州岬Ⅷ
伽伽伽肥ＯＯＯ

ＣＣＣ肥ＣＣＣ

BASSYOFJA

SSYOFJAPAN

SSYOFJAPAN

醒雁雁擢店鵬

川川川伽川川

鵬鵬鵬肥肥鵬
ＯＯｏＯＯＯ

ＣＣＣＣＣＣ
OF,於剛NW

○隅隅剛NW

O涙､脇剛NW

NW

OF,糾剛ⅣW

OF,船剛NW

OF,隅隅ⅣⅣ

SURA

狐
Ｉ
服
榊
姻
ｊ
恥
洲
Ⅳ

岬
覗
唖
僻

．
Ｍ畑
Ｃ
Ｂ

船
側
Ｕ

州
俳
卿
BUSAN

U

州
臥

ノ

REPUBLICOFCHINA

G(脇ⅣGZHOU

S卜船NGﾉ仙ノ

EMBASSYOFJAPANINNEPAL

EMBASSYOFJAPANINMKISTAN

Ｇ
Ｇ
鵬

Ｗ
Ｎ
Ｏ
ｏ

伽
Ⅷ
朋
馴

伽
銅
棚
剛

QWG

CONSULA7EGENERALOF州剛NWﾉ仏RACM

EMBASSYOFJAPANINBANGLADESH

EMBASSYOFJAPANINTIMOR-LESTE

EMBASSYOFJAMNINTHEPHILIPPINES

CONSULA7彊鳥GE陥剛LOF,糾剛ⅣwDAMO

EMBASSYOFJAPANINBRUNEI

EMBASSYOFJAPANINVIETNAM

･CONSULA7ELGEWLOF,於剛ⅣWHOCHIMMf

EMBASSYOFJAPANINMALAYSIA

CONSM.A7EGE陥剛LOF,糾剛Ⅳ川距MNG

Ｒ
鴎
Ａ
Ｖ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
帆
乢
Ｍ
Ｍ
Ｎ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
肌
剛
Ａ
Ａ
Ｊ
Ｊ
Ｆ
Ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｙ
Ｙ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
臥
臥
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｅ
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● も
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｡●
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アルゼンチン大

ウルグアイ大

エクアドル大

エルサルバドル大

キューバ大

グアテマラ大

コスタリカ大

コロンビア大

ジャマイカ大

チリ大

ドミニカ共和国大

トリニダード・トバゴ大

ニカラグア大

ハイチ大

パナマ大

パラグアイ大

バルバドス大

ブラジル大

クグデノ鰐

サンパウロ鎧 ，

マナウス識

グオデジャポケ口織

レシフエ殿

ベネズエラ大

ベリーズ兼勤駐在官事務所
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【平成31年1月1日適用】

(欧州地域）
アイスランド大

アイルランド大

アゼルバイジャン大

アルバニア大

アルメニア大

イタリア大

ミラノ縁

ウクライナ大

ウズペキスタン大

英国大

エデヶュ〃fﾗ総

エストニア大

オーストリア大

オランダ大

カザフスタン大

ギリシャ大

キプロス大

キルギス大

クロアチア大

コソボ大

ジョージア大

スイス大

スウェーデン大

スペイン大

ノ伽,セロプ瀞

スロバキア大

スロペニア大

セルピア大

タジキスタン大

チェコ大

デンマーク大

ドイツ大

気ユツセルノ卯,フ繕

ハンズルク総

フランクフルト繕

ミュンヘン鍔

トルクメニスタン大

ノルウェー大

バチカン大

ハンガリー大

フィンランド大

フランス大

ストラスブール繕

マルセグユ総

ブルガリア大

ベラルーシ大

ベルギー大

ポーランド大

ポスニア・ヘルツェゴビナ大

ポルトガル大

マケドニア旧ユーゴスラビ

ア共和国大

モルドバ大

ラトビア大

リトアニア大

ルーマニア大

ルクセンブルク大

ロシア大

ハバロフスク総

サンクトペテルかク澱

ウラジオストク籍

EMBASSYOFJAMNINICELAND

EMBASSYOFJAPANINIRELAND

EMBASSYOFJAPANINAZERBAIJAN

EMBASSYOFJAPANINALBANIA

EMBASSYOFJAPANINARMENIA

EMBASSYOFJAPANINITALY

CONSULA7EsGE陥剛LOF仙剛ⅣWMLAN

EMBASSYOF･JAPANINUKRAINE

EMBASSYOFJAPANINUZBEKISTAN

EMBASSYOFJAPANINTHEUNITEDKINGDOM

CONSULATBGEIRALOF州剛ⅣWEDﾉNBURGH

EMBASSYOFJAPANINESTONIA

EMBASSYOFJAPANINAUSTRIA

EMBASSYOFJAPANINTHENETHERLANDS

EMBASSYOFJAPANINMZAKHSTAN

EMBASSYOFJAPANINGREECE

EMBASSYOFJAPANINCYPRUS

EMBASSYOFJAPANINKYRGYZREPUBLIC

EMBASSYOFJAPANINCROATIA

EMBASSYOFJAPANINKOSOVO

EMBASSYOFJAPANINGEORGIA

EMBASSYOFJAPANINSWI1ZERLAND

EMBASSYOFJAPANINSWEDEN

EMBASSYOFJAPANINSPAIN

CONSMA7FGEWALOF,於剛NWBARCELOM

EMBASSYOFJAPANINSLOMKIA

EMBASSYOFJAPANINSLOVENIA

EMBASSYOFJAPANINSERBIA

EMBASSYOFJAPANINTAJIKISTAN

EMBASSYOFJAPANINTHECZECHREPUBLIC

EMBASSYOFJAPANINDENMARK

EMBASSYOFJAPANINGERMANY
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EMBASSYOFJAPANINTURKMENISTAN

EMBASSYOFJAPANINNORM

EMBASSYOFJAPANINMI~ICAN

EMBASSYOFJAPANINHUNGARY

EMBASSYOFJAPANINFINLAND
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CONSULATEGENERALOF,隅剛NWMARSEILLE

EMBASSYOFJAPANINBULGARIA
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EMBASSYOFJAPANINPOLAND
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EMBASSYOFJAPANINPORTUGAL

EMBASSYOFJAPANINFORMERYUGOSLAVREPUBLICOF

MACEDONIA

EMBASSYOFJAPANINMOLDM
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(中東地域）
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アフガニスタン大

アラブ首長国連邦大

戸ﾝfY繕

イエメン大

イスラエル大

イラク大

イラン大（注）

オマーン大

カタール大

クウェート大

サウジアラビア大

ジッタ瀞

シリア大

トルコ大

ゲスタンブ堂ル繕

バーレーン大

ヨルダン大

レバノン大
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(注）官職名に記載する場合, EMBASSYOFJAMNINTHE
ISLAMICREPUBLICOFIRAN

EMBASSYOFJAPANINOMAN

EMBASSYOFJAPANINQAIRR

EMBASSYOFJAPANINKUWAIT

EMBASSYOFJAPANINSAUDIARABIA
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(注）イランに赴任する又は派遣される外交・公用旅券所持者の官職名を記載する場合には「THEISLAMIC

REPUBLICOFIRAN」を用い，渡航先国名及び発行官庁名には「IRAN」を用いる。 （平成21年6月16日付

電報領旅第71437号「旅券事務（官職記載欄のイランの国名表記変更)」参照｡）
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(国際機関代表部）
東南アジア諸国連合日本政

府代表部(ASEAN代）

国際連合日本政府代表部(国

連代）

国際民間航空機関日本政府

代表部(ICAO代）

在ウィーン国際機関日本政

府代表部（ウィーン代）

在ジュネーブ国際機関日本

政府代表部（寿府代）

軍縮会議日本政府代表部(軍

縮代）

経済協力開発機構日本政府

代表部(OECD代〉

国際連合教育科学文化機関

日本政府代表部（ユネスコ

代）

欧州連合日本政府代表部(EU

代）

北大西洋条約機構日本政府

代表部(MTO代）

アフリカ連合日本政府代表

部（川代） ’
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MISSIONOFJAPANTOTHEASSOCIATIONOFSOUTHEAST
ASIANNATIONS

PERMANENTMISSIONOFJAMNTOTHEUNITEDNATIONS

DELEGATIONOFJAPANTOTHEINTERNATIONALCML

州IATIONORGANIZATION

PERMANENTMISSIONOFJAMNTOTHEINTERNATIONAL

ORGANIZATIONSINVIENNA

PERMANENTMISSIONOFJAMNTOTHEINTERNATIONAL

ORGANIZATIONSINGENEVA

DELEGATIONOFJAPANTOTHECONFERENCEON

DISARMAMENT

PERMANENTDELEGATIONOFJAMNTOOECD

PERMANENTDELEGATIONOFJAPANTOTHEUNITED

NATIONSEDUCATIONAL,SCIENTIFICANDCUL:TURAL
ORGANIZATION

MISSIONOFJAPANTOTHEEUROP巳へNUNION

MISSIONOFJAPANTOTHENORTHATLANTICTREATY

ORGANISATION

MISSIONOFJAPANTOTHEAFRICANUNION

父
）
負
）

《
。
《
。
″
″
″
″
″
″
″
″

（
。
Ｑ
〕

I

ｃ
ｃ
Ｃ
Ｃ
ｃ
ｃ
Ｃ
Ｚ
Ｃ
ｚ
Ｃ

７
１
２
１
６
０
５
５
１
１
１

０
０
０
０
１
９
０
０
２
２
１

６
３
３
５
５
５
５
５
５
５
７
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在外公館職員官職一覧表

（1）在外公館職員官職（大使館、国際機関代表部）

ｊ
ｊ

公
△

１
２
注
注
ぐ
く

＊印は「12．在外公館コード表」参照。
（1）の臨時代理大使以下、 （2）及び（3）については官職の後に在外公館名を入れること｡

-l-

官（役）職 宮 （役） 職英訳 請求元
コー ド
部局
コー 朕
官職
コー ド

特命全】窪
ー

ノ く ‘壷 AⅣ
『
『
】IASSADORE>KT 1AORnTWARYANDPLENIPOTENTIARYTO 宝一名又 亘際｣幾匪名 ＊＊＊ ＊＊＊ 001

臨時代 弓 里
■■■

ノ 盾 ‘吏 CF AKGED'AIWA βBAU 1N I ｣ hロ ＊＊＊ ＊＊＊ 002

大 吏館事I姿代理 C膿 .ARGEDESAFF
ロ■■■■

A R頂Rnl
ｑ
１

『
司
望 しり L b▼』■』 ﾖASSADE , ＊＊＊ ＊＊＊ 003

特葡『全』程公 1
』
Ｆ
尾
夕

一

可
一 B心 VUYEX.l'KAUK

1

4 NAKYAN JM 5~‘ b q

■
戸 KPLEN【tJU BN.11AKY. ＊＊＊ ＊＊＊ 004

臨鵬 F 代理公 1
Ｌ
ｒ
庵
ノ

一

可
一 CI [ARGEDIA 叩AI SADm ERIM_ ＊＊＊ ＊＊＊ 0O5

公使館事務代理 C1 1 ノLRGEDESAFFAI RESDELALEC ATION_ ＊＊＊ ＊＊＊ 006

大 使 A y
Ｍ
ｂ

『
国
】ASSADOR ＊＊＊ ＊＊＊ 011

公 使 M 1 ］ 、 1s、.EK‐ ＊＊＊ ＊＊＊ 012

参 事 官 C( UNSRT,LOR_ . ＊＊＊ ＊＊＊ 013
一 等書記官 F RSTSFCRFTARY_ ＊＊＊ ＊＊＊ 014

二等書記宮 RF FnWn具頂F回頂TARV ＊＊＊ ＊＊＊ 015

三等書記官 Tt IRn〕葛R【ヨRR虚【.A RY. ＊＊＊ ＊＊＊ 016

タ 交 官 椿 A.11AC ■ｂ ユー P ＊＊＊ ＊＊＊ 017
一

、 二， 壹等蕊、李宅一 茅官 ATTAC
叩
凸

一
■
戸
『
『

。■ ＊＊＊ ＊＊＊ 018
一

埋畢
ヨ
コ A邑邑lご･1.AN,1．A.l~lACHE‐ ＊＊＊ ＊＊＊ 019

ー ， 二、 三等電イ言官 ATTACHE_ ＊＊＊ ＊＊＊ 020

副 電 信 官 ASSISTANTAT CH
■
■
■ 凸一 。 ＊＊＊ ＊＊＊ 021

参事官号庵医務官 COUNSEILI DF(ANDWEDICA JATTAC
門
・
比

弓

二

『
当 ＊＊＊ ＊＊＊ 031

一等書記官兼庚務官 F1 RSTS]3CRE FARYANDMEDI{DALAT
存

､ACHE ＊＊＊ ＊＊＊ 032
一鐘堂言.官慈犀稚官

霧儘雲
Lし SE ：

【
】 I WDSECREIM RYANDMEDIIgALノ LTTACHE. ＊＊＊ ＊＊＊ 033

ﾄ雰蕃亜 ．－ ■■■■■■ ＝］■一Ⅱ■ー＝

ワ戸 、
■
■

琴＝日刀Kl幻1詞詞圭･I園 皇官ー
■■■■■

丘吋

一

『

C( ）

F1R
■■■■■■

R|
一

SS

一旬

TIT

'SELLORAN

SECRETARYYSECRETARYY

)DEFENSEAT

ANDDEFENS】EANDDEFENS】

rACHE

ATTACHE_ヨA9 9TACHE_

＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

041

042042一等晉司』･目兼肋彌
軍医壬弘

一一

一
一

Z
‐r
Q g1ECONDsEcRETAKRYANDDEFmWSEATTACHE_ ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊ 043

。
■

ノ

一韓蕃言甘巳~浦l明稲 別廼_ﾛ-℃三

寺 派天 f
今

『
つ
申
』

一二
一一ーーマー－－－ー－ ー

AⅣBASSADOROFIsPMIALMISSION ＊＊＊ ＊＊＊ 051
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（2）在外公館職員官職（(総）領事館）

（3）在外公館関係職員等（公用旅券） （※専門調査員及び派遣員については，一部外交旅券を発給する場合がある｡）

－2－

I

官（役）職 官 （役） 職英訳 請求元
CODE

部局
CODE

官職
CODE

総 領 ： 串
Ｄ
Ｃ CONS'

「 q

四L-G 日 NFRAT. ＊＊＊ ＊＊＊ 101

総罷 喜代 ； 基 ACT」 ト GC()NS 里 L-G
マ
ヰ
ジ 、
『
『
望 1 ゴー ＊＊＊ ＊＊＊ 102

総領弓 季
●
● 館事弱 ； 1

０
Ｆ
⑤

6群 GERA' Wf ､DUCONSULATGE b ▽1 3RAL. ＊＊＊ ＊＊＊ 103

領 事 CONS1 Ｐ
４ ご凸 ＊＊＊ ＊＊＊ 111

領
ｄ
ｑ雲 代 理 AC.11NUCONS' 』L_ ＊＊＊ ＊＊＊ 112

領事館事務代理 GERANTDUCONSULATGENERAL. ＊＊＊ ＊＊＊ 113

副 領 事 V iCECONSUL_ ＊＊＊ ＊＊＊ 114
一

令

一 一一

一●

我
弓

一
一
一 ;理事

』
全

＝
■■■

一 V 'CE-CONSUL ＊＊＊ ＊＊＊ 115

畠I 理 暑
D

J
凸

＝

＝ A| Ss1葛'八NⅡ、A'1~'八CHE． ＊＊＊ ＊＊＊ 117

催 事 乍 記．
■
且
。 f
恥
心
３
Ｊ V.CBCONSUL_ ＊＊＊ ＊＊＊ 118

官（役）職 官 （役） 職英訳 請求う回

CODE

部局
CODE
官職
CODE

専 調査 二 （公 君旅券） R頂§ EAKC. HRノAI】VI馬Hl 1
リ

L＝ ＊＊＊ ＊＊＊ 121

専 調査 ヨ （タト父脈罧‘ A.1~| AC 1E‐ ＊＊＊ ＊＊＊ XXX

派遣 ヨ （公月 旅券） M 日 WBI ;KOF P 卜IAD ⅦlNlS？ ’､KA1、 UESlAlWOr. "l、 。．
ロ
可
二 ＊＊＊ ＊＊＊ 122

派遣 ’ 劃 （グト戎 ↓脈雰』 A 西亘ACJEOF/L 、MmSTRA9rIVEAFFAmS_ ＊＊＊ ＊＊＊ 123

日本人学校教 三 EX' RACHANCFIJ.OR_ ＊＊＊ ＊＊＊ 151

そ の 他 ＊＊＊ ＊＊＊ XXX
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14.続柄コード表

続柄．－ド表

(例）
○在インド日本国大使館公使
MINISTER,EMBASSYOFJAPANININDIA
361-606A-O12-O

○在ジッダ日本国総領事館領事O△の息子
SONOFMR.△0,CONSUL,CONSUIATE=GENERALOFJAPANATJEDDAH
366-708D-111-3

O独立行政法人国際協力機構専門家×□の娘
DAUGHTEROFMR.□×,EXPERT,JICA
370-O650-010-4

O農林水産技官
TECHNICALOFFICIAL,MINISTRYOFAGRICUETURE,FORESTRYANDFISHERIES
550-5010-020-0

、

－1－ '

続
■
ｊ
● § 続 柄 § § 文 コード

本 人

、
子

妻
夫
娘

息

家事補助者
料 理 人
公設秘書(議員）
私設秘書.(議員）
そ の 他

WIFEOFMR.Ox ？ 官職
HUSBANDOFMRS.○×，官職
SONOFMR.(MISS/MRS.)○× 9 官職
DAUGHTEROFMR.(MISS/MRS.)○× 、 官職
DOMESTICHELPOFMR.(MISS/MRS.)○×，官職
COOKOFMR.(MISS/MRS.)○×，官職
SECRETARYTOMR(MISS/MRS.)○×，官職
PRIVATESECRETARYTOMR(MISS/MRS.)○×，官職

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
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付属資料4
[令和元年12月改訂］

国名等コード表

国 （地域 ・

（ア）

アイスランF

アイルランド

アゼルバイジャン

アフガニスタン

アメリカ合衆国（米国）

アラブ首長国連邦(UAE)
アルジェリア

ァルゼンチン

ァルバニア

ァルメニア

ァンゴラ

ァンティグァ・バーブーダ

地） 名 コード番号

ICELAND

IRELAND

AZERBAIJAN

AFGHANISTAN

UNITEDSTATESOFAMERICA

UNITEDARABEMIRATES

ALGERIA

ARGENTINA

ALBANIA

ARMENIA

ANGOLA

ANTIGUAANDBARBUDA

319

313

515

417

200

423

429

211

507

514

467

240

324アンドラ ANDORRA

（イ）

イエメン

イスラエル

イタリア

イラク

イラン

インド

インドネシア

YEMEN

ISRAEL

ITALY

IRAQ

IRAN

INDIA

INDONESIA

425

448

303

401

400

012

005

（ウ）

ウガンダ

ウクライナ

ウズベキスタン

ゥルグアイ

UGANDA

UKRAINE

UZBEKISTAN

URUGUAY

412

511

517

218

（エ）

英国

エクアドル

エジプト

エストニア ・

エスワティニ

エチオピア

エリトリア

エルサルパドル

UNITEDKINGDOM

ECUADOR

EGYPT

ESTONIA

ESWATINI

ETHIOPIA

ERITREA

ELSALVADOR

300

214

407

508

478

410

481

205

（オ）

オーストラリア

オーストリア

オマーン

オランダ

、

AUSTRALIA

AUSTRIA

OMAN

NETHERLANDS

100

305

424

307

（力）

ガーナ

カーボベルデ

GHAM

CABOVERDE

414

456



ガイアナ

カザフスタン

カタール

カナダ

ガボン

カメルーン

ガンビア

カンボジァ

GUYAM

KAZAKHSTAN

QATAR

CANADA

GABON

CAMEROON

THEGAMBIA

CAMBODIA

256

516

422

201

442

441

458

007

（キ）

北朝鮮

北マリアナ諸島

ギニア

ギニアピサウ

キューバ

キプロス

ギリシャ

キリバス

キルギス

DEMOCRATICPEOPLE'SREPUBLICOFKOREA 603

123

435

459

209

418

316

121

519

NORTHERNMARIAMLSLANDS

GUINEA

GUINEA-BISSAU

CUBA

CYPRUS

GREECE

KIRIBATI

KYRGYZREPUBLIC

（ク）

グアテマラ

クック

クウェート

グレナダ

クロアチア

GUATEMALA

COOK

KUwAIT

GRENADA

CROATIA

203

138

406

251

327

（ケ）

ケニア KENYA 411

（．）

コスタリカ

コソボ

コートジボワール

コモロ

コロンビア

コンゴ共和国

コンゴ民主共和国

COSTARICA

KOSOVO

COTED'IVOIRE

COMOROS

COLOMBIA

REPUBLICOFCONGO

DEMOCRATICREPUBLICOFTHECONGO

207

332

438

462

213

480

445

（サ）

サウジアラビア

サモア

サンマリノ

サントメ・プリ

ザンピア

SAUDIARABIA

SAMOA

SANMARINO

SAOTOMEANDPRINCIPE

ZAMBIA

405

146

322

463

474

ンシヅく

（シ）

シエラレオネ

ジブチ

ジャマイカ

ジョージア

シリア

シンガポール

ジンバブエ

SIERRALEONE

DJIBOUTI

JAMAICA

GEORGIA

SYRIA

SINGAPORE

ZIMBABWE

436

469

221

521

403

023

473

(ス）



スーダン

スイス

スウェーデン

スペイン

スリランカ

スリナム

スロバキア

スロベニア

SUDAN

SwITZERLAND

SWEDEN

SPAIN

SRILANKA

SURINAME

SLOVAKIA

SLOVENIA

408

304

310

314

011

257

506

328

（セ）

赤道ギニア
セーシェノレ

セネガル

セルビア

セントビンセント

セントクリストファ

セントルシア

EQUATORIALGUINEA

SEYCHELLES

SENEGAL

SERBIA

SAINT VINCENT

SAINTCHRISTOPHERANDNEVIS

SAINTLUCIA

460

461

431

317

249

237

248

､．－．ネーピス

（ソ）
ソマリア

ソロモン

SOMALIA

SOLOMON

446

107

（夕）

タイ

大韓民国

台湾

タジキスタン

タンザニア

THAILAND

REPUBLICOFKOREA

TAIWAM

TAJIKISTAN

TANZANIA

008

000

001

520

413

（チ）

中央アフリカ

中華人民共和国（中国）

チェコ

チャド

チュニジア

チリ

CENTRALAFRICA

PEOPLE'SREPUBLICOFCHINA

CZECHREPUBLIC

CHAD

TUNISIA

CHILE

444

600

502

443

428

216

（ツ）
ツバル TUVALU 127

（テ）

デンマーク DENMARK 311

（ト） 〃
トーゴ

Fイツ

Fミニカ

ドミニカ共和国

トリニダード・ トバゴ

トルクメニスタン

トルコ

トンガ

TOGO

GERMANY

DOMINICA

DOMINICANREPUBLIC

TRINIDADANDTOBAGO

TURKMENISTAN

TURKEY

TONGA

439

301

245

259

222

518

402

140

ー

（ナ）

ナイジェリア NIGERIA 415



｡

ナウル

ナミビア

NAURU

MMIBIA

120

468

（二）

ニウエ

ニカラグア

ニジェール

ニューカレドニア

ニュージーランド

NIUE

NICARAGUA

NIGER

NEWCALEDONIA

NEWZEALAND

147

206

434

110

101

（ネ）

ネパール NEPAL 015

（ノ）

ノルウェー 309NORWAY

（ハ）

バーミューダ

ハイチ・

パキスタン

バチカン

パナマ

バヌアツ

バノ､･マ

バーレーン

パプアニューギニア

パラオ

パラグアィ

バルバドス

ハンガリー

バングラデシュ

BERMUDA

HAITI

PAKISTAN

VATICAN

PANAMA

VANUATU

THEBAHAMAS

BAHRAIN

PAPUANEWG

PALAU

PARAGUAY

BARBADOS

HUNGARY

BANGLADESH

G

226

220

013

321

208

116

227

421

102

148

223

252

503

024

UINEA

（上）

東ティモール TIMOR-LESTE 017

（フ）

ブータン

フィジー

フィリピン

フィンランド

ブラジル

フランス

ブルガリア

ブルキナファソ
ブルネイ

ブルンジ

BⅢT州

FIJI

PHILIPPINES

FINLAND

BRAZIL

駅ANCE

BULGARIA

BURKINAFASO

BRUNEI

BURUNDI

018

108

004

312

210

302

505

433

016

450

（へ）

ベトナム

ベナン

ベネズエラ

ベラルーシ

ベリーズ

ペルー

ベルギー

VIETNAM

BENIN

VENEZUELA

BELARUS

BELIZE

PERU

BELGIUM

602

440

212

512

224

215

306



③

（ホ）

ポーランド

ボスニア・ヘルツェゴビナ

ボツワナ

ボリビア

ポルトガル

香港

ホンジュラス

POLAND

BOSNIAANDHERZEGOVINA

BOTSWANA

BOLIVIA

PORTUGAL

HONGKONG

HONDURAS

501

330

475

217

315

002

204

（マ）

マーシヤル

マカオ

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

MARSHALL

MACAO

FORMERYUGOSLAVREPUBLICOF

125

003

329

447

451

432

326

009

MACEDONIA

マダガスカル

マラウイ

マリ 、

マルタ

マレーシア

MADAGASCAR

MALAWI

MALI

MALTA

MALAYSIA

（ミ）

南アフリカ共和国

南スーダン ，

ミクロネシア

ミャンマー

REPUBLICOF

SOUTHSUDAN

MICRONESIA

MYAMAR

SOUTHAFRICA 416

482

124

010

（メ）

メキシコ MEXICO 202

（モ）

モーリシャス

モーリタニア

モザンビーク

モナコ

モルディブ

モルドバ

モロツコ

モンゴル

モンテネグロ

MAURITIUS

MAURITANIA

MOZAMBIQUE

MoNACO

MALDIVES

MOLDOVA

MOROCCO

MONGOLIA

MONTENEGRO

471

430

470

320

020

513

409

601

331

（ヨ）

ヨルダン JORDAN 419

（ラ）

ラオス

ラトビア

LAOS

LATVIA

014

509

（リ）

リトアニア

リビア

リヒテンシュタイン

リベリア

LITMANIA

LIBYA

LIECHTENSTEIN

LIBERIA

510

427

318

437

（ル）
ノレーマニア

ルクセンブルク

ルワンダ

ROMANIA

LUXEMBOURG

RWANDA

504

308

449



③

q

（し）

レソト

レバノン

476

404

LESOTHO

I.FRANON

（ロ）

ロシア 500RUSSIA

（その他)

その他必要諸国 701NECESSARYCOWTRIESENROUTE

I
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取扱注意

公用旅券発給基準（内規）

次頁以下2頁不開示
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公用旅券請求事務の手引き（省内旅券請求事務担当者向資料）

･外交旅券発給請求手続については人事課HP赴任帰朝狂公至睦菱里誼丞壬鐘を参照してください。

･公用旅券発給請求に関し，決裁により特別な定めがあるものについては，右に従い発給請求をしてく

ださい。

･公用旅券発給請求にはダウンロード請求書を使用します。ダウンロード請求書の使用に際しては必ず

簡易マニュアルを参照してください。

I 公用旅券発給対象者

公用旅券は，国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し，又は渡航

後その所在地に呼び寄せる配偶者，子又は使用人に対して発給される旅券（旅券法第2条

第1号）で，国家公務員，国会議員，独立行政法人，国立大学法人の役員及び職員，その

他の者に対して発給されます。

公用旅券の具体的な発給対象となる者については公用旅券発給基準(取扱いにはご留意

願います｡）により定められています。

上記のうち，省内各課（室）が公用旅券発給請求手続を行う主な発給対象者（他省庁か

ら依頼を受けて発給請求手続を行う者を含む｡）は次のとおりです。

1 国家公務員

（1）外務公務員が国の用務により渡航する場合は外交旅券が発給されます｡ただし，

北朝

鮮へ渡航する場合は，渡航先限定の一往復用公用旅券を発給します。

（2）各課で採用されている有給の調査員，専門員等

独立行政法人，国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員及び職員

その他の圭塗発給対象者

（1）各省各庁に勤務する無給の調査員，研修員（外交実務研修員，行政実務研修員）

等

（2）各省各庁において出張を依頼した外部の有識者，国務大臣警護官等

（3）業務を委嘱した事業者から派遣される者等

２
３

Ⅱ公用旅券発給請求者

公用旅券の発給請求は，国内においては，渡航する者が所属する各省各庁の長が外務大

臣に行います。ただし，その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合は外務大臣が行い

ます（旅券法第2条第3号，同第4条)。

この場合において，公用旅券の発給等を請求する者が外務大臣であるときは，外務省員
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の名義をもって請求手続を行うことができることとなっています。外務省員や国家公務員

以外の者が公用旅券発給請求を行う場合は全て事務を主管する課（室）長（私印押印）が

請求者となります。

Ⅲ公用旅券発給請求窓口

公用旅券発給請求は，公用旅券発給請求書（公用旅券の名義人となる者の写真貼付。以

下同じ｡）に必要書類を添付して，領事局旅券課公用旅券班窓口に提出します。

また公用旅券斑窓口では，査証取得のため在京大使館宛の口上書作成に必要な「査証取

」の儀典官室への取り次ぎ（緊急に口上書の作成が必要な場得のための公文書発給依頼書

合や在京中国大使館宛のものは除く｡）も行っています。

1窓口受付時間

午前: 9 :00～12:30

午後： 13：30～17：45

2標準処理期間（旅券の交付日）

午前の受付分：請求から2日後の15:00以降（受付日，閉庁日は含まない｡）

午後の受付分：請求から3日後の15:00以降（受付日，閉庁日は含まない｡）

Ⅳ公用旅券発給請求手続

省内関係者に係る請求，各省各庁より依頼のあった請求いずれの場合でも，公用旅券発

給請求前に，旅券請求事務担当者において請求の内容及び請求書の記載事項の確認を徹底

してください。

また，下記に該当する者については，戸籍膳（抄）本の提出を不要とします｡

・ 国家公務員及びその同伴家族

・ 特定独立行政法人の役員及び職員

・ 国務大臣等の警護官

・ 日本国籍を有することを要件として採用又は業務委嘱されている者（当該要件を確

認することができる募集要項等の写しを提示願います｡）

・ 現に有効な公用旅券を返納して新たな公用旅券の発給を受けようとする者（戸籍の

記載事項に変更が生じていない場合｡）

・ 公用旅券の発給請求前6か月以内に戸籍謄（抄）本を提出の上，公用旅券の発給を

受けたことがある者（戸籍の記載事項に変更が生じていない場合｡）

・ 一般社団法人国際交流サービスとの雇用契約に基づき在外公館に派遣される専門調

査員，派遣員

1省内関係者

（1）公用旅券発給請求書を旅券課公用旅券斑（以下同じ｡）に提出してください。
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一往復用公用旅券の発給請求時は渡航日程表を添付してください。数次往復用公

用旅券の発給請求時は，請求書の2頁目の所定の欄に数次往復用公用旅券を必要と

する旨を記入してください。数次往復用公用旅券は原則として，渡航先包括記載

有効期間3年間を発給します。

3年間を越える数次往復用公用旅券の発給を希望ま曼揚金及び公用旅－

，事前に

（2）有効期間

券発給基準 に該当する者の発給請求を行う場合は，

決裁が必要です（外務大臣等警護官を除く)。

■ 松用旅券発給についての
決裁書を起案し，発給する公用旅券について以下アーオの内容を記載してください。

ア旅券の種類（一往復用公用旅券又は数次往復用公用旅券）

イ希望有効期間

ウ渡航先記載国（個別記載（具体的な渡航先国及び経由国）又は包括記載）

エ公用旅券面に記載する官職（英文）

オ該当する公用旅券発給基準の項目

省内決裁終了後，公用旅券発給請求書に①渡航日程表，②決裁書写し，③戸籍謄

（抄）本を添付して提出してください。

なお，審査の過程で必要と判断される場合には，更なる書類の提出をお願いす

ることもあります（以下同じ｡)。

2他省庁から公用旅券の発給請求手続を依頼された場合

（1）独立行政法人，国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員及び職員

各省各庁所管の独立行政法人・国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役

員及び職員が海外渡航する際，旅券法第4条に基づき外務大臣に公用旅券を請

求できる用務（渡航目的）の範囲は公用旅券発給基準「3独立行政法人，国

立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員及び職員」を参照してください。

右基準に該当することを確認した上で,公用旅券発給請求書に渡航日程表(一

往復の場合)，発給依頼書（有効期間3年を超える数次往復用の場合)，戸籍謄

本(特定独立行政法人の役員及び職員を除く｡）を添付して,提出してください。

提出にあたって，公用旅券発給請求書2頁目の『旅券請求事務担当者所属．

氏名欄」に課（室）名，担当者氏名，内線番号及

担当者氏名を記載してください。

（2）国務大臣等警護官

び依頼元の各省各庁の部局名
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◆

公用旅券発給請求書に渡航日程表（一往復の場合)，発給依頼書（有効期間3

年を超える数次往復用の場合）を添付して，提出してください。

提出にあたって，公用旅券発給請求書2頁目の「外務省記載欄」に警護対象

者である国務大臣等の官職且氏名を明記 してください。

(3)公用旅券発給基準’ ｜に該当する者
公用旅券発給請求書に以下の書類を添付して，旅券課公用旅券班に提出し

てください。

ア渡航日程表（－往復の場合）

イ各省各庁出納官吏（会計課長等）又は国際機関等発行の経費負担証明書

ウ発給依頼書（有効期間3年を超える数次往復用の場合）

エ戸籍謄（抄）本

（4）上記以外の者（事前に決裁が必要な者｡）

■
事前に決裁が必要です。発

給を受けようとする公用旅券について以下アーキの事項を記載した公用旅券発

給に係る決裁書を起案してください。

ア旅券の種類（一往復用公用旅券又は数次往復用公用旅券）

イ希望有効期間

ウ渡航先記載国（個別記載又は包括記載）

エ公用旅券面に記載する官職（英文）

オ公用旅券を必要とする（公用旅券によらなければ用務の遂行ができない）

理由

力該当する公用旅券発給基準の項目

決裁終了後，公用旅券発給請求書に①渡航日程表，②決裁書写し，③戸籍謄

(抄）本を添付して公用旅券発給請求を行ってください。

V公用旅券の返納

公用旅券は，効力を失ったとき及びその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したと

き，遅滞なく返納する（旅券法第19条第5項）こととなっています。交付を受けた公用

旅券（他省庁からの発給請求手続の依頼に基づき発給を受けた公用旅券を含む｡）が効力を

失ったときや用務が終了したときは必要事項を記入した「外交・公用旅券返納及び失効報

告書」と共に速やかに返納してください。

公用旅券が効力を失う時は下記に該当する場合です（同法第18条)。

1旅券の名義人が死亡し，又は日本の国籍を失ったとき。

2旅券の発給を請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領せず，

又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から6月以内に本邦を出国しない
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｡

｡

場合で，その6月を経過したとき。

3旅券の有効期間が満了したとき。

4－往復用旅券の名義人が本邦に帰国したとき。

5紛失又は焼失の届出があったとき。

記の を返納する合lこは返‘ る理由を記した文堂も併せて提仕また，

ださい。

してく

1未使用の公用旅券を返納する場合

2箸しく損傷した旅券を返納する場合

3錯誤に基づき，又は過失により公用旅券の発給請求を行い，当該請求に基づき発給

を受けた公用旅券を返納する場合

4外務大臣が特に必要と認めた場合

Ⅵ在外公館での公用旅券発給

公用旅券の発給を受け海外渡航中の者（国家公務員を除く｡）が赴任期間の延長，公用旅

券の紛失（盗難）した場合又は海外で出生したそれらの子等で在外公館での公用旅券の発

給手続に必要な「公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類」の写し，又は公用旅

券発給のための依頼書が各省庁等から提出があった場合は,右書類の写しを旅券課公用旅

券班に提出してください．

Ⅶ 「帰国のための渡航書」発給の便宜供与依頼

「帰国のための渡航書」 （以下「渡航書」という｡）は旅券に代わる渡航文書として，旅

券法第19条の3第1項各号のいずれかに該当し，本邦への帰国を希望する者を確実に帰

国させる目的で発給するものです。有効な旅券を紛失した者等}こ在外公館長の判断で手数

料徴収の上，発行されます。

（公用旅券の発給を受けず）船員手帳で渡航中の自衛官等公里旅券発給基準を満たす者

が用務や病気等により下船し日本に帰国することがあります。省内関係課（室）において

その際の現地での出国時の支援に加え，渡航書の発給について各省庁等から依頼を受けた

場合は，関係在外公館宛に便宜供与電を発出する際，渡航書の発給については下記の内容

を加えていただき，旅券課へ事前に協議をしてください。 ．

「帰国のための渡航書の発給（職権発給（手数料は不要｡)｡）

渡航書発給申請書の「申請書」の部分を「報告書」に訂正の上，処理ありたく，裏面

の外務省記載欄に本電番号を記入おきありたい。 」
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I公用旅券について

公用旅券は，旅券法上，旅券の一つの種類として定義されています。旅券法は，その第

1条にあるとおり， 「旅券の発給，効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的と

する」法律です。旅券事務は， この旅券法，同法施行令，同法施行規則（以下「省令」と

いう｡)，外務省告示等により運用されています。

1公用旅券とは

公用旅券は， 「国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し，又は渡航

後その所在地に呼び寄せる配偶者，子又は使用人に対して発給される旅券」 （旅券法第2条

第1号）で，具体的には，国家公務員，国会議員，独立行政法人の職員等に発給されます。

また，外交旅券は，外交用務で渡航する外務公務員，国会議員及び皇族等に対して発給さ

れる旅券です。なお，旅券法上，外交旅券は公用旅券の一部として扱われていますb

2公用旅券（外交旅券を含む。以下同じ｡）の種類（旅券法第5条の2）

（1）一往復用旅券（有効期間5年間）

（2）数次往復用旅券（必要と認める場合，有効期間5年以下）

3公用旅券発給請求書等様式の種類

（1）公用旅券発給請求書（省令別記第4号様式及び同第4号の2様式）

（2）公用旅券受領証（同第8号様式）

（3）公用旅券渡航先追加請求書（同第10号様式）

（4）公用旅券査証欄増補請求書（同第13号様式）

（5）紛失公用旅券等届出書（同第17号様式）

（6）非へボン式ローマ字氏名表記等申出書

4公用旅券の請求者，請求元（旅券法第2条第3号，同法第4条第1項）

（1） 国内

国家公務員及び国会議員：各省各庁の長が外務大臣に請求。

上記以外の者 ：外務大臣に請求（公用旅券の発給の請求事由となる案件

に係る外務省の主管課を通じて行う)。 ．

（2） 国外

公用旅券の発給を受けようとする者が最寄りの領事館（大使館，総領事館等）に出

頭の上，領事官（在外公館長）に請求。

5公用旅券の返納（旅券の失効等）

1



公用旅券は，効力を失ったとき及びその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したと

き，遅滞なく返納することとなっています（旅券法第19条第5項。資料3－1 「旅券の

二重携行防止及び使用済み公用旅券の返納励行等について」参照。後記Ⅵ参照｡)。なお，

公用旅券が効力を失う時は下記に該当する場合です（同法第18条)。

（1）旅券の名義人が死亡し，又は日本の国籍を失ったとき。

（2）旅券の発給を請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領せず，

又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から6月以内に本邦を出国しな

い場合で，その6月を経過したとき。

旅券の有効期間が満了したとき。

一往復用旅券の名義人が本邦に帰国したとき。

紛失又は焼失の届出があったとき。

ｊ
ｊ
ｊ

３
４
５

く
ｌ
Ｉ

n公用旅券の発給請求・交付手続について
I

1 受付窓口の場所，窓口受付時間

（1）国内における発給請求・交付の場合

外務省領事局旅券課

午前： 9：00～12： 15

午後： 13：30～17:00

（2）外国における発給請求・交付の場合

在外公館

在外公館ごとに定める時間。

2標準処理期間

（1）国内における発給請求・交付の場合

午前の受付：2日後の14：00以降の受け取り

午後の受付：3日後の14: 00 "

（いずれも受付日，閉庁日は含まない｡）

（2）外国における発給請求・交付の場合

在外公館ごとに定める期間。

3公用旅券発給請求時の必要書類(資料1－1「公用旅券発給請求時の必要書類(一覧)」

参照｡）

公用旅券の発給請求に当たり，必要な書類等は次のとおりです。なお，審査の過程で

必要と判断される場合には，追加で書類の提出をお願いすることもあります。

（1）公用旅券発給請求書（資料1－2 「記載例1｣，同「記載例2｣）参照。 ）
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（2）公用旅券の発給を受けようとする者の写真

(3)渡航日程表(一往復用公用旅券’ ｜に係る発給請求を行う場合，
便名及び経由地が記載されているもの｡）

（4）査証取得のための口上書発給依頼書（査証申請の際，在京大使館宛の口上書が

必要とする場合｡）

（5）数次往復用公用旅券の発給を必要とする旨を記載した文書（有効期間が3年を

超える数次往復用公用旅券の発給を必要とする場合。資料2－1 「数次往復用

公用旅券の発給依頼について」参照｡）

（6）戸籍謄本又は抄本（ただし，以下に該当する者を除く｡）

①国家公務員及びその同伴家族

②特定独立法人の役員及び職員

③国務大臣等の警護官

④日本国籍を有することを要件として採用又は業務委嘱されている者（当該

要件を確認することができる募集要綱等の写しを提示願います｡）

⑤現に有効な公用旅券を返納して新たな公用旅券の発給を受けようとする者

又は公用旅券の発給請求前6か月以内に戸籍謄本又は抄本を提出の上，公

用旅券の発給を受けたことがある者（ただし，戸籍の記載事項に変更が生

じていない場合｡）

’渡航費用の負担を明らかにする文書(7）

｜に係る公用旅券の発給請求の場合｡ただし,以下に該当する者を
除く｡）

①国家公務員及び同伴家族

②各省各庁所管の独立行政法人の役員及び職員，国立大学法人若しくは大学

共同利用機関法人の役員及び職員

③国務大臣等の警護官

4渡航先追加，査証欄増補請求時の必要書類

（1）公用旅券渡航先追加請求書又は公用旅券査証欄増補請求書（資料1－2「記載例3」

又は同「記載例4」参照｡）

（2）現有公用旅券

（3）渡航日程表（渡航先追加の場合。便名及び経由地が記載されたもの｡）

5旅券の記載事項に変更を生じた場合の取扱い

旅券の記載事項（氏名，本籍地等）に変更が生じた場合，現有旅券を返納の上，上記3
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に記載の必要書類をそろえた上で，新たな旅券を請求してください。

6公用旅券発給請求書等の記入等（資料1－2参照｡）

（1）使用インク

黒インク（黒ボールペン）で記入する。

（2）漢字氏名及びフリガナ等

漢字氏名については戸籍に記載されているとおりに記入する。請求書枠内に書き

きれない長い氏名である場合は，枠内に書けるところまで記入し，欄外に続けて記

入するか，枠にかかわらず左に詰めて記入する。

ローマ字氏名については，ヘボン式ローマ字（資料1－3 「へボン式ローマ字綴

方表」参照｡）により活字体大文字で記入するが，ヘボン式以外のローマ字で表記す

ることを希望する場合，又は，一般旅券で既に非へボン式表記としている場合は，

請求書裏面の「旅券面の氏名表記」に当該非へボン式表記を記入の上， 「非へボン式

ローマ字氏名表記等申出書」 （資料1－2「記載例5」参照｡）及び疎明資料（一般

旅券写し等）を提出する。

なお，既に非へボン式による氏名表記で公用旅券の交付を受けたことがある者に

ついては，請求書裏面「旅券面の氏名表記」に当該表記を記入し，当該公用旅券の

入定事項頁の写しを提出する。

（3）写真（資料1－4「旅券用提出写真についてのお知らせ」参照｡）

6か月以内に撮影された縦45皿，横35皿（頭頂からあごまでが34皿±2皿）

の縁なし，無背景もの。

写真は，名義人と同一人であることが確認し得るものであることが必要であると

ともに，服装，姿態等が一般社会通念に照らして非常識にならないもの。また，諸

外国入国審査官等が旅券の写真と名義人との同一人性の確認を容易に行い得るよう，

目鼻立ちが確認できない不明瞭なものや見苦しい印象を与えるもの，また，印画紙

の品質が悪く返照の恐れがあるものは避ける。

（4）旅券の種類

一往復用又は数次往復用を選択する。

（5）所持人自署欄

所持人自署欄に記入した署名は，交付される旅券の署名欄にそのまま転写される

ので，必ず所持人本人が枠からはみ出さないよう署名する。

乳幼児等で自署ができない者は，その者と同行する親権者等の代理人が名義人に

代わって名義人の氏名を記入した上で，所持人自署欄の下の余白（ダウンロード請

求書の場合は、 ｡印から下部）に記入者に関する表示をする。

例外務太郎（父）代筆

（6）性別及び生年月日
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性別及び生年月日の枠内に記入されたチェック及び文字は,機械で読み取るので，

必ず枠内に指定の記号及び数字（崩さずに）を記入する。

（7）本籍

戸籍謄（抄）本に記載されているとおり，都道府県名を枠内に槽書ではみ出さな

いように記入し,点線から右側に市区郡以下を記入する。なお,本籍地には建物名，

部屋番号等は含まれないので留意する。

（8）官職コード，官職及び官職の英訳

′ 官職コードに登録されているものについては，同コーF表に記載されているとお

りに記入する。 （資料1－5 「省庁別儲求元）コード表』及び資料1－6 「続柄コ

ード表」参照。 「部局コード表j及び「官職コード」は各省各庁に配布している官職

コードー覧を参照｡）

記載されていないものについては，官職コードの枠を「、」と記入する。先例

のない官職については，事前に外務省（旅券課）に協議する。

（9） 同伴家族等の場合の赴任する者の氏名

同伴（呼び寄せを含む｡）する家族等の請求書に限り，赴任する者の氏名をローマ

字（活字体大文字）で記入する。

(10）二重に旅券の発給を受けようとする理由

二重に公用旅券の発給を受けようとする場合には，その理由を記入する｡枠内に書

き切れない場合は，裏面に記入する。

(11）現在所持している旅券

一般旅券を含めて現在有効な旅券を所持している場合，旅券番号，発行年月日を

記入する。また，現在有効な公用旅券を所持している者に係る氏名の変更に基づく

訂正新規発給を請求する場合には，当該現有公用旅券に記載されている姓を記入す

る。一般旅券と公用旅券の両方を所持している場合には，公用旅券を記入する。

(12）渡航先コード，主要渡航先での滞在期間，出発予定日

渡航先及び経由地について，請求書裏面の渡航先コード表又は資料1－7 「国名

等コー擴表」により記入する。同コード表にない渡航先名は国名を下の欄に記入す

ゑ｡主要渡航先での滞在期間及び出発予定日についても記入する。
(13）数次往復用旅券請求理由欄

数次往復用旅券を請求する場合には，具体的理由を記入する。

(14）現住所

現住所（都道府県名から）及び電話番号を記入する。

(15）緊急連絡先

出張，赴任中の事故等の場合の連絡に必要となるので，必ず住所（都道府県名か

ら)，電話番号，氏名及び渡航者との関係を漏れなく記入する。
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7ダウンロード請求書による請求

平成28年12月より，利便性向上や手続の効率化等の観点から，省令の改正を行い（平

成28年外務省令第7号)，従来の紙の手書き様式であるOCR方式の請求書に加え，イン

ターネット上からダウンロードし，電子データで入力・作成することができる請求書につ

いても使用することとなりました。

今後，公用旅券を請求する場合は可能な限り政府共通インフォメーションボードに掲載

のダウンロード請求書「作成ツール」を利用して，公用旅券発給請求書の作成をお願いし

ますもなお， 「作成ツール」使用に際しては，同じく政府共通インフォメーションボード掲

載の「簡易マニュアル」を事前に参照するようお願いします。

8在外公館での新規公用旅券発給請求において追加的に必要な文書等（平成30年6月

一部改訂）

派遣，長期出張等で海外に渡航中の公用旅券所持者の任期延長等に伴う新規旅券発給請

求に際しては，公用旅券の発給を受けようとする者が最寄りの在外公館に出頭の上領事官

の公用旅券発給請求書及び所属の省各庁等から送付を受けた公用旅券の発給を必要とする

理由を立証する書類を提出します（資料2－2，同2－3 「在外公館での公用旅券発給依

頼書」参照｡)。

本手続は，在外公館での旅券発給に要する時間，任国の滞在許可延長の手続に要する時

間や出入国に必要な旅券の残存期間を考慮して，余裕を持って行うよう留意願います。

また，各省庁等は公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類の写しを外務省（旅

券課）に提出願います。

9在外公館での渡航先追加請求において追加的に必要な文書等

一往復用公用旅券で海外に渡航中の公用旅券所持者が当初予定されていない国・地域に

渡航する場合で，公用旅券に渡航先を追加する請求するに際しては，所属省庁から渡航先

追加に係る公用旅券渡航先追加依頼書（資料2－5 「在外公館での渡航先追加依頼書」参

照｡）を提出願います。同書類の提出を受け，外務本省（旅券課）から関係の在外公館に当

該渡航先追加に係る指示をします。当該公館においては，当該渡航先追加の対象者たる各

省各庁の職員から渡航先追加請求書の提出を受け，渡航先の追加を行うことになります。

人事院在外研究制度で渡航中の職員が渡航先の追加を必要とする場合は，あらかじめ人

事院の許可が必要です。

本手続は，在外公館での渡航先追加に要する時間，任国外渡航の日程等を考慮して，余

裕を持って行うよう留意願います。

、

10交付

必要事項を記入済みの公用旅券受領証（資料1－2 「記載例6」参照｡）を提出の上，旅
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券の交付を受けます。受領証には，発給請求書に記載した旅券事務担当者氏名・押印が必

要となります。旅券を交付する際に発給請求書を渡しますので，氏名・生年月日等旅券の

記載事項が当該請求書に記載された内容と一致しているか確認し，また，窓口に備え付け

の交付端末でICチップの読み取りが正常に行えるかについても確認するようお願いします。

上記確認を終えたら，旅券番号を受領証に記入の上，請求書と共に所定のボックスに入

れてください。

III留意事項

1数次往復用公用旅券の請求が認められる者
L、

数次往復用公用旅券の請求が認められるのは，公用旅券発給請求書に数次往復用公用旅

券が必要な理由が明記されている場合です。

2数次往復用公用旅券の有効期間

数次往復用公用旅券の有効期間は，原則として3年間です。渡航予定期間等の関係で3

年間以上の有効期間が必要となる場合は，その理由と希望有効期間を文書で提出してくだ

さい。

3－往復用公用旅券の渡航先

一往復用公用旅券は原則渡航先が個別記載（渡航先国・地域及び経由国・地域のみ）と

なりますが，以下の特別のルールが設定されています。なお，本件措置は，渡航先として

記載された国 への渡航を承認した－ととナ 渡航先として記

載された国・地域に渡航する場合には非常事態の場合を除き， （ア）国の用務の範囲内（出

張命令に基づく公的用務，健康管理，生活物資購入等）であること， （イ）派遣元の承認を

得ていることの要件を満たす必要がありますので，公用旅券の名義人に対し，ご指導願い

ます。

（1） ジュネーブ渡航

フランスとの国境沿いの都市であることから，希望があれlまフランスを渡航先に追

加することが可能です。

（2）渡航先緩和措置

6か月以上の長期にわたり同一国・地域に滞在する場合jあらかじめ定めた国・地

域を渡航先に加えることが可能です（資料1－8 「国別渡航先国（地域）表（渡航

先緩和国)」参照｡)。

,（3）短期出張者の渡航先緩和国

アルバニア，マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国，ボスニア・ヘルツェゴビナ，

キルギスに渡航する場合には別途渡航先緩和国が定められています。
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（4） 人事院在外研究員制度で渡航する者

人事院の定めた国・地域を渡航先に加えることが可能です（資料1－9 「短期在外

研究員の渡航先（人事院)｣，資料1－10 「長期在外研究員の渡航先（人事院)」参

照｡)。

（5）渡航先包括記載対象者（一往復用外交旅券所持者は除く｡）

9 ． 11テロを受け平成13年から運用を開始した暫定措置。あらかじめ指定した

国に一往復用公用旅券で渡航する場合，緊急時の避難を想定して渡航先を包括記載

とすることが可能です。公用旅券発給請求書表面下の欄外に「渡航先包括記載対象

者」 と赤字にて記載する場合には，渡航先を包括記載としています（資料1-11

「渡航先包括記載対象国一覧｣，資料3－3 「渡航先包括記載対象国について（事務

連絡)」参照｡)。

（6）旅券交付後に出張日程や渡航先（経由地を含む｡）の変更があった場合

変更後の日程が旅券の有効期間内（変更後の本邦出国日が旅券の発行年月日から6

か月以内)であって,渡航先の出入国に必要な旅券の残存期間を満たすのであれば，

交付を受けた当該旅券を使用することは可能ですので，変更後の日程表を提出願い

ます。

渡航先（経由地を含む｡）に変更・追加が生じた場合には，渡航先追加（Ⅱ4）の請

求が必要です。

ただし，渡航の用務自体が変更となった場合には，旅券を返納の上，あらたに旅券

を請求する必要があります。

5 1日姓併記による公用旅券の請求

平成28年3月から，戸籍上の姓に加え旧姓を公用旅券の旅券面に併記しなければ公務

遂行に不都合が生じる等の事情が認められる場合には,個別の請求ごとに審査･検討の上，

例外的に，戸籍上の姓に続けて旧姓を括弧書きで併記することを認めることとしました。

旧姓併記による公用旅券を希望する場合には， 旧姓を併記しなければ公務遂行に不都合で

ある理由を明記した公文書と共に旧姓の使用実績等についての疎明資料の提出をお願いし

ます（資料1－12 「公用旅券の旧姓併記に係る発給基準｣，同2－6及び同2－7 「旧姓

併記による一（数次）往復用公用旅券発給依頼書｣，同3－4 「旧姓併記による公用旅券の

請求について」参照｡)。
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なお，旧姓以外の別名については併記を認めていません。

Ⅳ公用旅券の適正な管理

1発給された数次往復用公用旅券は，当該旅券の名義人の所属する又は，公用旅券の発

給請求を依頼した各省各庁並びに独立行政法人，国立大学法人及び大学利用機関法人の関

係部局がその責任において一括して保管・管理し，用務の都度当該職員等に交付使用させ

ることとします。また，外国に長期間滞在する者については，旅券名義人が保管・管理し

ますが，請求を依頼した各省各庁等の関係部局が保管・管理について，指導監督してくだ

さい。

2有効な数次往復用公用旅券は，旅券面に記載の身分事項や官職の変更がない場合は人

事異動後も引き続き使用することとしますので，人事異動後の関係部局において保管・管

理してください。

3下記アからオのいずれかに該当する場合において，故意又は悪質かつ重大な過失があ

ると認められるときは，関係者又は関係する各省各庁等からのその後の公用旅券発給請求

若しくは請求に係る依頼については，一往復用公用旅券を発給することがありますので，

適正な管理を心がけてください。

ア公用旅券を連続して2回以上紛失若しくは焼失し,又は著しく損傷した場合

イ返納すべき公用旅券を遅滞なく返納しなかった場合

ウ公用旅券を国の用務以外の目的で，渡航に使用した場合

エ公用旅券発給請求の内容及び公用旅券発給請求書の記載事項の確認を怠り，

頻繁に過誤請求を行った場合

オアからエに掲げる場合のほか，これらに類する不適正な公用旅券の管理,使

用を行った場合

V紛失，焼失等
」

1公用旅券は公務で渡航する者に対し，各省各庁の長の請求に基づき交付しているもの

で，その適切な使用・管理については旅券名義人のみならず，所属省庁等として細心の留

意を払っていただくようお願いしているところですが，旅券の紛失や， 自己の不注意によ

る盗難被害に遭う事案が多数発生しています。

仮に，紛失又は焼失等の事案が発生した場合は，以下の書類と共に,,速やかに紛失公用

旅券等届出書（資料1－2 「記載例7｣）を提出してください。

（1）紛失等に至る経緯を詳細に記した公文書

Ⅱ
０
旬
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旅券の管理状況，今後の再発防止策についても明記願います。また，紛失等に至っ

た原因が旅券所持人もしくは旅券管理責任者の責による場合，公文書の別添に顛末

書（責のある者の署名入り）を付してください。 ．

（2）紛失又は焼失を立証する書類

紛失・盗難の場合：警察署発行の盗難・紛失届け出受理証明書（自宅や勤務先内

での紛失等で証明書の入手が困難な場合は，経緯等詳細に記した事情説明書を代わ

りに提出｡）

なお，紛失公用旅券等届出書の提出によって，当該公用旅券は失効しますので，

その後当該旅券を発見しても使用することはできません。

2紛失等同様， 自己の不注意による公用旅券の破損についてもご留意ください。

公用旅券を破損したことによる新規旅券発給手続は，破損に至る経緯（自己の不注意に

よる破損の場合は反省と共に今後の再発防止策についても言及）を記した公文書及び資料

1－13 「外交・公用旅券返納及び失効報告書」を提出し，破損旅券を返納した後，あら

たに旅券の請求を行います。

なお，破損旅券の返却は行っていません。

Ⅵ返納手続

旅券が効力を失ったとき，及び発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは，資

料1－13 「外交・公用旅券返納及び失効報告書」を添付して，遅滞なく （概ね2週間以

内）旅券を返納してください。

なお，以下に掲げる場合には，返納に係る文書を提出してください。

ア未使用の公用旅券を返納する場合（資料2－8 「一（数次）往復用公用旅

券の未使用返納について」参照｡)。

イ著しく損傷した旅券を返納する場合

ウ錯誤に基づき，又は過失により公用旅券の発給請求を行い，当該請求に基

づき発給を受けた公用旅券を返納する場合

エ外務大臣が特に必要と認めた場合

旅券の返却を希望する場合には，証印した上で返却しますが，未使用旅券の返却は行っ

ていません。

VⅡその他

1公用旅券官職コードー覧表

組織改編等により公用旅券官職コード一覧表の訂正が必要となる場合は，官報写し等疎

10



／
／

明資料及び訂正箇所を明示した現行官職コードー覧表を添付の上，依頼文書を提出してく
e

ださい。

2 「在留届｣， 「たびレジ」

旅券法第16条により，海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する者は， 「在留届」

(htms"Wwwbezairyu.mofa.gojpRRnetﾉ)を提出することが義務付けられています｡また，

海外への渡航が3か月未満の場合は｢たびレジ」 (https"www.ezairyu.m㎡a.gojp/tabmeg)

への登録をお願いします（資料3－5 「国家公務員の海外渡航の際の『たびレジ』登録の

励行について（依頼)」参照｡)。

、

（
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資料1－1

公用旅券発給請求時の必要書類(一覧）

｜

△1－往復用公用旅券発給請求(台湾渡航を含む｡)の場合

●

△2必要に応じ
ｰ

△4有効期間3年以上の数次往復用公用旅券発給請求の場合

△5数次往復用外交旅券発給請求の場合

窓
口
請
求

主
管
課
請
求

請
求
書

’
日
程
表

口
上
書
発
給
依
頼
書

費
用
負
担
証
明
書

戸
籍
謄
（
抄
）
本

’

旅
券
発
給
依
頼
文
書

公
用
旅
券

一般職及び特別職の国家公務員(同伴家族を含む）
▲

特定独立法人の役員及び職員,国務大臣等警護官

’
国会議員

独立行政法人,国立大学法人等の役員及び職員(同
伴家族を含む） 口
その他の者

●

1

4

1

’

●

’

●

○

○

I

l

’

‐
○

△1

△1

△1

'■

△2 ！

|△‘ ’
△2

△4

(事前に総務課の確認
が必要〉

「'． ｜△4
J△3
1

’
’
○

l

l
l

政府高官 ’
’国会議員 I

●

(一）

●

○

ろ
○ ’
○口

(－往復用旅券のみ。
事前に総務課長の決裁
が必要）



資料1－2

記載例 1 ：公用旅券発給請求書
(表面）

公用旅券発給請求書新規
受囚
召号

敏身
■号

写真規格につい

ては別紙を参照
し，オレンジの

枠に合わせては

み出たり，歪ん

だりしないよう

に糊付けしてく

ださい。

Ｊ

鮒糊日兇行朔日

戸
lﾘｰL里－－ｺ燕

戸

！
Ｉ

弔
．
ロ
●
●

こ
り
』
⑨
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
■
■
■
■
■
・
●
０
■
■
且
■
■
日
日
Ⅱ
■
日
■
■
■
■
■
凸
■

｛
氏

名

ヤマダ
ー

山田田

タロウ ■
■
■
＠
●

ｇ
ｏ
・
Ｄ
Ｐ
■
■
■
■

幸
戸籍に記戦の
通り，構書で
正確に記入し
てください。

太郎

"YAMADAヘボン式
ローマ字

"TARO所約人自署
。
■
■
■
ｇ

■
且
■
■
■
■

の■鯛

一往復か数
次か請求す
る旅券の種
別をチェッ
クしてくだ
さい。

月

鮮朋

一
癖
邸
一
熊

性
別
一
＊
輯

必ず本人が署名
してください。

歓
次

一
園圃男口女 成01年02月03日

”俸隆
03mB1989

職

東京都 千代田区殿が関二丁目1番の恥哩牙臆…襲審彊帆星掘回し

出週a蛙う腱縛Gして<隠さ“

「公用旅券官職
等コード表』に
より記入してく

ださい。同表に
該当の官職が無

い場合には，請
求元コード・部
局コード・続柄
コード・官職・
英訳を記入し、 3
桁の官職コード

は×文×を記入
してください。

顔跳元?-ド．“ｺｰ ・官項ヨード 脇頃

145－12鋤－010－0

宮、
コード

務事務官
二重に公用・外
交旅券を請求す
る必要がある場
合には，必ず旅
券番号・発行年
月日と共に，理
由を枠内（書き
切れない場合は
裏'の二重請求関
係の欄）に記入
してください。
また，有効な公

用・外交旅券を
姓や本籍地の変
更のために訂正
して新規発給す
る場合にも必ず
記入してくださ
い。

卿
蠅
OFFICIALMINISTRYrl関田NAl.AFFAIRSANDCWINICATIMS

ロロ口赴腿
鰍餓丞馳釘名
二腱幽の兄輸な受けようとる画山風蜥悔している につも、

鱗界

舵の閣膳壇…とねりロー毎字《癖
ロロロ
恥恥恥

紋 てく庭さし､

鮭文羽で趣してく随さ氏衷た､名 Eざも

ざLL

〃年"n
画） 釦15年 05月 10日1234567

《
》》
唖く》
隆
無

2022㈹

蕊
裏面の渡航先コー
ド表を参照の上，
直近の渡航先を経
由地も含めて記入
してください。

の渡航先コー

を参照の上，

の渡航先を経
も含めて記入
ください。

壁■むき81色乃､と8は｡‐醜兜詞一F蛙鴎して
く顧叫衷侭､■幽一ド寅侭な､…は､琴輿
入しT<腿き$、 墾柵の

ロ3ヶ月米海

図3ケ月以上

2018年04月0旧”定日

’期間限定 1 年 月
I

この欄も記

入してくだ
さい。



(裏面）

非ヘポン式表記を希望する場合
のみ姓・名どちらも記入してく
ださい。ださい。

)2018W20010nO
氏名山田太郎． 平成01年02月開日生まれ

の のヘポ弓 ー

A AY M ， A曲
卿 AT 0 HR
住:隙”…舶可……･名･スJや暴合わせて勤字讃でず爽
側》(心 ・－な勘領寅ド《n厘座a”蝋で虐襲“

。 I、

▲
■
Ｕ
Ｇ
Ｄ
Ｂ
■
巳
Ｊ
Ｅ
Ｒ
▽
●
８
β
●
●
●
◆
＆
α
■
▼
●

次蜘の職の鋤を蘭鯛電咀創虫その因由を具賊に湿入してください

年間，数次にわたり海外に鮒する必要があるため。

灘
二団届訂赦は申勝を行う

瞬蹄？1闘一剛3

束京都目黒区東山-2頁3
"DBO(1踊り6例8

都道府県から記入してくだ
さい。電話番号，緊急連絡
先の氏名・渡航者との関係
も必ず記入してください。

日本国内の約達傭先子153-0043

同上

$頤

“山田花子 …との関係妻

務省OO局△△課雅鼻蘭求

騨艶
■厨(卿弱01房8卿

･外務大臣殿 平成･30年i3月 1日

一

職穿 薊砺菌砺蔀緬気碗壺堅蝿融舘4条暇により、公
･ とぎは､蝋なく柵を遼納しま戎 一一

ロ
０
■

各省庁の長の公印
を押印してくださ
い。

還外
寝
省
記
嘆
■ 失効年月日 年月 日

》
率
》
叩
》
蔀
癖
佃
》
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叩
４

》
卯
》
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牢
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叩
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函
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》
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唾
・
》
麺
》
輯
捧
侭
》
知
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》
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麺
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》
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》
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》
切
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如
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△
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．
》
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鞭
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．
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》
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叩
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》
函

噸
画
押
函
一
州
礎
皿
《
恥
坤
郵
呼
如
却
皿
吟
畑
》
毎
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叫
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》
他
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数次往復用公用旅券を必要とする理由の記載例

【記載例】

哩屯訂一■“■

I竃

Ｆ１

開

0－1
I

／

１
塁
風
期 I

(独
‐弓…α”恥口和垂h麺画"、剣0チユe”やむや｡”の哩一勺鈩ぬ

’
姻
幟

I注8重理 でで税
記咄

雲 １１膣

(国

’
(国

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■

I

旅〃曲の氏名風壁（凌歯のへ郡ン式と閲なる濁念のみローマ字癖体極不で1

畑
蜘
牌8 麗

な
唖
一
砥
馴
頗
厘

名･スペース食わせて37字までで海
■丘塑》弓唾meま“

八）

| ｜ l I l I I I l l l l l
■■■■■■

ー

I■－4b幽猛釦病

l

I

堂盛、、必毎唾一塁砲へ4号ユの璽型白妙四J…生ロ茜『子と霧全＆,‐

年間.数次にわたり海外に渡航する必要があるため．
ゴ

で＝~＝

●＆
● 屑

Yf17
1 011

冗奉

dpbD 9
宮
■
Ｇ

一
■
■
一

■
凸
■

■
■
■

二
■
■

陛一

’
一

●胸

0

ル

0

1

■
■

0 ■

1 6

ロ』U U

ロ00 0

》
一

戸垂一一 一一●一

-.1.,『､~ ~ ~ ‐ ‐-

一
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坐
一
一
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一
睡

Ｆ
‐
》

＝

そ… 毎誇示
ｃ
麺
０－
酌

一
一
一
一 鍔；一=￥…
｡：
○
一
■
Ｊ
○
一
日

●
◆
●
●
●

一ョ

1 1
中国

1 11”

o q ■

駅弼邸の廊砥＝K画四”へ手ン式ご冗唾●画面”かローマ子匿子…'･ど産へ〃

蜘
鋤
Ｉ
Ｉ
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ー
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■■■■■■

飲次佐復1Wの戚罫の兜輪を鋪求する燭台は､その瑠由を1M酌に記入してください。
●

赴任のため. ､長期出張のため,等
』ー庫匿哩唖官岱f#函二行品麗IE1 ゴ
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勉
咽
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‐唾f 色一侮り、峰垂f、■徒沙､＝凸寧■や含む必▲一

一

一
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『

ゴ

蹴睦捜朋の餓労の允輸喧繭』締る蛸 合は．その屈曲猛肌“に超人してくださ@､

平成13年3月29日付領旅合第451号1(7)に該当するため.等
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「

三

I
l

l

鳳一…α塵町匡辱子■碍呵o4

E9f・～など》や.孜宇【ロI
、ロハマーハロロ官も四Jチエ電ざ■●

lなど）冴唾■できまぜ心

■寺咋絢田、芦由れ⑪坐か輯･踏其廻金Q●辛の■命か荷8唖PpAP÷f疲女f，

平成16年3月15日付領旅第2739号1(1)に該当するため.等
一

二■に囲吸又鯵81噛暑げう職町
-J



記載例2：公用旅券発給請求書（同伴者）

(表面）

■

公用旅券発給請求書新規

鮒
り
曲
鮒

…口些

■■■
BG

交付隼月日蹄年月日

Ｂ
●
《
８
０
●
０
８
■
９
８
０
▲
Ｕ
Ｏ
ａ
０
０
●
１
●
○
Ｊ

ユウコ
ー

優子

タカハシ
必ず本人が記入し

てください。乳幼

児等でやむを得ず

代筆する場合には，
点線の下にr代筆
者の氏名（続柄）
代筆」と記入して
ください。 （例：

高橋優子（母）代

筆）

高橋
■
■
■
ｐ
■
■
。
●
●
■
■
■
■

続柄コードには

赴任する者から
見た同伴者の続
柄のコード
（妻： 1，夫：

2，息子：3，
娘：4）を記入
してください。

wYUKO所棚人自瞥

口男圃女 昭和56年07月08日

診､:~Ia』自｡4JA
O8JUL198

R

沖縄県 111番地1111番地1那那

“元ｺｰ “ｺｰﾄﾞ 極ｺｰ 増
●

185-4321-O20-1

富載
コード

官威

部科学技官高橋哲夫の妻

卿
鯏

Ｆ

胴ＯＰＳ目ＲｍＵ

姑

Ｃ
し
肌
さ
０
椛
唖
唾
函
臥
Ｆ
を

Ｏ

螂

珂

蝿
醐

叫

縦

ｌ

汗
ぴ
、
何
回
者
Ｎ
ろ紺

ＨＣ花１
ヶＨ
侭

坐
敏
離》

ｍ
亜
Ｏ
Ｎ
Ｕ
酬
睡
正蝋赴任者に同伴

する場合には，
名・姓の順に

必ず記入して
ください。

官職は赴任する

者の官職･氏名
に続柄を加えた
ものとなります。

噸に､戯身卸ご…と細りローマ字賠字…で詞入してく臆さい虜た､名姓唖に
レ

:TSUOTAKAHASHI藝釜 鬘蓋 卿持している館昇について記入してください．
詞－－－－－－下男行輌、… 年

騨難織瀞鱗

コード

l ：ﾐ: ’三 。猶■ － －
■ § 溌撚朏墜…"繊錠い柵． ■

Ⅱ
０
－
８
０
０
Ⅱ
■

2018年04月06日出発予定日

Iq“良巴【3…思

Ⅱ】かポン14■外■田

翻4国の2揮鋤

1s■外唾承鱒円“
期同限定 年 月

Y



(裏面）

(職】Z〕”l”3“”5401

公用鵬

」

氏名海極優子 昭和駒年07月08日生まれ女

、
、
●
●
●
，
●
●
■
■
。
Ｂ
●
巳
■
Ｒ
Ｕ
Ｇ
工
５
日
■
ワ
。
■
■
弓
●
申
凸

篭

〈
平
成
二
十
八
年
六
月
攻
正
〕

●

川11

歳労丙の騨表田額面…ﾝ式と兵なる囲台のみローマ字活字体大澤で記入）

卿
倒
注：
餓鷲瀧獺織瀦織溌職で"も

■I■■■■■■

I■■■■■■

一
■

0

1

鰍鮒用の鱗券の尭鞘醤I 印ける瑚合は､その煙由鞍呉棚ご雇入してくだきしち

夫の赴任に同伴するため。

薑
風
鋪
求
固
侃

聿睡…厩専頭壁面ワ…

■

ひ

●

●

●●

虜MT1m-0M3 ･ 画踏030(1122)6"6
東京都新宿区西新宿3-1-1

日本国内の錘届先子9脇Ⅸ剛 .

沖縄県那覇市旭町111判-2
1晦的0<12鋤6師8

“商梱一郎 “との員昂載父

柵
》

X酔斜手演UU駒△凸豚

旅券あい 、 麹伽)5501-8伽

外務大､臣殿 ．
●

－

とき

平成30年 i鯛
●

1日

蝿葵薑垂学大臣一一 ？= ？ 印
4条の規定により、公用餓券の発輸猛蝕求しま曳
滞なく雄券を遜納しま現 ．

蝋腿係る国の用務がなく魅り又は終了した

外
務
省
記
戟
■

ﾖ謝蹄券番号

失効年月日 年月 ・日

漬
航
《
先
コ
ー
ド
表

魅…
車

詞
”
唾

》
卵

蝉 ■”
画 唾

マカオ フィリピジイン“”カシ＄” タイ マレ”且
函 由り 四 面 唾 函

*』し必…f 迄冷盛ブシ麺鹸捗廊ﾝ”予少異寧
働6 、聞 唾 “ 四 m

ケシマースリヮ”
mQ 醜8

毛…ベトナム…
画 9卿 函

~雨下~瀞”読宙』職蓄ブ絆弓鏑%F 'W鍾摺噸樹零加0 I1e ＄あ

索引語 ．轡

麺
函

ｲﾝF 』時えタン
q血 9脚

〆牟レコ””う＊γ恥ワスェサ釦tM”ニカ9”頭タリヵ 〃け▼ ヰニ→q プラ蝿”笹ｼ”
8回 塞 韓0 率 函 麺 、 麺 Z” 郡8

.掴ﾝ”エクア”←
20s 。10 2昭

恥
廼

部 却
ビア…鞠対内
07 20■ 忍8

wイツ ”ツス イタ，ア欝、諮麺8 翠 麺

ア細うﾝF…ソ
。閲 8脚

卓＃卜“
副9

W二罪P
q卜6画“
"噂…加勤岬
画 牢

りア…オクンダル錨…ノ”…
蝉 ” 麺 麹

ギリシャ キヵ風 口” d･今シF 予塞動 久”抄一一…
3m 4t■ 函 鋤8 .唾 函 理

イラン 可ﾗウ &“ シリア 脚”シサウ”④”ダウ星一ト エ抄プト 牢”や夢．
四 mI 皿 廼 餌 “ “ 0画 ~ 輯

ﾀﾝ蓉鐸サイ恥リア”プリ允穐アブ刈學タンョル必ン 狗伊~摩
6画 伽0 410 p0IB 4師 400 、唾

~
“
唾ﾂ吋牟
唖

y§聯
ﾘぺ紗ア ゴート"カメトン卸趣立耽l守魂⑤吟。
函…“ “n Iq1側 Qｲ？

銅昏斗
概ロ

仁漢汐 りせア
鋒9 ． 壷

W…”瞳ア
⑮0 耐

心奉り
劃。

誠醒”圭一ケア寺秒予ツァ
剛｡ 310 3極

軸
唾
アス四”が仁ア
哩 韓7

承嘩＝ウ〃”
41回 408 、 413

，渇庁 ””uア ゼ$““ 掴8



記載例3：公用旅券渡航先追加請求書

｜
追加

公用旅券渡航先追加請求書

（
締
り
曲
謝
一

I

謹製三
ロロロロコロ

ロロロロロロ

雪 雲 琶言響黙姓
,色
ﾄ ■■■

0 量ミ句ツ《寺夕勺冬〒.2入,

イ|-ケハブ。
g■q■q■ロq■一一の‐一一ー一一一~ー●ｰQ■‐

姓名

左聯花子イ

のみ記入してく

ださい。人
悔
内
昴
序
定
毎
詞
返
瓜
イ
ン
ク
（
飼
誤
１
ル
ペ
ン
で
ｃ

Ｉａ
）
で
侮
争
・
吻
椎
み
出
さ
色
即
よ
う
弩
く
し
で
く
ぎ
喜
噌

刀
閥
逮
鮮
甑
＆
に
に
よ
り
里
・
へ
↑
二
・
く
ど
さ
・
噌

一
麺
焼
あ
る
得
で
脇
『
一
倫
内
に
餅
ご
辱
今

生
琳
伽
隠

多
嗣
幽
沁

●
●
● 旅

拶
の
極
餓

性

別

両

回画露 繭勝田団回回回回回囮
追加を受けようとする渡航先コード患へ恩（斑面のコード典を見て鍛人してください）

理国璽ロロロロロ□ロロロ□ロロヨロロロロロ

ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
そ
刀
鯉

□ロロロロ□ロロロロロロロロロロロロロロロ
上逗;ご衝ききれないとと;詮． 4報に筵人－てください． 震た．災成コード翌‘こない震硫冗名は、A屑に墨入してくださ(喝

こ
こ
尭
卿
嘱
憾
簡
械
で
霞
み
政
ｒ
皇
十
の
で
侭
ら
な
い
で
く

ぎ
Ｇ
電
衝
『
．
と
劇
白
区
．
銭
投
海
喧
改
め
て
忠
．
入
舎
誰

圃
・
￥
．
る
鞘
舎
も
あ
り
戎
字
．

厨
迫
緬
を
ｑ
加
点
う
と
寸
ら
趨
飢
慾
。
・
・
ド
炎
（
罰
幽
》
の

ゴ
ー
・
沙
を
震
侭
見
フ
ー
ド
墨
入
噸
腫
測
・
彗
彦
く
笛
各
糊
．

経由他が硬更”'だため。

鯵諺謂街OC殉×〆鍬
，卜杯三好

伽淵”（脚6夕)チヲュ／

渡航先追加

醐求 リド 溺
担 当 播
所晩 ． 氏名

経喬産業枚笈官 職

ﾈ幅11|呉減浜中西区訂なzがういI-Z-3
愈話 0術(/23) ろ6ア

現化所

平成2脾ノリ月ノ0日外 筋 大 唖 殿

"E-
征 大使結箇ﾘ《殿

"帖糸鋪鐸雄
旅券法銅9条の蝋定により．公朋流券の渡航先の辿加を鋼求します．

印
一

外
扇
訂

鵜
■
■
■

（
平
成
弩
十
六
年
一
Ｍ
改
正
）

15幡外炎示
外筋街

コード棚
外研満

配戦摂
各省庁の長

の公印を押

各省庁の長

の公印を押

印してくだ

さい。
(別記露10恐嫌式） 鋼求に必要な沸甑

阿外において聯Rするときは．渡航先の泄加を必奨とずる理
新たに生じたことを立狂するiIM l"

§はA4

棋墾副91》

■■■I



4：公用旅券査証欄増補請求書記載例

公用旅券査証欄増補請求書
増補
（
節
り
曲
鮒
）

三一§
● ● ■

上
枠
内
刀
唇
遼
の
■
臆
測
判
刻
釧
剖
劃
剥
川
瑚
副
刻
制
副
罰
劉
で
捧
か
ら
膳
み
出
さ
な
い
よ
う
か
い
魯
体
に
よ
り
圧
入
し

て
く
だ
さ
印
。

壷
印
の
あ
る
垣
で
は
、
鎖
淵
霞
爾
邉
な
字
．
ご
と
も
に
血
印
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
．

蕊
謡
鰡
鶏
霧
康
り
真
藺
で
錦
．
つ
な
い
で
く
誉
い
、
厨
言
念
堵
合
喝
劉
求
曹
に
改
力
て
屋
・
へ
そ
ｆ
ぃ

ﾄ

、

（
平
成
二
十
六
年
一
月
改
正
）

瀞

(別記第13号嫌式） 1紙の大きさはA4

F

1

L

■■■■

受理

年月日
I■■■■■＝ー ■ q■q■■

i l l i l i l ｜|~~irli-列丁1
一
・
！
「

。
一

一
０
１
．
１
４
・
・
一
一
厘
、
ｕ
一
日

岬
州
緬
．

’

1

1

受理悉号
一

！
…
，
，
ユ

ー
’
○
，
１
０
０
９
◆
に

〔
‐
’
一 巳EEE I０９０▲ 圭一□

一

１
１

L一一
一

墹補を受けようとする鎌券について記入してください．

扉募蟇喜1蘭7重索r裏菅ﾗr莞存耐~1ZZ（西軒》

'一Fで
／ ０

０
ろ

０
▽
６
．
。
１ : ／1 ／
－－－

9 『

; ／:チ; ‘ ↑
－一ー

….._量_屋立…___…___.…

太年
※性別 ③芋 ※生年月日 聯大正率② i隼2月 3日2 3

現住所
〒I"

＝

00特

乗繩目黒彦擢久 I－Z－3
、 4 癒話0〃（ ／13千)5〃『

墹岨餓蝋

事梼鯉当行

街倒・氏名 統鯛橿○的××談田中次坪
敵話 "3 （/型チ)兄〃

外・務 大 臣 殿 平成Z矛年 ノヱ月ユフ日
在 大使繕領率殿 アー

舗求者 総務雄COCO
朧券法第12条の規定により．公用旅券の宍涯掴の燗補を鮒求し室す．

グー

印

胡

各省庁の長

の公印を押

印してくだ

さい。



記載例5：非へボン式ローマ字氏名表記等申出書

(別添様式1）

非へボン式ローマ字氏名表記等申出書

太枠内へ黒ｲﾝｸまたは黒ボールペンでご記入ください。

その他の場合は

具体的な理由を

記入してくださ

い。

具記い

この申し出をする理由は一ロ父親･母親が外国人 ロ外国人との婚姻

ロー重国篭 ． □外国人との養子縁組

面その他（一般柵皇の総乙z,含わびる
上肥の関係者の国鮪は［国名

口外国覇からの帰化

□長い姓名

≦一河だぁで子言
］です．

重a”， イマワ
恩
師

申膿者の戸滝上の雄（邦文で紀入）

申潴者の戸元上の名（邦文で肥入）

釘yの夕

1

阿同岡内呵内Dnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnn

発給申請害表面

と同じへボン式

表記で姓･名とも

に記入してくだ

さい。

に記‘

さい。

礁珍式E－ﾏ字厘入頃
〈長い氏名の方陣
項のみ塵入してくださ
い） 、囚回囿nnnnnnnnnDnnn

□□□□□□□□□□□
表配を希望する氏名の綴り

表記の区分 口非へボン ば長音 ロ別名併記

活字体大文字のローマ字ではっきり記入してください。

難
く姓）

(名）

注

発給

旅
券
面
の
肥
載
箇
所

申請害裏面

と同じ旅券面に

記載する表記で

姓･名ともに記入

してください。

外 務 大 臣 殿 平成ﾕF年／/月〃日

在 大使､総領事殿

旅券面の氏名を上記の表龍として頂きたく､申し出ます。
なお､今後は如何なる理由があろうとも上配の嚢妃を変更し秘］ことを聾います。

申衝者署名 小田太枝

官公庁配疲楓 口外国旅券

ロ出生歴明魯

口姻姻旺明書
蕪
国
外
そ

ロ
ロ
ロ 雛公用旅券の名義

人となる者が必

ず記入してくだ

さい｡乳幼児等で

やむを得ず代筆

する場合には代

筆者の名前と続

柄も記入してく

ださい。

【注憲事項】
1家康の構成貝が､それぞれの姓の表紀が具なっている歳勢を所持し､同時に海外に遠航すると､出入国審丑や
可取得の時などに支障が生じる可能性があります.申麟者の糞任で家族の姓を同一にしておく必要があります。

2旅券面のローマ字氏名を変更すると､外国瀦在肝可歴や海外鯉行口座等に登降している氏名変更の必要が生’

3厘号(､。～など)や､敵字(nmなど)等は配載できません｡但し､別名併配の（ ）は記敏可。

I

受理年月日 受理番号 旅券番号

申し出の区分

ロ非へボンロ異音 ロ別名併髭口憂い鯰名

受理官庁[都道府県名／在外公飽名］



‐

記載例6，:公用旅券受領証

公用旅券受領証
I

注
盆
紛
失
公
麗
流
曇
等
届
閏
ｓ
を
鍾
員
さ
れ
た
■
合
、
届
け
園
た
涼
券
は
失
効
し
淺
寸
、
再
び
当
底
流
券
を
発
几
し
て
も
使
紹
は
で
き
ま
せ
ん
。

平成28年ノノ月ノ5日

外務大屋 殿

旅券研求宅達担当者

官職.鴎絞錫締冨捌'〃6

旅券受鯖

所属.氏名総秘切る》･<謙鈴

朗求した内容と相違ないことを葎露の上､下混公用旅券を受領L劇永。

山田ズ噸涙1．旅券名義人氏名

RBI2345らワ2.旅券番号

終牙辮務客3.官 職

4種 類骸当箇所に丸印をつけること）

イ.一往復用旅券

③鍬往復用旅券
ハ.鋤先の追加を受けた旅券

二.査瑚の瑠楠を受けた旅券

（
平
成
二
十
六
年
三
月
改
雲

用緩の大きさは雌号榎式）別

可



記載例7 ：紛失公用旅券等届出書

(表面）

｜ 紛失．盗難．焼失紛失公用旅券等届出書
÷

、

q亀

遍

一一
一
●

●

●

ー

(別樋筋17玲様式〉 用紙の大きさはA4
;'成切年外勝大腫喉圏郷9『I

面も記入してください

■■■■

ｰ

･量 剛

年IIH nn偏司n列
受 蝉一

識号 『1nnnnnnn-n
礎外公館

コード 匡．Eコロロ

戸
画
一

一
●
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
～
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｉ
－

注．

ヅ 庇

r－マー
9彪展'､,!.‘､‘'み 1

口

誰淵淵‘ 11腿緬麺跡蟹顛砺掘、
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ヘボン式ローマ字綴方表

※参考

※注意「ヴァ:VA｣「ヴイ:Ⅵ｣「ヴ#VU」「ヴェ:VE」「ヴオ:VO」は使用不可。

※注意すべき点

1． 擬音：ヘボン式ではB,M,Pの前にNの代わりにMをおく。

難波(ナンバ)NAMBA,本間（ホンマ)HOMMA, 三瓶(サンペイ)SAMPEI

促音：子音を重ねて示す。

服部（ハットリ)HATI℃剛， 吉川（キッカワ)KIKKAWA

ただし,チ(CHI),チヤ(CHA),チュ(CHU),チヨ(CHO)音に限り,その前にTを加える。

発地（ホッチ)HOTCH1,八丁（ハッチョウ)HATCHO

2．
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‐
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サ SA
、
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ー
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■■
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ガ GA
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F GI グ GU ゲ GE
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ダ DA ヂ J1 ヅ ZU
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ー

タ
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一
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｡
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キャ KYA キュ KYU キヨ KYO

シヤ SHA シ畠ユ SHU ショ SHO

チヤ CHA チﾆユ CHU チヨ CHO

ニヤ NYA －1 ･ NYU
一

ニヨ NYO

ヒヤ HYA ヒュ HYU ヒョ HYO

ﾐヤ MYA
一
一
一ﾆユ MYU ﾐヨ MYO

ﾘャ RYA リユ RYU リョ RYO

ギヤ GYA. ギﾆユ GYU 引
一= GYO

ジャ JA ジﾆユ JU ジョ JO

菫ヤ BYA ピユ BYU ごョ BYO

ごヤ PYA ピﾆユ PYU ピョ PYO

、

ソエ SHIE チェ CHIE
■■■■

丁イ TEI ニイ NII ニエ NIE

ファ FUA ブイ FUI フェ FUE フオ FUO ジェ JIE

デイ DEI デュ DEYU ウィ UI ウエ UE ウオ UO

ヴァ BA ヴィ BI ヴ BU ヴエ BE ヴォ BO

ヴァ BUA ヴィ BUI ヴエ BUE ヴォ BUO



長音：ヘポン式では,長音を表記しない｡(｢OH』については,下記S.参照）

「－』を省略する場合

ニーナ(ニーナ)NINA,シーナ（シーナ)SHINA,サリー(サリー)SARI

「イ｣を省略しない場合

新菜（ﾆｲﾅ)NIINA, しいな(シイナ)SHIINA, さりい(サリイ)SARn

3．

｢ウ』を含む長音｢ウウ｣の場合(｢UU｣は表記できない）

日向（ヒュウガ)HYUGA,裕貴(ユウキ)YUKI , 優子(ユウコ)YUKO

｢オ｣を含む長音『オウ』の場合(｢OU｣は表記できない）

幸太(コウタ)KOTA, 洋子(ﾖｳｺ)YOKO, 亮子(ﾘｮｳｺ)RYOKO

｢オ｣を含む長音｢オオ｣の場合(｢OO｣は表記できない）

大野(オオノ)ONO,大河内（オオコウチ)OKOCHI,大西(オオニシ)ONISHI

末尾が｢オオ｣音で,ヨミカタが｢オ｣の場合(TOO｣と表記する）

妹尾(セノオ)SENOO,高藤(タカトオ)TAKATOO, 横尾(ﾖｺｵ)YOKOO

末尾が｢オウ｣音で,ﾖﾐｶﾀが｢ウ｣の場合(｢OU｣は表記できない）

伊藤(イトウ) ITO,高藤(タカトウ)TAKATO, 御園生(ﾐｿノウ)MISONO

｢ヴ｣のつく姓名： 「V｣の入力は不可。

ヴィヴィアン(ヴイヴイアン)BU旧UIAN又はBIBIAN

ヴオードレール(ヴオードレール) BUODORERU又はBODORERU

4．

｢OH｣による長音：非へボン式ローマ字として表記できる。

＊ 『オウ｣音または｢オオ｣音の長音を含む場合で, ｢OH｣による長音表記を希望する

場合は,ヘボン式ではなく,非へボン式ローマ字による表記が認められている。

但し,検索を行って旅券取得歴を確認し,前回旅券と同一の表記で作成する。

伊藤(イトウ)ITOH, 高藤(タカトウ)TAKATOH,大野(オオノ)OHNO,

大河内（オオコウチ)OHKOCHI

5．



パスポート

旅券券
「

出提出写真についてのお知ら写 おのて用 せ
(単位:mm)

○適豐慾冨冥｡ ±2

群しくは､下配､外稿省ホームベージをご覧頂くか､外務省旅券謀､各都道府県
の硫券窓口､または各日本大使館､鰯領事館などへお問い合わせください。

http:ﾉﾉWWW･mOfa･goojp/mofaj/

外務省旅券課
平成28年4月

省旅券謀
28年4月

提出写真規格

1.申請者(請求者)本人のみが正面を向いて撮影

されたもの

2.提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの

3.懸なしで右記図面の各寸法を満たしたもの
zご

（顔の寸法は頭頂から顎まで）

4.無帽であるもの(申請者(請求者)の申出|こ

より､外務大臣､各都道府県知事又は領事官か

宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が

わかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める

場合を除く｡）

5.背景(影を含む｡)がないもの

4±2
旅券用提出写真の規格は､渡航に関する国際的組織である国際民間航空機関(ICAO)の勧告に

基づいて定められております｡旅券は海外において唯一の国際的身分証明密であり､旅券の写真

は本人確認をする上で重要となります。

また､渡航する国によっては､入国審査等の際に､人物を電子機器を用いて識別する顔麗証技術

により本人確認を行うこともありますので､旅券の写真規格が国際規格に則ったものであるこ

とが非常に重要となります。

旅券用提出写真を準備される際は､これらの点をご理解の上､この｢お知らせ｣に記城の要件や

注意事項をご確認いただき､写真の作成･提出をお願いします。

4

｣不適当な写真による申請があった場合は、 、
写真の撮り直しをお願いすることがあります。×不適当魅写真例

ジ－－

H宵景議＝ﾛg服装･装節品等’ 一

■
、 ~､

顕…ﾛ副哩、琴1H毒
〃

。

左右に傾いているもの 横を向いているもの

’
「 －－一‐

’

Ｉ

背景以外のものが
写り込んでいるもの

帽子や幅の広いヘアバンド

により頭部が隠れているもの

顔や頭の器官が隠れる

装飾品などがあるもの

実際の容姿と著しく

異なるもの(ウィッグなど）

背景に柄があるもの

S幽刷 ！画LE湖INI』Ⅱ■湖INI』Ⅱ■
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‘ 、ゴ

」L
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衣服芯どにより顎などの

顔の一部が隠れているもの

人物と背景の境界が
不明瞭芯もの

髪が目(黒目)に
かかっているもの

平常の顔覗と著しく 位■が片寄っているもの

異芯るもの(口角が上がるなど）

顔の輪郭が隠れるもの 背景の色が遍いもの

、
．

背景については､無地(均一な)の淡い色とし､願及び逵とのコントラストをはっきりさせること｡また､被写体や爾雛に影が作られていないこと。



こちら側の写真例も留意の上､鵬り直しのないように適切な写真の提出をお願いします。

また､変色や傷･汚れがないこともご確認の上､提出をお願いします。×不適当な写真例

｢識簿驫
汀

､
、 〆「

顔や背景に影を作らないようにしてください。色付きのレンズや反射‘影があるものは不適当です｡また､目を妨げる縁･フレームがない
ものに限ります｡医療上必要とされない限り､サングラスや処方のない色付きの眼鏡
は許可されません。

】
且
一
■
日
■ MI7

誼
41MI'PIL

ミ ロ■

一
可

カラーコンタクトを

蕊着したもの
眼鏡のフレームが

目にかかっているもの

顔の影 背景の罰フラッシュなどにより瞳が

赤く写ったもの

色付きの眼鏡やサングラス 照明が眼鏡に反射したもの

L 譲窟しに” 亦､与った画の ノ

ロロロロ撮影品質｜

｢襟鯉綱島職蹄願一撮影時にピントが合っていなかったり､手ぶれして
しまったため画像が不鮮明なもの､顔にてかりやムラが

__ノL

魔り111■■｡1回IIざ識胆堕
〃

’
’

1

あるものは不適当です。

目を大きく見せたり､美白処理､顔バーツやぼくろなどを

修正するなどして､本人のイメージを変えることは､いか

なる堀合も不適当です。

デジタル画像の過剰な圧縮などが原因となってノイズ(画像の乱れ)が発生しているもの
や､ジヤギー(階段状のギザギザ模様)､印刷時のドット(網状の点)やインクのにじみが
あるものは不適当です｡写真専用の用紙を使用し､鮮明な画關で印刷してください。

，
ノイズがあるもの ジヤギーがあるもの ドットやインクの

にじみがあるもの

てかりやムラがあるもの 目を大きくしたり、

顔のパーツが変形したもの

変形やマスキングなどの

画像処理をほどこしたものL 、ソ =ノ 百 一

、
×不適当な写真例

４ IO適当な写真例 O適当な写真例× 不適当な写真例頭髪のボリュームが大きい珊合 乳幼児の撮影について

』』 ±2
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昏悪IMI Ig
｢両眼の中心から頭頂までの距離」は

い.‐

｢両眼の中心から顎までの距離｣と等しい

ものとみなし、トリミングしてください。

涌助者の身体の一部が写り込んでいる蝿合

や目を閉じている蝿合は､不適当ですり

顔の向きや動きによる手ぶれにも注態
してください。

座れない壗合は､無地で淡い色のシーツ
などに寝かせて真上から撮影した写風でも

問題ありません、
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資料1－5

省庁別(請求元)ｺｰド表

’

’

’
I

’

※部局コード,官職ｺｰドは各省庁に配布している官職ｺｰド一覧を参照願います。

衆議院

参議院

裁判官訴追委員会

裁判官弾劾裁判所

国立国会図書館

最高裁判所

会計検査院

人事院

内閣

内閣法制局

安全保障会議

内閣府

宮内庁

公正取引委員会

国家公安委員会

特定個人情報保護委員会

警察庁

金融庁

消費者庁

復興庁

総務省

公害等調整委員会

消防庁

法務省

司法試験管理委員会

公安審査委員会

公安調査庁

０
０
５
５
０
０
０
０
０
０
０
５
０
０
０
０
１
５
５
５
．
５
０
６
０
０
０
０

０
１
０
１
２
３
４
５
６
７
ｓ
９
４
１
２
４
２
２
Ｓ
９
４
３
６
０
１
２
３

０
０
０
０
０
０
０
○
０
Ｏ
Ｏ
０
１
１
１
２
１
２
２
２
１
１
８
３
３
３
ｓ

外務省

財務省

国税庁

文部科学省

スポーツ庁

文化庁

厚生労働省

中央労働委員会

農林水産庁

林野庁

水産庁

経済産業省

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

国土交通省

環境省

防衛庁

観光庁

気象庁

運輸安全委員会

海上保安庁

原子力規制委員会

防衛装備庁

350

395

410

185

450

460

495

フ6O

550

570

580

595

620

630

640

155

665

690

675670

195

19B

170

175



資料1－6

続柄コード表

コード続柄英訳続柄

0本人

,官職妻
夫

WIFEOFMR.
戸

1

HUSBANDOFMRS. ，官職 2

SONOFMR.(MRS.L －－一官職息子 3

DAUGHTEROFMR.MRS.). 』官職娘 4

』



資料1－7

[平成27年4月改訂］

国名等コード表

地） コード番号国 （地域 ・

（ア）

アイスランド

アイルランド

アゼルバイジャン

アフガニスタン

アメリカ合衆国（米国）

アラブ首長国連邦(UAE)

アルジェリア

アルゼンチン

アルバニア

アルメニア

アンゴラ

アンティグア・バープーダ

名

ICELAND

IRELAND

AZERBAIJAN

AFGHANISTAN

UNITEDSTATESOFAMERICA

UNITEDARABEMIRATES

ALGERIA

ARGENTIM

ALBANIA

ARMENIA

ANGOLA

ANTIGUAANDBARBUDA

319

313

515

417

200

423

429

211

507

514

467

240

324アンドラ ANDORRA

（イ）

イエメン

イスラエル

イタリア

イラク

イラン

イン隙

インドネシア

YEMEN

ISRAEL

ITALY

IRAQ

IRAN

INDIA

INDONESIA

425

448

303

401

400

012

005

（ウ）

ウガンダ

ウクライナ

ウズベキスタン

ウルグアイ

UGANDA

UKRAINE

UZBEKISTAN

URUGUAY

412

511

517

218

（エ）

英国

エクアドル

エジプト

エストニア

エチオピア

エリトリア

エルサルバドル

UNITEDKINGDOM

ECUADOR

EGYPT

ESTONIA

ETHIOPIA

ERITREA

ELSALVADOR

300

214

407

508

410

481

205

（オ）

オーストラリア

オーストリア

オマーン

オランダ

AUSTRALIA

AUSTRIA

OMAN

NETHERLANDS

100

305

424

307

（力）

ガーナ

カーボヴェルデ

ガイアナ

GHANA

CAPEVERDE

GUYAM

414

456

256



516

422

201

442

441

458

007

カザフスタン

カタール

カナダ

ガボン

カメルーン

ガンピア

カンボジァ

KAZAKHSTAN

QATAR

CANADA

GABON

CAMEROON

THEGAMBIA

CAMBODIA

（キ）

北朝鮮

北マリアナ諸島

ギニア

ギニアピサウ

キューバ

キプロス

ギリシャ

キリバス

キルギス

DEMOCRATICPEOPLE'SREPUBLIC

NORTHERNMARIANALSLANDS

GUINEA

GUINEA-BISSAU

CUBA

CYPRUS

GREECE

KIRIBATI

KYRGYZREPUBLIC

603

123

435

459

209

418

316

121

519

OFKOREA

（ク）

グアテマラ

クック

クウェート

グレナダ

クロアチア

/ヘ

203

138

406

251

327

GUATEMALA

COOK

KUWAIT

GREMDA

CROATIA

（ケ）

ケニア 411KENYA

（．）

コスタリカ

コソボ

コートジボワール

コモロ

コロンビア

コンゴ共和国

コンゴ民主共和国

207

332

438

462

213

480

445

COSTARICA

KOSOVO

COTED'IVOIRE

COMOROS

COLOMBIA

REPUBLICOFCONGO

DEMOCRATICREPUBLICOFTHECONGO

（サ）

サウジアラビア

サモア

サンマリノ

サントメ・プリンシペ

ザンビア．

SAUDIAMBIA

SAMOA

SANMARINO

SAOTOMEANDPRINCIPE

ZAMBIA

405

146

322

463

474

（シ）

シエラレオネ

ジブチ

ジャマイカ

ジョージア

シリア

シンガポール

ジンバブエ

SIERRALEONE

DJIBOUTI

JAMAICA

GEORGIA

SYRIA

SINGAPORE

ZIMBABWE

436

469

221

521

403

023

473

（ス）

スーダン SUDAN 408



スイス

スウェーデン

スペイン

スリランカ・

スリナム

スロバキア

スロベニア

スワジランド

SWITZERLAND

SWEDEN

SPAIN

SRILANKA

SURIMME

SLOVAKIA

SLOVENIA

SWAZILAND

304

310

314

011

257

506

328

478

（セ）

赤道ギニア

セーシェル

セネガル

セルピア

セントビンセント

セントクリストファー・ネーヴィス

EQUATORIALGUINEA

SEYCHELLES

SENEGAL

SERBIA

SAINT VINCENT

SAINTCHRISTOPHERANDNEVIS

SAINTLUCIA

460

461

431

317

249

237

248セントルシア

（ソ）

ソマリア

ソロモン

SOMALIA

SOLOMON

446

107

（夕）

タイ

大韓民国

台湾

タジキスタン

タンザニア

THAILAND

REPUBLICOFKOREA

TAIWAN

TAJIKISTAN

TANZAN1A

008

000

001

520

4130

（チ）

中央アフリカ

中華人民共和国（中国）

チェコ

チャド

チュニジア

チリ

CENTRALAFRICA

PEOPLE'SREPUBLICOFCHINA

CZECHREPUBLIC

CIIAD

TUNISIA

CHILE

444

600

502

443

428

216

（ツ）

ツパル TUVALU 127

（テ）

デンマーク
、

DENMARK 311

（ト）

トーゴ

ドイツ

ドミニカ

ドミニカ共和国

トリニダード・ トバゴ

トルクメニスタン

トルコ

トンガ

TOGO

GERMANY

DOMINICA

DOMINICANREPUBLIC

TRINIDADANDTOBAGO

TURKMENISTAN

TURKEY

TONGA

439

301

245

259

222

518

402

140

j~L

（ナ）

ナイジェリア

ナウル

NIGERIA

NAURU

415

120



468MMIBIAナミビア

（二）

ニカラグア

ニジェール

ニューカレドニア

ニュージーランド

206

434

110

101

NICARAGUA

NIGER

NEWCALEDONIA

NEWZEALAND

（ネ）

ネパール 015NEPAL

（ノ）

ノルウェー 309NORWAY

（ハ）

バーミューダ

ハイチ

パキスタン

バチカン

パナマ

バヌアツ

ンくノ、マ

バーレーン

パプアニューギニア

パラォ

パラグアイ

バルバドス

ハンガリー

バングラデシュ

BERMUDA

HAITI

PAKISTAN

VATICAN

PANAMA

VANUATU

THEBAHAMAS

BAHRAIN

PAPUANEWGUINEA

PALM

PARAGUAY

BARBADOS

HUNGARY

BANGLADESH

226

220

013

321

208

116

227

421

102

148

223

252

503

024

（上）

東ティモール 017TIMOR-LESTE

（フ）

ブータン

フィジー

フィリピン

フィンランド

ブラジル

フランス

ブルガリア

ブルキナファソ

ブルネイ

ブルンジ

BHUTAN

FIJI

PHILIPPINES

FINLAND

BRAZIL

FRANCE

BULGARIA

BURKINAFASO

BRUNEI

BURUNDI

018

108

004

312

210

302

505

433

016

450

〃

（へ）

ベトナム‘

ベナン

ベネズエラ

ベラルーシ

ベリーズ

ペルー

ベルギー

VIETNAM

BENIN

VENEZUELA

BELARUS

BELIZE

PERU

BELGIUM

602

440

212

512

224

215

306

（ホ）

ポーランド POLAND 501



ボスニア・ヘルツェゴビナ

ボツワナ

ボリビア

ポルトガル

香港

ホンジュラス

BOSNIAANDHERZEGOVINA

BOTSWAM

BOLIVIA

PORTUCAL

HONGKONG

HONDURAS

330

475

217

315

002

204

（マ）

マーシヤル

マカオ

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

MARSHALL

MACAO

FORMERYUGOSLAVREPUBLICOFMACEDONIA

125

003

329

447

451

432

326

009

マダガスカル

マラウイ

マリ

マルタ

マレーシア

MADAGASCAR

MALAWI

MALI

MALTA

MALAYSIA

（ミ）

南アフリカ共和国
q■

南スーダン

ミクロネシァ

ミ､ヤンマー

REPUBLICOFSOUTHAFRICA

SOUTHSUDAN

MICRONESIA

MYANMAR

416

482

124

010

（メ）

メキシコ MEXICO 202

（モ）

モーリシャス

モーリタニア

モザンビーク

モナコ

モルディブ

モルドバ

モロッコ

モンゴル

モンテネグロ

MAURITIUS

MAURITANIA

MOZAMBIQUE

MOMCO

MALDIVES

MOLDOVA

MOROCCO

MONGOLIA

MONTENEGRO

471

430

470

320

020

513

409

601

331

（ヨ）

ヨルダン JORDAN 419

（ラ）

ラオス

ラトビア

LAOS

LATVIA

014

509

（リ）

リトアニア

リビア

リヒテンシュタイン

リベリア

LITHUANIA

LIBYA

LIECHTENSTEIN

LIBERIA

510

427

318

437

（ル）

ルーマニア

ルクセンブルク

ルワンダ

ROMMIA

LUXEMBOURG

RWANDA

504

308

449

(し）



レソト

レバノン

LESOTHO'

LEBANON

476

404

〈ロ）

ロシア MSSIA 500

（その他）

その他必要諸国 NECESSARYCOUNTRIESENROUTE 701

１

ン

ノ

I



国別渡航先国（地域）表（改訂版）

平成15年5月8日

旅 券 課

渡航先緩和国（地域所在国（地域） 誉＋
ロI

インド(012） タイ(008)、シンガポール(023)、香港(002)、パキスタン(013)_バングラデシュ(024)、

ネパール(015)、スリランカ(011)、オーストラリア(100)、英国(300)

10

(兼)ブータン(018) インド(012>、タイ(0O8)、シンガポール(023)、香港(002)、オーストラリア(100) 6

インドネシア(005） シンガポール(023)、オーストラリア(100)、タイ(008)、マレーシア(009)、フィリピン(004)、

香港(002)、ニュージーランド(101)

8

ペトナム(602） ラオス(014)、タイ(008)、シンガポール(023)、香港(002)、中国(600)、オーストラリア(100)、

ニュージーランド(101）

タイ(008)、ペトナム(602)、マレーシア(009)、シンガポール(023)、香港(002)、 ミャンマー(010)、

ブルネイ(016)、オーストラリア(100)、ニュージーランド(101）

8

カンボジア(007） 10

シンガポール(023） マレーシア(009)、インドネシア(005)、タイ(008)、フィリピン(004)、オーストラリア(100)、

ニュージーランド(101)、香港(002)

8

スリランカ(011） インド(012)、タイ(008)、シンガポール(023)、モルディブ(020)、オーストラリア(10q、

ニュージーランド(101)、英国(300)、香港(002)

9

(兼)モルディブ(020) スリランカ(011)、インド(012)、タイ(008)、シンガポール(023)、香港(002)、オーストラリア(100) | 7

タイ(008) シンガポール(023)、インドネシア(005)、フィリピン(004)、マレーシア(009)、香港(002)、

オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)、ミャンマー(010)、ラオス①14)、カンボジアmO7)、

ベトナム(602）

12

韓国(O00) 香港(002)、シンガポール(023)、タイ(008)、フィリピン(004)．オーストラリア(100)、

ニュージーランド(101）

7

中国(600) 香港(002)、マカオ(003)、フィリピン(004)、モンゴル(601)、韓国(000)、オーストラリア(100)、

ニュージーランド(101)、シンガポール(023)

9

香港(002) 中国(600)、マカオ(003)、フィリピン(004)、マレーシア(009)、シンガポール(023)、

オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)、タイ(008>、インドネシア(005)

10

ネパール(015) タイ(008)、シンガポール(023)、インド(012)、香港(002)、オーストラリア(100)
ｂ
Ｉ
Ｐ
Ｌ

パキスタン(013) インド(012)、中国(600)、タイ(008)、シンガポール(023)、アラブ首長画連邦(423)、

オーストラリア(100)、英国(300)

8

バングラデシュ(024） インド(012)、 ミャンマー(010)、タイ(008)、シンガポール(023)、ネパール(015)、マレーシア(009)、

インドネシア(005)、モルディブ(020)、オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)、英国(300)

12

フィリピン(004） 香港(002)、タイ(008)、シンガポール(023)、マレーシア(009)．インドネシア(005)、

オーストラリア(100)、ニュージーランド<101〉

8

ブルネイ(016） シンガポール(023)、マレーシア(009)、インドネシア(005)、ブィリピン(004)、タイ(008)、

香港(002)、オーストラリア(100)、ニュージーランド(101）

9

マレーシア(009） タイ(008)、シンガポール(023)、インドネシア(005)、フィリピン(004)、ブルネイ(016)、香港(002)、

オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)

タイ(008)、インド①12)、マレーシア(009)、シンガアI準ル(023)、ネパール(015)、ペトナム(602)、

ラオス(014)、インドネシア(005)、香港(002)、オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)

9

ミャンマー(010） 12

モンゴル(601) 中国(600)、ロシア(500)、香港(002)、シンガポール(023)、オーストラリア(100)、

ニュージーランド(101)、韓国(000)

8

ラオス(014） タイ(008)、ベトナム(602)、シンガポール(023)、マレーシア(009)、中国(600)、 ミャンマー(010)、

オーストラリア(100)、香港(002)、ニュージーランド(101)

10

カナダ;､201） 、 メキシコ・202) 、バハマi227; 、 ジャマイカ（221i

米国(200)、メキシコ(202)

５
’
３

米国(200）

カナダ(201）

アルゼンチン(211） 米国(200)、ウルグアイ(218)、ブラジル(210)、パラグアイ(223)、チリ(216)、メキシコ(202)、

カナダ(201〉

8

ペネズエラ(212） 米国(200)、コロンビア(213)、ペルー(215)、ブラジル(210)、オランダ領アンテイル諸島(253)、

メキシコ(202)、オランダ領アルバ(254)、カナダ(201)

.■1
吋｡

(兼)ガイアナ(256） ペネズエラ<212)、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ，ﾄﾊﾞｺﾞ (222)、バルバドス(252)、米国(200)、英国(300)、

コロンビア(213)、メキシコ(202)、カナダ(201)、ペルー(215)、ブラジル(210)

11



1 5 1“U【

嫌)スリナム(257） ブラジル(2m、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・M.ｺﾞ(222)、米国(200)、オランダ(307)、コロンビア(213)、

ペネズエラ(212)、メキシコ(202)、カナダ(201）

9

ウルグアイ(218） ブラジル(210)、アルゼンチン(211)、米国(200)、パラグアイ(223)、チリ(216)、メキシコ(202)

カナダ(201）

、 8

エクアドル(214） 米国(200)、コロンビア(213)、ペルー(215)、パナマ(208)、ボリビア(217)、メキシコ(202)、

ブラジル(210)、カナダ伽1)

9

エルサルバドル(205） ホンジュラス(204)、グアテマラ(203)、メキシコ但02)、米国(20｡、ニカラグア(206)、

コスタリカ(207)、カナダ(201)

8

キューバ(209) 米国(200)、メキシコ(2咽、カナダ(201)、コスタリカ(207)、パナマ値08)、ペネズエラ(212） 7

グアテマラ(203） 米国(200)、メキシコ(202)、ホンジュラス伽4)、エルサルバドル伽5)、ベリーズ(224)、

ニカラグア伽6)、コスタリカ(207)、パナマ(208)、ドミニカ共和国(259)、カナダ(201）

11

コスタリカ(207) 米国(200)、パナマ(208)、コロンビア(213)、メキシコ(202)、エルサルバドル(205)

ニカラグア伽6)、グアテマラ㈹3)、カナダ(201）

や 9

コロンビア(213） 米国(200)、メキシコ(202)、パナマ(208)、ペネズエラ(212)、エクアドル(2剛、ペルー(215)、

カナダ(201)

8

ジャマイカ(221） 米国伽⑩、 ドミニカ共和国(259)、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰ ・ﾄ ｺﾞ(222)、ハイチ(220)、パナマ(208)、

メキシコ(202)、カナダ(201)、バハマ(227) .

9

チリ(216） 米国(20印、アルゼンチン(211)、ペルー(215)、ボリビア(217)．ブラジル<210)、メキシコ(202)、

カナダ(201)、オーストラリア(100）

9

ドミニカ共和国(259） 米国棚0)、ペネズエラ(2m、パナマ側8)、メキシコ伽2)、ハイチ(2伽)、ジャマイカ(221)、

カナダ(201)、バハマ("7)

9

ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ(222） ペネズエラ(212)、米国(20の、ガイアナα56)、バルバドス(252)、スリナム(257)、メキシコ(202）

カナダ(201）

、 8

㈱9ｱﾝﾃｨｸﾞｱ･バｰﾌﾞｰﾀﾞ(240） 米国(200)、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰ ・ﾄﾊﾞｺﾞ(222)、セントルシア側8)、バルバドス(252)、メキシコ(202)

カナダ(201）

、 7

嫌)グレナダ(251） 米国伽0)、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・ﾄ ｺﾞ(222)、バルバドス(252)、セントルシア(248)、メキシコ伽2）

カナダ(201）

7

嫌)ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ(249） 米国(20帥、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・ﾄパｺﾞ(222)、バルバドス(252)、セントルシア側8)、メキシコ(202)、

カナダ(201)

7

嫌)ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･かｳ・ｲｽ(237） 米国(2叩、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・ﾄ ｺﾞ(222)、ｱﾝﾃｲｸﾞｱ・パ勺・-ﾀﾞ(24m、バルバドス(252)、メキシコ(202)

カナダ(201)

7

(兼)セントルシア(248） 米国(2叩、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・ﾄ ｺﾞ(222)、ｱﾝﾃｨｸﾞｱ・ ｰﾌﾞｰﾀﾞ(24⑩、バルバドス(252)、メキシコ伽2)、

カナダ(201）

7

(兼)ドミニカ（245） 米国(200) 、 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・脈ｺﾞ(222)、ｱﾝﾃｨｸﾞｱ・ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ(24の、セントルシア(248)、

バルバドス(252)、メキシコ(202)、カナダ(201）

8

e贋)バルバドス(252） 米国(200)、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・脈ｺﾞ(222)、ｱﾝﾃｲｸﾞｱ・ ｰﾌﾞｰﾀﾞ(240)、メキシコ(202)、カナダ(201) 6

ニカラグア(206） 米国伽⑩、コスタリカ(2伽、パナマ(208)、ホンジュラス(2側、エルサルバドル伽5)、

グアテマラ(203)、メキシコ(202)、カナダ(201）

9

ハイチ(220) 米国(20⑩、メキシコ(202)、 ドミニカ共和国(259)、英国(300)、ジャマイカ(221)、キューバ(209)、

カナダ(201)、パナマ(208)

9

パナマ(208） 米国(20肋、コスタリカ(207)、コロンビア(213)、ペルー(215)、メキシコ(202)、カナダ(201) 7

パラグアイ(223） 米国伽⑪、アルゼンチン(211)、ブラジル(210)、ウルグアイ(218)、チリ(216)、ペルー(215)、

ボリビア(217)、メキシコ(202)、カナダ(201）

10

ブラジル(210） アルゼンチン(211)、チリ(216)、米国(20帥、パラグアイ(223)．ボリビア(217)、ペルー(215)、

ウルグアイ(218)、ペネズエラ(212)、メキシコ岨02)、カナダ(201）

11

ペルー(215） 米国(200)、ブラジル(21⑪、チリ(216)、エクアドル(214)、コロンビア(213)、ボリビア(217)、

メキシコ(202)、カナダ(201)

9

ボリビア(217） ブラジル(2川、パラグアイ(223)、アルゼンチン(211)、米国(20〃、ペルーα15)、チリ(216)、

メキシコ(202)、カナダ(201）

9

ホンジュラス(204) 米国(20肋、メキシコ(202)、グアテマラ(203)、コスタリカ(207)、パナマ伽8)、

エルサルバドル(205)、ニカラグア(206)、カナダ(201）

9

メキシコ(202） 米国(200)、グアテマラ(203)、ホンジュラス(204)、ベリーズ(224)、カナダ(剛） 6

嫌)ベリーズ(224） 米国(200)、カナダ伽1)、メキシコ(202)、グアテマラ(203)、ホンジュラス(204)、

エルサルバドル(205)、ニカラグア(206)、コスタリカ(207)、パナマ(208)、ドミニカ共和国(259)、

ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ ・ﾄﾊﾞｺﾞ(222)、ジャマイカ(221）

13
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、

アゼルバイジャン(515） ロシア(500)、 トルコ(402》、イラン(400)、オーストリア(305)、ドイツ(301)、英国(3”、

スイス(3“）

8

イタリア(303) ドイツ(301)、スイス(304)、フランス(302)、オーストリア(305)、ギリシli'(316)、マルタ(326)、

バチカン(321）

8

(兼)アルバニア(507） ギリシヤ⑬16)、イタリア(303)、セルピア・モンテネグロ(317)、オーストリア(3”、

ルーマニア(504)、スイス(3側、 ドイツ(301)、フランス(302）

9

バチカン(321） イタリア(303)、ドイツ(301)、スイス(304)、フランス(302)、オーストリア(305)、ギリシヤ(316)、

マルタ(326）

8

ウクライナ(511） ロシア(50助、ポーランド(501)、オーストリア(305)、ドイツ(301)、ハンガリー(503)、 。

フランス(302)、英国(30の

8

(兼)モルドバ(513） ウクライナ(511)、ロシア(500)、ルーマニア幅O4)、オーストリア(305)、ドイツ(301)、

ブルガリア(505)、フランス(302)、英国(30の

9

ウズペキスタン(517） イランMOO)、パキスタン(013)、インド(012)、カザフスタン(516)、キルギス(519)、

トルクメニスタン(518)、英国(300)、ドイツ(301)、フランス(302)、韓国(00⑪、タジキスタン(520)

12

(鋤タジキスタン(52の イラン伽助、パキスタン①13)、インド(012)、カザフスタン側励、キルギス(51功、

ウズベキスタン(517)、 トルクメニスタン(51鋤

8

オーストリア(305) ドイツ(301)、イタリア伽3)、スイス(304)、リヒテンシュタイン(318)、フランス(302)、

ベルギー(306）

7

(兼)スロペニア(328） オーストリア(305)、 ドイツ(301)、イタリア(303)、スイス(304)、リヒテンシュタイン(318)、

ハンガリー(503)、フランス(302)、英国伽O)

9

嫌)ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｴｺﾞﾋﾞﾅ(330） オーストリア(305)、 ドイツ(301)、スイス(304)、スロペニア(328)、クロアチア(327)、

セルビア・モンテネグロ(317)、フランス(302)、英国(3川

9

(兼)ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧正ｺﾞｽﾗﾋ･7共和国(329） オーストリア⑬05)、ドイツ(301)、スロペニア(328)、ギリシヤ(316)、ブルガリア剛5)、

フランス(302)、セルピア・モンテネグロ(317)、英国伽0）

9

オランダ(307） ルクセンブルク(308)、ベルギー(306)、フランス(302)、オーストリア(305)、スイス(304)、

英国⑬0の、ドイツ(301〉

8

カザフスタン⑮16） ロシア(500)、 トルコ(4咽、ドイツ(301)、中国(600)、キルギス(519)、ウズペキスタン(517)、

トルクメニスタン(518)、タジキスタン(520) ･

9

(兼)キルギス(519） イラン伽0)、パキスタン(013)、インド①12)、カザフスタン(516)、ウズペキスタン(517)、

トルクメニスタン(518)、タジキスタン(520)、ロシア(500)、 トルコ(402）

10

ギリシヤ(316） トルコ卿02)、キプロス(418)、イタリア(303)、セルピア・モンテネグロ(317)、フランス(302) 6

(兼)キプロス(418） ギリシヤ(316)、イタリア伽3)、 トルコ(402)、セルピア・モンテネグロ(317)、フランス(302） 6

クロアチア(327） オーストリア(305)、ドイツ(301)、イタリア伽3)、スイス伽〃、リヒテンシュタイン⑬18)、

スロペニア(328)、ハンガリー(503)、フランス(302)、英国伽帥 、

10

スイス(304） フランス伽2)、ドイツ伽1)、オーストリア(305)、イタリア(303) 5

スウェーデン(31の デンマーク(311)、フィンランド(312)、ノルウェー伽9)、ドイツ(301) 5

(；勅ラトビア幅09〉 スウェーデン側0)、デンマーク側1)、フィンランド側2)、リトアニア(5側、エストニア側8） 6

スペイン(314） フランス(302)、イタリア(303)、ポルトガル(315)、モロッコ(409)、スイス(304） 6

チエコ(502） オーストリア(305)、ドイツ(301)、フランス(302)、ハンガリー(503)、ポーランド(501)、

スロバキア(506)、イタリア(303)、スイス⑬04)、オランダ伽7)、ギリシヤ(316)、英国(300)．

12

スロバキア(506） オーストリア(305)、 ドイツ(301)、ハンガリー(503)、チエコ(502)、フランス(302)、イタリア(303)、

スイス(304)、オランダ(307)、ギリシヤ(316)、ポーランド(501)

11

デンマーク(311） スウェーデン(310)、ドイツ(301)、ノルウェー(309)、オランダ(307) 5

(兼)リトアニア(510） デンマーク(311)、 ドイツ(301)、エストニア(508)、ラトビア伽9)、スウェーデン(31の、

フィンランド(312)、ポーランド(501)、英国(300）

9

ドイツ(301) フランス(302)、スイス(304)、オーストリア(305)、オランダ(307)、ペルギー(306)

ルクセンブルク〔308)、イタリア(303）

8

ノルウェー<3側 スウェーデン(3Ⅷ、フィンランド《3個、デンマーク<311)、アイスランド側9)、英国(3剛、

ドイツ(301)、オランダ(307)

8

(兼)アイスランド(319） ノルウェー(309)、スウェーデン(310)、フィンランド(312)、デンマーク(311)、英国伽O) 6

ハンガリー(503） オーストリア(305)、ドイツ(301)、チエコ(502)、スロバキア(506)、英国(30⑩、フランス(302） 7

フィンランド(312） スウェーデン(310)、ノルウェー(309)、ドイツ伯01)、デンマーク(311)、ロシア(50帥 6



オランダ(307)、ベルギー(306)、ルクセンブルク(308)、スイス(304)、ドイツ(301)、イタリア(303)、

英国(300）

8フランス(302）

ギリシヤ(316)、 トルコ(402)、オーストリア(305)、 ドイツ(301)、ルーマニア(504)、フランス(302)、

英国(300)、イタリア(303)

ブルガリア(505） 9

オランダ(307)、ルクセンブルク(308)、英国(300)、 ドイツ(301)、フランス(302)、

オーストリア(305)、スイス(304）

ペルギー(306) 8

オーストリア(305)、 ドイツ(301)、チェコ(502)、スロパキア(506)、スウェーデン<310)、

デンマーク(311)、英国(300)、フランス(302）

9ポーランド(501)

ポルトガル(315） スペイン(314>、フランス(302)、英国(300)、イタリア(303) ５
’

オーストリア(305)、ハンガリー(503)、ルーマニア(504)、ギリシヤ(316)、ブルガリア(505)、

ドイツ(301)、フランス(302）

8セルピァ。モンテネグロ(317）

ブルガリア(505)、ハンガリー(503)、オーストリア(305)、フランス(302)、 ドイツ(301)ルーマニア(504） 6

ベルギー(306)、オランダ(307)、 ドイツ(301)、フランス(302)、英国(300)、オーストリア(305)、

スイス(304）

ルクセンブルク(308） 8

英国(300） オランダ；”7)、 ヘルキー《:〕06> 、 フランス(､302} 、 ドイツ(301 ５

フィンランド(312>、フランス(302)、ノルウェー(309)、スウェーデン(310)、オーストリア(305)、

ドイツ(301）

ロシア(500) 7

ロシア(500)、 トルコ(402)、イラン(400)、オーストリア(305)． ドイツ(301)(兼)アルメニア(514）
、
当
Ｂ
４

Ｆ
Ｌ

ロシア(500)、イラン(400)、パキスタン(013)、インド(012)、カザフスタン(516)、キルギス(519)、

ウズペキスタン伍17)、タジキスタン(520)

(兼）トルクメニスタン(518） 9

(兼)ベラルーシ(512） ロシア(500)、ポーランド(501)、オーストリア(305)、フィンランド(312)、スウェーデン(310)、

ドイツ(301）

7

アゼルバイジャン(515)、ロシア(500)、 トルコ(402)、イラン(400)、オーストリア(305)、

ドイツ(301)

(ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ大兼>グルジア(521） 7

’
５オーストラリア(100) ニュージーランド(101)、ハ′ブｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ(102)、フィジー(108)、ニューカレドニア(110)

ソロモン(107） オーストラリア(100)、ハ,ﾌﾞｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ(102)、フイジー(108)、バヌアツ(116)、

ニューカレドニア(110>、ニュージーランド(101)

7

ニュージーランド(101) オーストラリア(100)、ハ.ﾌﾞたﾕｰ芋ﾆｱ(102)、フィジー(108)、ニューカレドニア(110)、

フランス(302)注 注：フランス領ポリネシアへの渡航用

6

(兼)サモア(146） フイジー(108)、米国(200)、オーストラリア(10⑱、ニュージーランド(101)、 トンガ(140) 6

パプアニューギニア(102） オーストラリア(100)、シンガポール(023)、米国(200)、香港(002)、フィリピン(004)、

インドネシア(005)、ソロモン(107)、ニュージーランド(101)

9

パラオ(148） フイジー(108)、米国(2m)、マーシヤル(125)、ミクロネシア(124)、フィリピン(004)、

インドネシア(㈹5)、シンガポール(023）

8

Iフィジー(108）

(兼)バヌアツ(116）

(兼)キリバス(121）

,|(兼)ツバル(127）

|(兼)トンカ(140)
|(兼)ナウル(120）

オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)、ニューカレドニア(110)、米国(200)

フイジー(108)、オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)

フイジー(108)、オーストラリア(100)、米国(20例、ナウル(120）

フイジー(108)、オーストラリア(1")、ニュージーランド(101)

フイジー(108)、オーストラリア(100)、ニュージーランド(101)、米国(200)

フイジー(108)、オーストラリア(100)、米国(200)

５

４

ｌ

５

ｌ

４

ｌ

５

ｌ

４

マーシャル(125） フィジー(108)、ミクロネシア(124)、米国(200)、キリバス(121)、ツバル(127)、

オーストラリア(100)

7

ミクロネシア(124） パラオ(148)、マーシヤル(125)、米国(200)、オーストラリア(100)、フイジー(108)、

ナウル(120)、インドネシア(005)、シンガポール(023)

9

アフガニスタン(417）

アラブ首長国連邦(423） サウジアラビア(405)、英国(300)、カタール(422)、フランス(302)、オマーン(424)、

バーレーン(421)、クウェート(406)、タイ("8)、マレーシア(009)、シンガポール(023)

11

イエメン(425） エジプト(407)、英国(300)、サウジアラビア(405)、 ドイツ(301)、フランス(302)、オランダ(307)、

アラブ首長国連邦(423)、タイ(008)、マレーシア(009)、シンガポール(023）

11

イスラエル(448） エジプト(407)、英国(300>、フランス(302)、 ドイツ(301)、オーストリア(305)、 トルコ(402)、

スイス(304)、ギリシヤ(316)、オランダ(307)、ヨルダン(419)、イタリア(303)、キプロス(418）

13

イラン(400) アラブ首長国連邦(423)、フランス(302)、英国(300)、 トルコ(402)、 ドイツ(301)、スイス(304)、

オランダ(307）

8

｜
澗オマーン(424） アラブ首長国連邦(423)、フランス(302)、英国(300)、バーレーン(421)、カタル(422)、

クウェート(406)、タイ(008)、サウジアラビア(405)、オランダ(307)、 ドイツ(301)、

イタリア(303)、マレーシア(009)、シンガポール(023)
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カタール(422） バーレーン(421)、サウジアラビア(405)、アラブ首長国連邦(423)、フランス(302)、英国300)

ドイツ(301)、オマーン(4鋤．オランダ(307)、イタリア(303)、シンガポール伽3)、

クウェート伽6）

、 12

クウェート(406） サウジアラビア(405)、バーレーン仏21)、アラブ首長国連邦側23)、英国(300)、ドイツ伽1)、

フランス⑬02)、オランダ(307）

8

サウジアラビア(405) エジプト伽7)、フランス(302)、英国(30⑲、ドイツ(301)

スイス伽4)、シンガポール⑩23)、バーレーン(421）

、 ヨルダン(419)、イタリア(303)、 10

ヨルダン(419） 英国伽功、フランス(3咽、トルコ(402>、シリアⅧ3)、エジプト(407） 6

(兼)イラク(401)

シリア(403） フランス(302)、エジプト(407)、 トルコ伽2)、ヨルダン側9)、ドイツ(301)、英国(300)、

イタリア(303)、オーストリア(305)、レバノン(404）

10

トルコ(402） ギリシヤ(316)、英国(30｡、フランス伽2)、スイス(3側、ドイツ伽1) 6

バーレーン(421） 英国(300)、フランス(302)、アラブ首長国連邦幌3)、サウジアラビア剛5)、オランダ(307)、

タイ(008）

7

レバノン(404） シリア〔403)、キプロス(41鋤、英国伽0)、フランス(302)、エジプト伽7） 6

アルジェリア仏29） フランス咽02)、イタリア(303)、チュニジア仏28)、モロッコ伽9)

スイス伽4）

、 ドイツ伽1)、英国伽0） 、 8

ウガンダ(412） ケニア“11)、ペルギー(306)、タンザニア(413)、英国(300)、イタリア(303)、スイス(304)、

フランス(302)、セーシェル(461)、ドイツ(301）

10

エジプト(407） ギリシヤ(316)、キプロス側8)、イスラエル(448)、フランス(302)、イタリア(303)、英国伽O)、

ドイツ伽1)、スイス(3脚、オランダ(307)、シンガポール(023)

11

エチオピア(410） 英国伽0)、フランス(3咽、ドイツ(301)、ケニア側1)、エジプト側7)、サウジアラビア剛5)、

イタリア(303)、エリトリア(481)、タイ(008）

10

ガーナ(414） コートジボワール(438)、 トーゴ(439)、ブルキナファソ(433)、英国(3伽)、スイス(304)、

フランス(302)、オランダ(307)、ナイジェリア(415)、イタリア(303)、ドイツ(301)

11

(兼)シエラレオネ(436） ギニア(435)、コートジボワール側8)、ガーナ側4)、英国(30｡、スイス伽4)、フランス伽2)、

リペリア鯛7)、ペルギー(306）

9

ガボン(442） スイス(304)、フランス(302)、ベルギー(306)、南アフリカ(416)、カメルーン(441)

中央アフリカ側44）

7

(兼)コンゴ共和国(480) ガボン側2)、フランス(302)、ペルギー(306)、スイス(304)、南アフリカ"16) 6

(兼)ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾞﾘﾝｼﾍﾞ(463） ボルト伽し(315)、ガボン側2)、フランス伽2)、ペルギー(306)、南アフリカ側6) 6

(兼)赤道ギニア(460） フランス(3咽、スペイン(314)、ベルギー伽6)、カメルーン(441)、ガボン剛2)、南アフリカ側6） 7

カメルーン(441） ガボン(442)、ナイジェリア側5)、フランス(302)、スイス(304)、ベルギー(306) 6

(ヨ f)チャド(443) フランス(302)、カメルーン側1)、コンゴ共和国伽0)、ガボン(442)、エチオピア(41の 6

ギニア(435） セネガル伽1)、コートジボワール(438)、シエラレオネM36)、フランス(302)、ベルギー(306) 6

ケニア(411） ウガンダ仏12)、タンザニア“13)、英国伽0)、イタリア(303)、スイス(304)、フランス(302)、

ペルギー伽6)、セーシェル(461)、ドイツ(301)、南アフリカ側6）

11

嫌)エリトリア(481） エチオピア(410)、英国(30"、フランス(302)、ドイツ(301)、ケニア(411)、エジプト(407)、

サウジアラビア伽5）

8

(兼)セーシェル(461） 英国(300)、フランス(302)、ケニア(411） 4

<兼)ブルンジ(450） フランス(302)、ペルギー(306)、ケニア側1)、ルワンダ(449) 5

(ヨ［)ルワンダ(449） フランス(302)、ペルギー(306)、ケニア(411)、ブルンジ(4卵） 5

コンゴ民主共和国(445） コンゴ共和国(480)、フランス伽2)、ベルギー(306)、スイス(3側、南アフリカ仏16)、ガボン(442） 7

ザンビア(474） ジンバブエ(4ﾌ3)、ケニア(411)、タンザニア側3)、南アフリカ(416)、ボツワナ(475)、

マラウイ(451)、英国(300)、モザンビーク(470)、ナミビア(468）

、 10

嫌)マラウイ(451） ジンバブエ(473)、ケニア(411)、南アフリカ(416)、英国伽O)、ザンビア仏74)、モザンビーク(470)、

タンザニア側3）

8

(仏大兼)ジブチ(469） 英国(300)、ドイツ(301)、フランス(302)、イタリア(303)、サウジアラビア(405)、エジプトU07)、

ケニア“11)、エチオピア(41の、エリトリア(481）

10

ジンバブエ(473） 南アフリカ(416)、ボツワナ(475)、モザンビーク(47の、ザンビア(474)、アンゴラ(467)、英国(300） 7

(兼)アンゴラ(467） 南アフリカ(416)、ジンバブエ(4刑、ザンビア(474)、ポルトガル(315)、英国(300） 6

スーダン(408） サウジアラビア伽5)、エジプト(407)、エチオピア“川、ドイツ(301)、フランス伽2)、英国伽O)、

オランダ侭07)、ケニア(411）

9

セネガル(431） ペルギー(306)、イタリア(303)、スイス(304)、フランス(302)、スペイン(314) 6

(！贋)カーボヴエルデ(456） セネガル(431)、オランダ(307)、ポルトガル(315)、米国(20の 5



フランス(302)、ポルトガル(315）

コートジボワール(438〕、フランス(302）

フランス(302)、ペルギー(306)

(兼)ギニアビサウ(459）

(兼)マリ(432）

(兼)モーリタニア(430）

セネガル(431)、

セネガル(431)、

セネガル(431)、

４

ｌ

４

ｌ

４

フランス(302)、スイス(304)、ペルギー(306)、ガーナ(414)、セネガル(431)、英国(300)、

オランダ(307)、ポルトガル(315）

コートジボワール(438） ９
’

(兼）トーゴ(439） フランス(302)、ベルギー(306)、コートジボワール(438） 4

(兼)ニジェール(434） フランス(302)、スイス(304)、ベルギ-(306)、ナイジェリア(415)、ベナン(440)、

コートジボワール(438）

7

(兼)ブルキナファソ(433）

(兼)ベナン(“0）

フランス(302)、スイス(304)、ペルギー(306)、コートジボワール(438）

フランス(302)、スイス(304)、ベルギー(306)、コートジボワール(438)、ナイジェリア(415)

５
’
６

タンザニア(413） ケニア(411)、英国(3”、フランス(302)、南アフリカ(416)、ジンバブエ(473)、スイス(304)、

オランダ(307) '

8

中央アフリカ(444） フランス(302)、カメルーン(441)、コンゴ共和国(480)、スイス(304)、ペルギー(306)、ガボン(442)、

コートジボワール(438）

8

チュニジア(428） フランス(302)、イタリア(303)、アルジェリア(429)、モロッコ(409)、 ドイツ(301〕、英国(300) 7

ナイジェリア(415） コートジボワール(438>、ガーナ(414)、 トーゴ(439)、英国(300)、フランス(302)、ペナン(440)、

カメルーン(441)、 ドイツ(301)、イタリア(303)、スイス(304)、オランダ(307)、ベルギー(306)

13

マダガスカル(447） ケニア(411)、レユニオン(472)、モーリシャス(471)、南アフリカ(416)、フランス(302)、

シンガポール(023)、香港〈002〉

8

<兼)コモロ(462）

(兼)モーリシャス(471）

レユニオンu72)、ケニア<411)、南アフリカ(416)、フランス“2)、マダガスカル“7）

レユニオン(472)、ケニア(411)、南アフリカ(416)、フランス(302)、マダガスカル<447）

６
－
６

南アフリカ(416） ジンバブエ(473)、レソト(476)、スワジランド(478)、ナミビア(468)、フランス(302)、英国(300)、

ドイツ(301)、オーストラリア(1m）

9

四
四
面

(兼)スワジランド(478）

(兼)ナミビア(468）

(兼)ボツワナ(475）

南アフリカ<416)、ジンバブエ(473)、フランス(302)、 ドイツ(301)、英国(300)

南アフリカ(416)．フランス(302)、ドイツ(301)、英国(300)

英国(30⑱、フランス(302)、南アフリカ(416)、ジンバブエ(473)、ザンビア(474）

(兼)レソト(476） 南アフリカ(416)、スワジランド(478)、フランス(302)、 ドイツ(301)、英国(300)、

オーストラリア(100)

7

モザンビーク(470) マダガスカル(447)、ジンバブエ劇73)、ポルトガル(315)、南アフリカ(416)、スワジランド(478)、

フランス(302)

7

５
’
７

|ﾌﾗﾝｽ(302)､スペイン(314)､ｱﾙジｪﾘｱ(429)､英国(3卯）

|ﾁｭﾆジｱ(428)､ﾏﾙﾀ(326)､エジプト(407)､イタリア(303)､ﾌﾗﾝｽ(302)､英国(300)
|モロッコ(409)

|ﾘピｱ(427）
|リベリア(437）

短期出張者の渡航先緩和国（特例）

所在国（地域’

|ｱﾙﾆｱ(507)
|ﾏｹﾄﾞﾆｱ旧ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ共和国(329）

渡航先禮和国．地域

イタリア(303)、ドイツ(301)、スイス(304)、オーストリア(305)

ドイツ(301)、スロペニア(328)、ギリシヤ(316)、オーストリア(305)

計
－
５
’
５

ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ(330） オーストリア(305)、 ドイツ(301)、スイス(304)、スロペニア(328)、クロアチア(327)、

セルビア・モンテネグロ(317）

7

キルギス(519） ウズペキスタン<517)、カザフスタン(516） 3

1



資料1－9

短期在外研究員の渡航先国について

’派遣前に渡航先として認める国又は地域(以下脈遣先国」という｡)は､派遣の手

引き(I4派遣先国）に記載のとおり、派遣先国のみとする。

2公用旅券の発給に際し､裏面の「公用旅券に予め記載することが出来る近隣国の一

覧表｣の‘派遣先国"欄の国に対応する"派遣先国の他公用旅券に記載される近隣国”

は、派遣先国の非常事態の場合に備えて、予め渡航先国としての記載を認めている。

（派遣の手引きⅡ(2)(b)②公用旅券発給請求書を参照）

3派遣後に調査研究のために派遣先国以外の国に渡航する必要が生じた場合は、事前

に調査目的、渡航日農訪問先､調査内容等を記した「渡航先国追加申請書］を人事

院に提出すること。 （派遣の手引きⅢ5渡航先国の追加申請を参卿

政治的に不安定な国､治安の謝上している国への渡航は､原則として認めておらず、

また、渡航先国の追加に当たっては、次の要件を満たしていること。

①（卸の渡航先国での調査研究が、調査研究課題に含まれ､最終報告書を作成す

るに当たっての要素の一つとなること｡儲査研究に欠くべからざるものであるこ

と）

②インタビュー等による調査研究を行うなど、 （勤､渡航先国での調査研究力瀧

実に行われること。 （会議の傍聴等だけでは認めな此）

4申請手続について

提出された「渡航先国勵ﾛ申請書」に基づいて、渡航先国働ﾛの承認手続を行い、

研究員に渡航の可否について連絡する。

なお、 （追加)渡航先国での研究成果は、月次報告書に記載して報告すること。

（1）公用旅券に記載がない国への渡航の場合

研究員が派遣されている国の日本国在外公館において渡航先国勵ﾛの手続が必要

となる。人調澆から外務省本省へ依頼し、外務省本省から研究員が手続を行う在外

公館へ指示等を行うので､少なくとも渡航の’か月以上前には､ ｢渡航先国追加申請

贄を人事院に提出すること。

なお、渡航の変更、取りやめは不可とする。

(2)近隣国として既に公用旅券に記載されている国への渡航の場合

近隣国の記載は、あくまでも派遣先国の非常事態の場合に備えるためであり、調

査研究のために渡航する必要が生じた場合､在外公館での手続等はないが、必ず申

請書を人事院に提出すること。

以上



資料1－9

短期在外研究員の渡航先国
公用旅券に予め記載することが出来る近隣国の一覧表

＊国名の後の番号は､渡戴先ｺｰド番号を示すが､公用…静卿濁娩ｺｰド表噸して記入すること。

3… j鑓魍の他公用旅譲こ記載される近関ヨ
●

…①0の 香港側

インドネシア伽印 タイ伽鋤、フィリピン㈹4)、マレーシア(O的)、シンガポール伽鋤

タイ⑳卿 シンガポール伽3)、インドネシア(005)、フィリピン①側、マレーシア①⑨

マレーシア①卿 タイ伽印、シンガポール伽3)、インドネシア伽印、フィリピン伽4）

ｼﾝ刀ボｰゾﾚ①2の マレーシア伽の、インドネシア伽5)、タイ①⑧、フィリピン⑩04）

オーストラリア(10の ニュージーランド(101)、インドネシア①0句

ニュージーランド(101） オーストラリア(1⑩、インl妹シア①05）

アメリカ(20の カナダeO1)、メキシコ(202)

カナダ伽l) アメリカ帥)、メキシコ伽2）

コロンビア(213） ノサマ⑫閃)、ベネズエラ(212)、エクアドル(21の、ペルー(215)

エクアドル(214） コロンビア⑫13)、パナマ但肥）

イギリス(3帥 ベルギー⑬胸、オランダ⑬07)、ルクセンブルク⑬08)、フランス(302)、ドイツ(301)

ドイツ(301）
ベルギー(3”、オランダ⑬07)、ルクセンジルク(3脚、フランス⑬O2)、スイス⑬04)、

オーストリアG"

フランス⑬02）
ベルギー(3船)、オランダ(307)、ルクセンダルク(30鋤、ドイツ⑬01)、イタリア⑬03)、

スイス⑬O4)

イタリアGO" スイス⑬04)、フランス⑬O2)、オーストリア⑬0句

スイス(304） フランス⑬02)、ドイツ(301)、イタリア旧”、オーストリア(3脇）

オーストリアG卿 ドイツ(301)、フランス(302)、診●レギーe"、スイス⑬04)

ベルギー⑬0句 オランダ⑬07)、ルクセンジルク伽8)、イギリス⑬側)、フランス⑬⑭、ドイツ⑬01)

オランダ⑬07) ベルギー⑬”、ルクセンブルク(釦8)、イギリス(3n、フランス⑬O2)、ドイツ⑬01)

ルクセンカレク(3鯛） オランダ(307)、ベルギー(3卿、イギリス⑬⑨、フランス(3咽、Fイツ⑬01）

ノルウェー(3鯛） スウェーデン(31の、デンマーク(311)、フィンランド(312)、イギリス＠m

スウェーデン(31の ノルウェー(3卿、デンマーク(31D、フィンランド(312)、ドイツ(301)

デンマーク(311) スウェーデンG1の、ドイツ⑬01)、ノルウェー個卿、オランダGO7)

フィンランド(31鋤 スウェーデンG1の、ノルウェー⑬0の、ドイツ⑬01)、デンマークGIl)、ロシア⑮、

アイルランドe1" イギリス⑬叩、フランス⑬咽

スペイン⑬1少 フランス(302)、イタリア⑬03)、ポルトガル⑬15）

アラブ首長国鐵I(42D
サウジアラビア(40句、カタール(42の、オマーン(424)、バーレーン(421)、

クウェート(4⑤

ロシア⑮⑩ オーストリアGO印、ドイツ⑬01)

中篭人民共和国⑯⑩ 香港伽2）

ベトナム佑卿 ラオス①14)、タイ(畑、シンガポーール①23)



資料1-10
G

長期在外研究員に発給する公用旅券の渡航先国記戦について

1．標記公用旅券の発給に際しでは、下表の派遣先国欄の国に対応する渡航先国欄の国
の範囲内であれば、公用旅券の渡航先としての記載を認める。ただし、その渡航先国
欄の国への渡航は、派遣先国の非常事態の場合を除き、長期在外研究員の研修の一環
として有益なものでなければならない。

なお、中国への留学に関しては、中国政府が公用旅券の使用を認めないという特殊

事情から、一般旅券での入国となっている。 1

2．前記以外の渡航先国に渡航する場合は、当該渡航が長期在外研究員の派遣先大学院
等の研究に必要な場合に限り、事前に、公用旅券に渡航先国として追加する必要のあ

る国名（航空機が直行便でない場合は経由国も含む｡)、渡航目的・調査目的、渡航日
程、訪問先、調査内容等を詳細に記した渡航先国追加承認申請書（客観的資料添付）

を、所属府省を通して人事院に提出し、その承認を得た上で、公用旅券への渡航先国
追加を請求することができる。

なお、政治的に不安定な国、治安の悪化している国への渡航は避けること。事前に
外務省の海外安全ホームページを確認し、渡航の必要性を検討した結果、 「レベル1 ：
十分注意してください」の地域への渡航を希望する場合には、安全対策を十分に講じ
た上で申請すること。また、 「レベル2：不要不急の渡航は止めてください」以上の地

域への渡航は認めない。

ちなみに、これまで渡航先国の追加が認められたものは、①渡航目的が大学院の履

習カリキュラムの一環としてのフィールF・ワークであること、②渡航日程が明確で
あり、授業日程との関係で支障がないこと、③渡航訪問先について指導教官との事前
打合せが済んでおり、また当該教官等を通じての事前の訪問アポイントメントが得ら
ていること等の事情が明らかである場合等である。

一方、①渡航目的と研究テーマとの関連が不明瞭なもの、②渡航日程が不明確なも

の、③政治的に不安定な国や治安の悪化している国への渡航等の場合は、 （所属府省が
認めても）人事院として不承認としている。

派遣先国 渡 航 先 国

米国 カナダ、メキシコ、バハマ、ジャマイカ

英国 オランダ、ベルギー、フランス、 ドイツ

ブランス オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スイス、 ドイツ

イタリア、英国

、

ドイツ フランス、スイス、オーストリア、オランダ、ベルギー、

ルクセンブルク、イタリア

オランダ ルクセンブルク、ベルギー、フランス、オーストリア

スイス、英国､・ 臆イツ

、

スペイン フランス、イタリア、ポルトガル、モロッ ． 、 スイス

スウェーデン デンマーク、フィンランド、ノルウェー、 Fイツ

シンガポール マレーシア、インFネシア、タイ、フィリピン、

オーストラリア、ニュージーランド、香港

オーストラリア ニュージーランド、パプア・ニューギニア、フィジー

ニューカレドニア

、

カナダ 米 ヨ、メキシコ

韓国 香港、シンガポール、タイ、フィリピン、オーストラリア
ニュージーランF

、

香港 中国、マカオ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、

オーストラリア、ニュージーランド、タイ、イン隙ネシア
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謎象国
ﾏ 1

■■

q■■｢鍬渡遮量匠「

E】

(平成24年3月1日）

已
■
１
コ
Ｕ
ｌ
ｑ

．
’ 既派

519 キルギス

012 インド

013 パキスタン

400 イラン

401 イラク

402 ﾄルコ

403 シリア

404 レバノン

405 サウジアラビア

406 クウェート

407 エジプト

408 スーダン

409 モロッコ

413 タンザニア

417 アフガニスタン

419 ヨルダン

421 バーレーン

422 カタール

423 アラブ首長国連邦

424 オマーン

425 イエメン

428 チェニジア

446 ソマリア

448 イスラエル

469 ジブチ

481 エリトリア

482 南スーダン

514 アルメニア

515 アゼルバイジャン

516 カザフスタン

517 ウズベキスタン

518 トルクメニスタン

520 タジキスタン

521 ジョージア
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公用旅券の旧姓併記に係る発給基準

平成28年2月

1 運用方針

公用（外交を含む。以下同様｡）旅券の発給請求において，次に掲げる全ての要件を満

たす場合であって， 2に掲げる審査基準に適合すると認めるとき，外務大臣又は領事官

は，公用旅券の発給を受けようとする者（以下「公用旅券の名義人」という｡）の|日姓を

当該公用旅券に併記することができる。

（1）公用旅券の名義人が所属する本邦の機関（以下｢本邦所属機関」という｡）において，

|日姓の使用が認められており，本邦所属機関の長から公用旅券の発給を依頼する旨の

公文書（以下「|日姓併記による公用旅券発給依頼書」 という。雛形は別添1－1及び

1－2のとおり｡）を使用すること。公印省略可｡）において，当該公用旅券に|日姓併

記を依頼する旨が明記されていること。

当該公用旅券に旧姓を併記しなけれ旧姓併記による公用旅券発給依頼書において(2）

ぱ，公用旅券の名義人が渡航先における滞在若しくは渡航先において所属又は勤務す

国の用務（以下「渡航先における用務 の遂行に不都合が生という ｡）る機関における

じることを疎明するとともに，必要に応じて追加の資料（以下「疎明資料 ｡）という

を提出すること。

2審査基準

（1）公用旅券の名義人の|日姓を併記しなければ，渡航先における滞在又は渡航先におけ

る用務の遂行に不都合が生じるか否かについて，疎明資料に基づいて個別に判断する。

ただし，次のいずれかに該当する場合には，原則として，渡航先における滞在又は渡

航先における用務の遂行に不都合が生じるものと判断する。

ア外国政府等からの招聰状に旧姓の記載がある場合

イ疎明資料として旧姓による外国での活動や実績が確認される資料(論文等｡ただし，
1



旧姓が併記された公用旅券は除く｡）が含まれている場合

ウ渡航先の政府機関等から，同一人性の確認のため旧姓が併記された公用旅券の提示

・を求められることが疎明資料により想定される場合

（2）次のいずれかに該当する場合には，旧姓を併記した公用旅券の使用による出入国時

のトラブルを避ける必要があること，若しくは渡航先における滞在又は渡航先におけ

る用務の遂行に不都合が生じるとは考えにくいことから，原則として，旧姓併記を認

めないものとする。

ァ外交伝書使

イ国際緊急援助隊員，在外邦人輸送要員，政府専用機搭乗員等

ウ渡航の目的上，渡航先国の機関等との関係がほとんど想定されない者

エ帰国のための渡航書，緊急旅券の発給を依頼する者

、

(了）

2



外務省領事局旅券課長殿
※返納事由

1損傷再発給 2訂正新規発給

4帰国使用済 6期限切れ
9その他(理由を記入）

⑳
外交･公用旅券返納及び失効報告書

平成30 年4 月 1 日

連絡先･所属 ○○省○○局○○課

氏名○○○○電話(内線)1234-567

氏 名

(へボン式ローマ字で）

返納事由

(※右上参照）

旅券記号及び番号

(記号） （番号）
還付の希望発行年月日

③無
1 2 4 6

⑨（ 3.25付人事異動）
SHOKO ,"､ GAIMU

(名） 〃 （姓） 0 胃 1 ； 2 ； 3 日 4 3 5 ； 620 17； 1 1 4 R: B

有③
1 2 4 6

。（ 未使用 ）
TARO RYOJI

(名） (姓） Q;B20 18: 1 ; 4 0 : 0 : 0 ; 4i 5 i 6 i 7
酉 11

⑤籍
1 2 4 6

｡（ 残存不足 ）
HANAKO ,"､ TANAKA

(名） （姓） 20 16： 1 § 4 4 : 4 3 5 i 5 : 6 : 6 : 7R§B
■

1 2① 6

9 （ ） ③無
I ： :

ICHIRO ,"､ SUZUKI
(名） （姓） 20 18； 1 ； 4 OiOiOili2 : 3 ; 4Q弓B

2 4 61

9 （
有 無

(名） (姓） ）20

－門■
■

2 4 61

9 （

G O

■ ■

■ ■

② ●

p 巳

■ ■

■ ●

■ Q

笹 ﾛ
ﾛ■■■■■■■■■■■

■ 0

句 ■

■ j
■ ■

白 9

口 ｡

■ ■

● ■

■ ●

● ●

■ ■

■ e

句 ●

－
巳 ■

■ ■

● ｡

■ ロ
ー ■

■ 0

句 O

q O
■ e

■ ﾛ

ロ ■

■ ■

－
p G

B ●

■ ■

｡ ●

■ ■

p ■

■ ■

｡ ■

■ 9
G q

■ b

■ G

b 9

｡ U

● ■

■ 0
■ ■

■ ■

■ ■

● ●

■ ､

q ■

｡ ●

幹 ●

有 無
(名） (姓） ）20

■

｡

●

■ 2 4 61

9 （
有 無

(名） (姓） １20
●

1

9 （

2 4 6■
■
■
■
■
■
■
■
●
凸
■
。
、
■
甘
■
■
■
■
●
■
■
日
ロ
。
■
■
●
■
■
●
●
■
■
■
■

有 無
(名） (姓） ）20

■

1

9 （

2 4 6
有 無； ；配：(名） (姓） ）20

１
１

■
■
■
■
■
け

2 4 61

9 （
有 無

。
●

(名） (姓） ）20
O ●

*注未使用旅券返納の際は,公文書を提出願います。
なお,返納理由については,返納事由9に○をつけ,括弧内に理由を記入してください。



資料2－1

数次往復用公用旅券発給依頼書ひな形

第○○○号

○年○月○日

外務省領事局旅券課長殿

○○○省○○局○○課長 （公印，省略可）

数次往復用公用旅券の発給依頼について

今般，当省の職員が下記のとおり公務により海外渡航することとなったので，

数次往復用公用旅券の発給方よろしくお取り計らい願います。

なお，公用旅券の名義人が辞職（退職）したとき， 当該名義人に係る国の用

務が終了したとき， 当該旅券の効力が失われたときは，遅滞なく旅券を返納し

ます。

記

1 所属官職及び氏名

2渡航先及び期間

3 渡航目的

4希望有効期間

5公用旅券管理責任者所属，氏名，連絡先



資料2－2

在外公館での公用旅券発給依頼書ひな形（一往復用）

第○○○号

○年○月○日

外務省領事局旅券課長殿

○○○省○○局長○○課長 （公印，省略可）

一往復用公用旅券の発給依頼について

派遣法に基づき派遣している（又は長期出張中等の）下記当省職員の派遣

（出張）期間を延長したので，一往復用公用旅券の新規発給につき， よろしく

お取り計らい願います。

なお，公用旅券の名義人が辞職（退職）したとき， 当該名義人に係る国の用

務が終了したとき， 当該旅券の効力が失われたときは，遅滞なく旅券を返納し

の

ます･

記

1 所属官職及び氏名・官職．－F・現有旅券番号・発行年月日

（同伴家族を含む）

2派遣先

S 当初の派遣（出張）期間

・延長後の派遣（出張）期間

4渡航先記載国

5手続公館

6旅券請求事務担当者所属，氏名，連絡先

坐



資料2－3

在外公館での公用旅券発給依頼書ひな形（数次往復用）

第○○○号

○年○月○日

’

ｰ

外務省領事局旅券課長殿

○○○省○○局長○○課長（公印，省略可）

数次往復用公用旅券の発給依頼について

派遣法に基づき派遣している（又は長期出張中等の）下記当省職員の派遣

（出張）期間を延長したので，数次往復用公用旅券の新規発給につき， よろし

くお取り計らい願います。

なお，公用旅券の名義人が辞職又は退職したとき，当該名義人に係る国の用

務が終了したとき， 当該旅券の効力が失われたときは，遅滞なく旅券を返納し

⑦

ます°

記

1 所属官職及び氏名・官職コード・現有旅券番号・発行年月日

（同伴家族を含む）

2派遣先

3 当初の派遣（出張）期間

延長後の派遣（出張）期間

4希望有効期間

5 手続公館

Q

6旅券請求事務担当者所属，氏名，連絡先



(別紙）

職員本人

氏名,官職

返納する現有旅券番号,発行年月日

’
間 年 月 日

【新しい旅券の内容】
●○・○0■－句■■｡●■■夕。■｡｡■q■日▲ﾛ■｡◆CFp6●■■酋■■｡■■●○■p=■｡･b■｡■やゆ■■■■申合いqq①合■凸Dep■●■■凸伊①甲伸■町■eqo■?｡■●■■●■■■b■●■■ﾀPﾀ■■■■■■申令凸｡▲か､①●0●■■甲守rﾜ■●■可p■■■■■｡■｡｡■4｡a■｡｡●p■q■守口■■■b巳■■ ■■■ppc●｡■■■■●｡●＄わ■｡ ■

旅券面官職(英文）

官職ｺード

〃
Ｊ
１

[m-圧Ⅱ-nn-n
■一、－● 申 ● eニザー● ､ 凸 8口 T ■ － F ●一 と ■し ■ ？ 一己 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 口早ﾕ4 e 一や●●ーe ナー■ ご

同伴家族(＊職員本人が派遣(赴任)の場合）
■ 酢Cー■ T■ ■＝一一■ 凸■｡■

(1)氏名,続柄
、
耐
〕
月
一’ |篭偏 年返納する現有旅券番号,発行年月日

ロ

】

一

【新しい旅券の内容】

曲
一
’
一

４皿》一
山
一
一
□

“

』

一

一

一

一

一

肛

一

》一一一川一

》
一
正

》
一
一

王一一Ⅱ｜“》－ｅＩ

凸
く
》
英一文今、１Ｊグ一癖茸

》

織

諦

咋

’ |購繍’(2)氏名,続柄

返納する現有旅券番号,発行年月日 |驫欝’ 年 月 |呂

【新しい旅券の内容】
｡■凸凸■■■PP凸合9句■●■■■缶■■■■Pa■■｡■■凸■凸■■■a■中寸●■■■■匂■■■■■函■｡■･凸■■仁睡■い■○句●●●p■■。■■■■■■■LL●aUe－c凸勺守ら｡■｡◆●ザpGF●しP■●■｡■吟■＝一Pb｡①守寺●■■守P●｡■p■？●e･■。■■■ ■■■■■し■色凸凸■･色色凸｡■■凸○申も●－■？

旅券面官職(英文）

官職ｺード n~n-｢T~｢n-nT]-n

(3)氏名,続柄 １
１

圃
月|驫掃’ 年返納する現有旅券番号,発行年月日 量I

【新しい旅券の内容】

旅券面官職(英文）
，

官職コード ー に圧-口Ⅱ-E[T1-n

|嬢繍’
1

(4)氏名,続柄

返納する現有旅券番号,発行年月日 ’ ｜発行 年 月
一
毎
．
一

【新しい旅券の内容】
■&･偶低紅■"■■わ■■■aeDr▼$『■番もGU■｡●巧"■■も■■B■▲巳りあUB4Dsjan■3 0■q■B■G､自凸DcgO■神Ps9｡■●G■■B■"垂qsDBfQ■合■88p■勺罹■ｵeqOa6■■､｡■､｡『●も寺■もQtg4e■■独凸GB■8｡■■邸●DqqaeTUD■わ｡■uも｡■j■B■■■■●■官■＆■･自の

旅券面官職(英文）

官職ｺード [Tn-nTn-nD-D

′注意旅券の記載事項に変更が生じた場合については，公用旅券発給請求時に
戸籍謄（抄）本（原本）の提出が必要です。



【海外出生児】(別紙）

~ 函ー‐ ーー
毎●今 ーー

1職員本人

出生児について

扶養の有無

口有 口無
(1)氏名,続柄 統柄

旅券面官職(英文）

｢｢n-nTn-｢Tn-n官職ｺード

薗亀蒜…一…T………一……底r…1狭霄雪~熊一(2)氏名,続柄

旅券面官職(英文）

｢｢n-nTn-｢－，1-D官職コー膜

ゾ注意公用旅券発給請求時に戸籍謄（抄）本（原本）の提出が必要です。

卸



資料2－4

政府高官等に対する数次往復用外交旅券発給依頼書ひな形

第○○○号

○年○月○日

外務省○○○局長殿 ！

○○○省○○局長 （公印,省略可）

数次往復用外交旅券の発給依頼について

○○大臣は，下記のとおり公務により海外渡航することとなったので，数次

往復用外交旅券の発給方よろしくお取り計らい願います。

なお，当該外交旅券は，外国出張が終了した際には，その都度外務省に預け

ることとし，また，次回の公務による出張のため同旅券が必要になった場合に

は，出張先，出張目的及び日程を記載した文書を外務省に提出の上，同旅券を

受領することとします。

また，任期終了のとき， 当該旅券の効力が失われたときは，遅滞なく旅券を

返納します。

記

氏名・官職1

渡航目的2

渡航先3

渡航期間4

渡航先記載国5

希望有効期間 1年6

今後の予定7

旅券事務担当責任者 所属，氏名，連絡先8



資料2－5

在外公館での渡航先追加依頼書ひな形

第○○○号

○年○月○日

外務省領事局旅券課長殿

○○○省○○局長○○課長 （公印，省略可）

渡航先の追加依頼について

として（国名,留学先等） に派

こので，公用旅券への渡航先追加

標記に関し， (例:行政官長期在外研究員

遣中の当省の下記職員の任国外渡航を承認したので，

につき， よろしくお取り計らい願います。

記

氏名1

官職及び官職コード2

旅券番号及び発行年月日3

渡航先追加国4

渡航先追加理由5

本件渡航期間平成 年月 日 ～ 平成 年 月 （ 日間）6 日

手続公館7

旅券事務担当者 所属，氏名，連絡先8



資料2－6

旧姓併記による一往復用公用旅券発給依頼書のひな形

第○○○号

○年○月○日

外務大臣殿

○○○○大臣 （公印，省略可）

旧姓併記による一往復用公用旅券発給について

今般， 当省の職員が下記のとおり国の用務のため海外渡航することとなっ

たので，一往復用公用旅券の発給方よろしくお取りはからい願います。

なお, 当省（及び当該職員が勤務する所属先）においては，下記職員の旧

姓の使用を認められており，旅券面の氏名表記について， 同人の戸籍上の姓

のみの表記では渡航先における滞在又は用務の遂行に不都合が生じるため，

同人の旧姓についても併せて記載いただけますようよろしくお願いいたしま

す。

出入国時をはじめ渡航先国に滞在期間中において旧姓併記に起因するトラ

ブルが生じた場合には， 当該公用旅券の名義人が責任をもって対処するとと

もに， トラブルの解決に向け， 当省関係部局が必要に応じ，主体的に対応す
るよう努めます。

また，用務終了後，遅滞なく当該公用旅券を返納いたします。

記

戸籍氏名及び旧姓

所属，官職

渡航目的

渡航先

渡航期間

渡航先記載国

旧姓を併記しないことで想定される不都合（別紙に記載することも可。）

．・ ・ （具体的且つ詳細に記載願います。 ） ・ ・・・ ・ ・ 。

１
２
３
４
５
６
７

添付書類

ー



資料2－7

旧姓併記による数次往復用公用旅券発給依頼書のひな形

第○○○号

○年○月○日

外務大臣殿

○○O○大臣 （公印，省略可）

ゲ

旧姓併記による数次往復用公用旅券発給について

今般， 当省の職員が下記のとおり国の用務のため海外渡航することとなっ

たので，数次往復用公用旅券の発給方よろしくお取りはからい願います。

なお， 当省（及び当該職員が勤務する所属先）においては，下記職員の旧

姓の使用を認められており，旅券面の氏名表記について， 同人の戸籍上の姓

のみの表記では渡航先における滞在又は用務の遂行に不都合が生じるため，

同人の旧姓についても併せて記載いただけますようよろしくお願いいたしま

す。

出入国時をはじめ渡航先国に滞在期間中において旧姓併記に起因するトラ

ブルが生じた場合には， 当該公用旅券の名義人が責任をもって対処するとと

もに， トラブルの解決に向け， 当省関係部局が必要に応じ，主体的に対応す
るよう努めます。右トラブルが諸外国において日本政府が発行した公用旅券

の信頼性を著しく失墜させるものであった場合は，速やかに，旅券を返納し

ます。

また，用務終了後，人事異動の際は遅滞なく旅券を返納いたします。

記

1 戸籍氏名及び旧姓

2 所属，官職

3 現職着任年月日

4 渡航目的

5 渡航先

6 渡航期間

7 渡航先記載国

8 数次往復用旅券を必要とする理由

9 今後の渡航予定（派遣,赴任等の場合は不要）

10 希望有効期間

11 旧姓を併記しないことで想定される不都合（別紙に記載することも可。 ）

。 。 （具体的且つ詳細に記載願います。 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

12 旅券管理責任者○○局○○課○○○○連絡先． ． ・ ・ ・

添付書類



資料2－8

公用旅券未使用返納ひな形

第○○○号

○年○月○日

外務省領事局旅券課長殿

○○○省○○局○○課長（公印，省略可）

一（数次）往復用公用旅券の未使用返納について

標記について，下記職員の一(数次)往復用公用旅券を未使用返納します。

記

所属(官職)及び氏名1

旅券番号・発行年月日2

未使用の理由3

公用旅券管理責任者所属，氏名,連絡先4



資料3－1

号
日
２
２

６
１
１
月
１
７
第
年
合
６
旅
成
領
平

外務大臣官房領事移住部

旅券課長

旅券の二冊携行防止及び使用済み公用旅券の返納励行

等について

最近，公用（含む外交）旅券で渡航する者が一般旅券を併せて携行するケー

スが見受けられますが，公用旅券と一般旅券を二冊携行することは認めており

ません。また，公用旅券が失効した場合，又は，官職等旅券の記載事項等に変

更ｶﾐ生じた場合には，当該旅券は返納することになっています。 しかしながら

二冊携行して海外でトラブルに遭った例や，返納を怠った旅券がかなりの数に

上っているのが現状です。

このような状況を適正化するため，今後公用旅券を発給するにあたり，その

名義人が既に有効な一般旅券又は公用旅券を所持していることが判明した場合

には，貴省（庁）の旅券担当事務責任者宛に， 7月20日より別添様式により

注意喚起を行うこととしますので，同様式の該当事項につき旅券名義人に対し

注意喚起を行う等よろしくご措置方お願いします。

なお，公用旅券を請求する際に，一般旅券等別途有効な旅券を所持している

場合は，同旅券請求書に当該旅券番号及び発行年月日を記入することになって

いますが，記入漏れになっているケースが多々見受けられますので，今後は本

欄の記入励行についてもご留意願います。

付属添付（省略）

次頁以下5頁不開示



資料3－3

（事務連絡）

平成13年10月9日

衆・参両院事務局公用旅券発給請求

各省庁公用旅券発給請求

担当課（室）長殿

外務省大臣官房

領事移住部旅券課長

前略

公用旅券発給請求事務関連では何かとご面倒なことも多いかと存じますが，

今後とも宜しくお願い申し上げます。

さて，今般，次の事情に鑑み，更なる通知があるまで，一往復用公用旅券等

の渡航先を包括記載することとしましたので，お知らせします。

1 米国における同時多発テロ発生に伴い，米国によるテロと戦うための軍事

行動が取りだたされていたなか，ご承知のように昨8日未明，米国軍等がアフ

ガニスタンに対し攻撃を開始しました。

外務省としましては，今次情勢に鑑み，アフガニスタン周辺国（地域）等に

滞在している邦人の生命，身体，財産保護のため，緊急避難措置として，一往

復用公用旅券及び渡航先が限定記載されている数次往復用公用旅券については，

渡航先を包括記載することと致します。

よって，下記記載の国（地域）に滞在している当該旅券所持者については，

渡航先を包括記載する，場合によっては新規発給する対象と致します。

2 つきましては，渡航先の包括記載を希望される場合には，下記記載の最寄

りの在外公館に出頭の上，渡航先の訂正手続（包括記載） （必要書類：現有公

用旅券，公用旅券渡航先追加請求書1通。請求書の渡航先コード欄はSOOと

記入する。 ）を取られるよう， また，旅券面追記欄に余白がない場合は，新規

発給手続（必要書類：現有公用旅券，公用旅券発給請求書2通，写真2葉。請

求書のコード欄は同様に800と記入する。 ）を行うよう当該関係者に対しご

連絡方お願い致します。



また，別途関係在外公館よりも現地の当該関係者に対し右につき連絡を行う

よう指示致しました。

S なお，今後， これら周辺国（地域）等に本邦から渡航を予定している一往

復用公用旅券発給対象者には，貴省（庁）からの請求に基づき渡航先を包括記

載した一往復用公用旅券を発給する予定です（公用旅券発給請求の際，請求書

下段の欄外余白に「渡航先包括記載対象者」 と赤インクでご記入ください。 ） 。

また，既に一往復用公用旅券の発給を受けているこれら周辺国（地域）等へ

の渡航予定者で渡航先包括記載を希望される場合には，渡航先の訂正手続きを

行います（必要書類：現有公用旅券，公用旅券渡航先追加請求書（渡航先コー

ド欄は800とし，請求書の下段の欄外余白に「渡航先包括記載対象者」 とご

記入ください。 ） ）ので，上記と併せ本件内容を貴課より貴省（庁）内関係各

課，貴省（庁）所管の独立行政法人及び政府関係機関に周知方よろしくお願い

致します。

記

【本件取扱国，取扱公館】

（省略）

※現在の対象国は資料1－11のとおり。



資料3－4

領旅合第2 6 0号

平成28年3月16日

関 係 各 位

外務省領事局旅券課長

』

旧姓併記による公用旅券の請求について

旅券面に記載の氏名については，戸籍上の氏名を記載することが

原則ですが，今般，戸籍上の姓に加え旧姓を公用旅券の旅券面に併

記しなければ公務遂行上不都合が生じる等の事情が認められる場

合には，別添の「公用旅券の旧姓併記に係る発給基準」に基づき，

個別の請求ごとに審査･検討の上，旅券面に戸籍上の姓に加え旧姓

についても括弧書きで併記することを認めることとしましたのでj

貴府省庁関係局（部）課及び関係機関への本件周知方よろしくお取

り計らい願います。

公用旅券は，国の用務のために外国に渡航する者等に対し， 同

人が所属する各省各庁の長からの請求に基づいて発給されるもの

であることを踏まえ，今後，公用旅券の旅券面に発給を受けよう

とする者の旧姓併記の希望がある場合には，公用旅券の請求者で

ある各省各庁の長から公用旅券発給請求書と併せ，別添の「旧姓

併記による一往復用公用旅券発給依頼書」又は「旧姓併記による

数次往復用公用旅券発給依頼書」を提出願います。

なお，旅券面に，複数の姓を記載することや旧姓等を括弧書きで

併せて記載するとの方法は国際標準に合致せず，海外では旧姓が併

記さ.れた旅券は国際的な渡航文書としては極めて希な例となる上，

国際標準上，旅券のICチップ及び機械読取領域に記録し得るのは

数字及びアルファベットのみとされていることから，括弧，ハイフ

ン等は（旅券面に表記することはできても)Icチップ及び機械読

取領域に記録することはできません。このため，旅券面に旧姓等を

記載した場合；旅券自体の真贋に疑義が呈され，海外での出入国時



にトラブルを生じる可能性を孕んでいることも併せてお知らせい

たします。ついては，出入国時をはじめ渡航先国に滞在期間中にお

いて公用旅券の旧姓併記に起因するトラブルが生じた場合には，当

該旅券を所持するご本人自ら当該トラブルの解決に尽力するとと

もに，公用旅券の発給を請求された各省各庁におかれても，一義的

かつ主体的に対応頂くこととなりますので，この点についても予め

ご了知願います。

旧姓が併記された公用旅券の発給にあたっては，通常の発給審査

に加え時間を要します。十分な時間的余裕を持って請求いただくよ

うご理解とご協力をお願いします。



資料3－5

(注：各府省庁の長宛てに送付済み｡）

平成2S年9月

殿

外務大臣岸田文雄

国家公務員の海外渡航の際の『たびレジ」登録の励行について（依頼）

平成28年7月1日に発生したバングラデシュ・ダッカにおける襲撃事件を

受け，外務省は「『在外邦人の安全対策強化に係る検討チーム』の提言」点検報

告書をとりまとめ, S月2日に公表し，また，同SO日に， 「国際協力事業安全

対策会議」の最終報告書を公表しました。

同点検報告書においては，当省が運用している海外旅行登録の仕組みである

｢たびレジ」 (注)について,政府関係機関に登録の徹底を求めるとされていま
す。登録により，緊急時に迅速に渡航者の安否確認及び渡航者への情報提供が

行われます。当省においてはすでに別紙のとおり，当省職員が海外に渡航する

際は｢たびレジ｣の登録を徹底するよう大臣より省員に対し周知しております。

つきましては，今後，貴省（外局を含む）職員が海外に渡航（出張及び私的

渡航）する際は， 「たびレジ」ヘの登録を励行いただき，また当省に便宜供与依

頼文書を送付される際には，出張者が『たびレジ」に登録済みである旨明記い

ただきますようお願いいたします。当省から在外公館に対し，当該出張者が｢た

びレジ」登録済みである旨周知いたします。

また，貴所管の独立行政法人等（海外駐在事務所を含む）に対しても，同法

人等の職員が海外に渡航する際に「たびレジ」への登録を励行するよう可能な

限り周知をお願いいたします。

渡航者の海外における安全対策強化のため，ご協力をお願いいたします。

（注) Sか月未満の短期間海外へ渡航する者が，現地での滞在先情報やメー

ルアドレスを登録することにより，渡航先の安全情報や緊急時の連絡などの受

け取りが可能になるサービス。



ー

資料S-6

領旅合第SO7号

平成30年3月23日

位係 各関

外務省領事局旅券課長

公用旅券の発給請求について

公用旅券の発行については，旅券法第5条の2の規定に基

き， 有効期間が5年の一往復用の公用旅券の発行を原則とづき， 有効期間が5年の一往復用の公用旅券の発行を原則と

し，外務大臣又は領事官が数次往復の必要を認めるときは，

有効期間が5年以下の数次往復用の公用旅券を発行すること

となりますが， 各省各庁の長（旅券法第2条第3号に定める

者をいう。以下同じ。 ） が，本年4月1日以降， 外務大臣に

公用旅券の発給請求を行う場合の取扱い（留意事項を含む。 ）

を下記のとおり通知しますので， 了知願います。つきまして

は， 貴省庁関係局（部）課及び機関に本件周知方宜しくお取

り計らい願います。 なお，本件に関し， 不明な点がありまし

たら， 当課公用旅券班（電話： 03－5501－8000， 内線5124）



に照会願います。

記

1 国の用務のために外国に渡航する者及びその者の扶養を

受ける同伴家族（ただし， 一時的な渡航の場合を除く。 ）

に対する， 数次往復用公用旅券の発行の必要性の判断につ

いては，原則として， 渡航の目的， 渡航期間， 渡航の回数

に関わりなく ，公用旅券発給請求書の記載に基づき行うこ

ととします（なお， ■■■■■, 人事院の行政官在外研
究員制度での渡航の場合については， 従前のとおりとしま

す。 ） 。

2 数次往復用公用旅券の発給請求時に提出を求めていた数

次往復用公用旅券の発給に係る依頼文書は不要としますが，

公用旅券発給請求書裏面（ダウンロード方式による請求書

の場合は2頁目） の所定の欄に数次往復用公用旅券を必要

とする旨を必ず記入してください。

3 発給する数次往復用公用旅券は， 原則として， 渡航先包

括記載， 有効期間3年間とします。 3年を超える有効期間

を必要とする場合は， その旨を記載した文書を別途提出し

てください。

4 公用旅券（一往復用及び数次往復用をいう。以下同じ。 ）

の発給請求に当たり ， 必要な書類等は次のとおりです。た

だし， 必要に応じ， 別途書類の提出をお願いすることがあ

ります。

（1）公用旅券発給請求書



（2）公用旅券の発給を受けようとする者の写真

（3）一往復用公用旅券に係る発給請求を行う場合は， 渡航

日程表（便名及び経由地が記載されているもの。 ）

（4）査証取得のための口上書発給依頼書（査証申請の際，

在京大使館宛の口上書が必要な場合。 ）

（5） 有効期間が3年を超える数次往復用公用旅券の発給を

必要とする場合は， その旨を記載した文書

（6）戸籍謄本又は抄本（ただし， 以下に該当する者は提出

不要です。①国家公務員及びその同伴家族， ②特定独立

行政法人の役員及び職員， ③国務大臣等の警護官， ④日

本国籍を有することを要件として採用又は業務委嘱され

ている者（この場合， 当該要件を確認することができる

募集要綱等の写しを提示願います。 ） ， ⑤現に有効な公

用旅券を返納して新たな公用旅券の発給を受けようとす

る者又は公用旅券の発給請求前6か月以内に戸籍謄本又

は抄本を提出の上， 公用旅券の発給を受けたことがある

者（ただし， 戸籍の記載事項に変更が生じていない場

合。 ） ）

（7）渡航費用の負担を明らかにする文書（国家公務員， 各

省各庁所管の独立行政法人の役員及び職員， 国立大学法

人若しくは大学共同利用機関法人の役員及び職員， 又は

国務大臣等の警護官でない者であって，



に係る公用旅券の発給

請求の場合。 ）

5 公用旅券の発給請求に当たっては， 請求前に，旅券請求

事務担当者において公用旅券の発給請求の内容及び請求書

の記載事項の確認を徹底してください。

6 在外公館における公用旅券の発給請求に係る手続は従前

のとおりです。

7 公用旅券の適正な管理及び返納について ’

（ 1 ）数次往復用公用旅券の発給を受けた場合， 当該公用旅

券の名義人の所属する各省各庁（当該名義人が各省各庁

のいずれにも所属しない場合は， 当該公用旅券の発給請

求に係る依頼を当省関係課室に行った各省各庁並びに独

立行政法人， 国立大学法人及び大学共同利用機関法人。

以下・ 「各省各庁等」 という。 ） の関係部局がその責任に

おいて当該公用旅券を保管・管理し， 当該名義人が国の

用務のため．又は国の用務のために渡航する者に同伴する

ため外国に渡航する都度， 当該名義人に交付使用させる

こととしてください。 また，外国に長期間滞在する者に

係る公用旅券については， 当該滞在期間中，旅券の名義

人が公用旅券を保管・管理することと．なりますが， 各省

各庁等の関係部局において旅券の‘名義人に対し， その保

管・管理について指導監督してください。

（2）有効な数次往復用公用旅券は，旅券面に記載の身分事

項や官職に変更がない場合は人事異動後も引き続き使用

することとしますので， 人事異動後の関係部局において



保管・管理してください。 なお， 外国への赴任等に当た

って， 数次往復用公用旅券の残存有効期間が不足する場

合は， 当該公用旅券を返納の上， 新たな公用旅券を発給

請求することができます。

（3）人事院の行政官（長期・短期）在外研究員制度で外国

の大学院や政府関係機関等へ派遣される者に対しては，

制度の趣旨に鑑み， 従前のとおり一往復用公用旅券を発

給するものとします。 この場合において， 有効な数次往

復用公用旅券を所持しているときは， 当該公用旅券を返

納の上， 一往復用公用旅券の発給請求を行ってください。

（4）各省各庁等の関係部局は，公用旅券の名義人が辞職又

は退職したとき， 当該名義人に係る国の用務が終了した

とき， 当該旅券の効力が失われたときは， 遅滞なく， 当

該旅券を当課に返納してください。

公用旅券の返納に当たっては， 「外交・公用旅券返納

及び失効報告書」 を添付してください。次に掲げるいず

れかに該当する場合を除き，返納に係る公文書の提出は

不要です。

ア 未使用の公用旅券を返納する場合

イ 著しく損傷した旅券を返納する場合

ウ 錯誤に基づき， 又は過失により公用旅券の発給請求

を行い， 当該請求に基づき発給を受けた公用旅券を返

納する場合

エ外務大臣が特に必要と認めた場合

（5）下記アからオのいずれかに該当する場合において，故



意又は悪質かつ重大な過失があると認められるときは，

関係者又は関係する各省各庁等からのその後の公用旅券

発給請求若しくは請求に係る依頼については， 一往復用

公用旅券を発給できるものとします。

ア 公用旅券を連続して2回以上紛失若しくは焼失し，

又は著しく損傷した場合

イ 返納すべき公用旅券を遅滞なく返納しなかった場合

ウ 公用旅券を国の用務以外の目的で渡航に使用した場

合（ただし， 外国に長期間滞在する者が滞在国以外の

外国に私的目的で旅行を行う場合を除く。 ）

エ公用旅券発給請求の内容及び公用旅券発給請求書の

記載事項の確認を怠り， 頻繁に過誤請求を行った場合

オ アからエに掲げる場合のほか， これらに類する不適

正な公用旅券の管理，使用を行った場合



資料3－7

領旅合第657号

平成30年6月6日

関係各位

外務省領事局旅券課長

国外における公用旅券発給請求手続について

国外における公用旅券の発給の請求は，旅券法第4条の規定に

づき，公用旅券の発給を受けようとする者が最寄りの領事館に

頭の上領事官に， 同条第1項各号に掲げる書類及び写真を提出

基づき，公用旅券の発給を受けようとする者が最寄りの領事館に

出頭の上領事官に， 同条第1項各号に掲げる書類及び写真を提出

して行うことになりますが，従前， 国外における当該請求に先立

ち， 各省各庁（旅券法第2条第3号の各省各庁をいう。以下同

じ。 ）等の当該請求に係る担当部署から当課に対し， 国外におけ

る公用旅券の発給を依頼する文書を提出していただき， 当課から

在外公館に対して公用旅券の発給指示を行っております。

当省では，本年4月1日， 国内における数次往復用公用旅券の

発給要件を緩和しましたが（平成SO年3月23日付け往信領旅

合第SO '7号参照。 ) ,今般， 一定の要件を満たす場合は，上記

の当課宛て依頼文書の提出及び在外公館に対する発給指示を省略



し， 国外における公用旅券の発給の請求に基づき，在外公館にお

いて渡航先包括記載，有効期間3年間の数次往復用公用旅券を発

給することとしましたので， 下記のとおり通知します。

つきましては，貴省庁関係局（部）課及び関係機関に本件周知

方よろしくお取り計らい願います。

なお，本件に関し，不明な点がありましたら， 当課公用旅券班

（電話: 03-5501-8000, 内線5124)に照会願います。

記

1 国外における渡航先包括記載，有効期間3年間の数次往復用

公用旅券の発給の請求手続

国外において公用旅券の発給を受けようとする者（以下「公

用旅券国外発給請求者」 という。 ）が， 同人の海外渡航に関係

する各省各庁が領事官宛てに作成した「公用旅券の発給を必要

とする理由を立証する書類」 （ひな形別添参照。 ）及びその他

の公用旅券の発給の請求に必要な書類等を最寄りの領事官に提

出して，新たに公用旅券の発給の請求を行う場合，在外公館は，

当該請求に基づき，渡航先包括記載，有効期間3年間の数次往

復用公用旅券を発給することとする。

2 上記1にいう 「海外渡航に関係する各省各庁」 とは， 次の機

関における公用旅券の発給請求を担当する部署をいう。

（1） 公用旅券国外発給請求者が各省各庁に所属（注）するも

のである場合
rー

当該各省各庁



（注：公用旅券国外発給請求者が， 国の用務のため外国に渡

航している者が同伴し， 又は渡航後その所在地に呼び寄せた

配偶者，子又は使用人である場合は， 当該国の用務のため外

国に渡航している者の所属と読み替える。以下同じ。 ）

（2） 公用旅券国外発給請求者が独立行政法人， 国立大学法人

及び大学共同利用機関法人に所属する場合

当該法人を所管する各省各庁

（3） 公用旅券国外発給請求者が上記（1）及び（2）のいず

れにも所属しない場合

現に所持する公用旅券の発給に係る依頼を当省関係課

室に行った各省各庁

3 本件手続による数次往復用公用旅券の発給の請求手順

（1）各省各庁において，別添ひな形に基づき， 国外において公

用旅券国外発給請求者に係る新たな数次往復用公用旅券の発

給を必要とする理由を立証する書類を作成する。

（2）各省各庁から， 上記（1）で作成した書類を公用旅券国外

発給請求者に送付する （メール添付可） とともに， 当該書類

の写しを外務省領事局旅券課(公用旅券班)に提出する■
0

(3)公用旅券国外発給請求者は上記(1)の書類及びその他の

公用旅券の発給の請求に必要な書類等を最寄りの領事官に提

出して，新たに公用旅券の発給の請求を行う （在外公館は，

当該請求に基づき，渡航先包括記載，有効期間3年の数次往
司

復用公用旅券を発給する。 ） 。

4 本件手続の対象とならない公用旅券の発給等の請求（従前ど



おり，各省各庁から当課宛て依頼文書の提出を受け在外公館に

対して公用旅券の発給等の指示を要する公用旅券に係る請求）

（1）渡航先包括記載，有効期間3年間の数次往復用公用旅券と

は異なる渡航先又は有効期間の数次往復用公用旅券の発給を

請求する場合

（2）公用旅券の紛失・盗難に伴い，新たに公用旅券の発給を請

求する場合

（3）公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類の提出が

ない公用旅券国外発給請求者による請求の場合

（4）渡航先の追加を請求する場合

付属添付

《
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外務省領事局旅券課長殿

※返納事由

1損傷再発給 2訂正新規発給

4帰国使用済 6期限切れ

9その他(理由を記入）
）

外交･公用旅券返納及び失効報告書
平成． 年 月 日

連絡先･所属

電話(内線）氏名

氏 名

(ヘボン式ローマ字で）
発行年月日
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外交旅券の請求手続

令和元年5月改定

人事課（赴任帰朝班）

1 請求書…･……･……･･……………………．．…………･……･･……･……………･………………・ 灸頁

2写真…………･･･……･……………･……･……･………･…･………･…．．………………………つ頁

S請求書の作成要領……･…･……．．…･…･……･･…･…………………･………………．．…………2頁

4請求に際しての留意事項

（1）外務公務員に発給する場合

【出張者（本省職員）】 ………･………･……･…･……･…･…………･………･…………．．……・・

【在外荊仔者及び随伴家族】 ……･…倉･…………･…………………･……･…･……………･…･…，
吟

【国際機関に派遣される本省職員及び随伴家族】 ・……………･…･…･……………．．……･…．，
●

【外務省顧問，外務省参与，政府代表及び特派大使】 …･…･･…･……………．｡………………

【外務事務官併任者】 ・……………………･………………･………･……………………………．．

頁
頁
頁
頁
頁

２
ｓ
Ｂ
Ｓ
４

（2）外務公務員以外に発給する場合
･

【特別の身分を有する者】 ・……･………･………･･･……･……･…･……･……………….．………

【政府の高官】 ・……･….．………･……･………･……･…･…･…･………･…………．．…･…･……“

【国会議員】 …………･･………･･………･……･……………･…･…･…………･………･…･………

頁
頁
頁

４
４
５

5旅券の有効期間……………･………･…………･…………･……･……･………………………．．， 5頁

6渡航先…………･……………．．…………･･…･…･………………………･………………………， 5頁

了その他．､……･…･……………………………………………………も…………．．……､……･……5頁

（別紙）

外交旅券の発給範囲

I



や

人事鋼 には,各課(室)■■■を通じた外交旅券の発給請求を受け付けています(外交旅
券の発給対象者は別紙参照）。外交旅券の請求手続及び請求する際の留意事項は以下のとおりです。

1 請求書

人事課ﾎｰﾑペｰジ上のダｳﾝﾛｰド請求書｜
ご利用に際しては， 「請求書用簡易マニュアル」

い。

をご利用ください。

■をご参照＜ださ’

2写真

（1）6ヶ月以内に撮影された縦45mln×横35mm(頭頂から顎までが34mm±2mm)の縁なし,無背

景のもの。背景の色が濃いものは不適当です。詳しい写真の規格や注意事項については，外務省

ホームベージ（「海外渡航・滞在」→「パスポート（旅券）」）をご覧ください。

（2）外交旅券は公務上の目的で使用されるものであることから,原則として,男性はネクタイ及び上

善を善用，女性は襟付きシャツ等華美でない服装で撮影された写真を使用してください。

3請求書の作成要領

（1）請求書作成に当たっては， 「請求書用簡易マニュアル」を参照してください。

（2）漢字氏名は戸籍に記載されているとおりに,また，□一マ字氏名はヘボン式□－マ字で入力して

ください。 ｜日姓使用の方も戸籍上の姓を入力します（旅券面の氏名表記において旧姓は原則認め

られていませんが，必要に応じ併記することは可能です）。なお，外交旅券においては，別名併記

は認められていません。

（3）本籍地は番地まで正確に入力してください。人事課に登録（届出）されている本籍地と異なる場

合には，戸籍膳（抄）本等の疎明資料を求めることがあります｡

■

i

L

（5）旅券請求事務担当者所属・氏名欄には，各課（室）における事務担当者の所属，氏名，内線を入

力してください（ただし，人事課長が請求者となる場合（以下4参照）） 。

■
4請求に際しての留意

( 1 ) 外務公務員に発給する場合

【出張者（本省職員）】

ア出張者（本省職員）に対しては，

に決裁を得る必要はありません。

イ在職中に複数回の海外出張が見」見込

原則として－往復用の外交旅券が発給されます。請求の際，特

まれる場合には。 数次往復用の外交旅券の けること

2



◆

ができます｡数次往復用の外交旅券を必要とする場合には,請求書の券旅の種類･種別の理由欄

に数次往復用の外交旅券が必要な理由（「在職中に複数回の海外出張が見込まれるため」等）を

記入した上で， 諺求書二枚目の右上部…主管課(室)長のゴム里を押印し,主管課(室)長

の決裁を得てください。

’
ただし,数次往復用の外交旅券の発給につき別途決裁を得ている場合

’ には，請求書二枚目の右上部余白への主管課（室）長の管課（室）長の決裁は必要ありませ

ん。 、

ウ請求者は人事課長になりますので，請求者欄には外務省大臣官房人事課長と入力してください。

【在外赴任者及び随伴家族】

ヱー在外赴任者(本省職員の他,他省庁からの出向者や任期付職員等を含む。以下同じ｡）及ZI随伴

家族に対しては,数次往復用の外交旅券が発給されます｡請求の際,特に決裁を得る必要はあり

ません（請求書の旅券の種類・種別の理由欄に， 「赴任のため」 「配偶者に同行するため」等と

入力してください）。

イ請求者は人事課長になりますので，請求者欄には外務省大臣官房人事課長と入力してください。

【国際機関に派遣される本省職員及び随伴家族】

ア 「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇釜に関する法律」（派遣法）に基づいて国

されます際機関に派遣される本省職員及び随伴家族に対しては，数次往復用の外交旅券が発給

（注1)。請求の際，特に決裁を得る必要はありません（請求書の旅券の種類・種別の理由欄に，

「国際機関（注：具体的な名称を記載）に派遣されるため」「配偶者に同行するため」等と入力

してください)。

請求者は人事課長になりますので，請求者欄には外務省大臣官房人事課長と入力してください。

なお，有効な「外務事務官」の官職の外交旅券を有している場合には，原則として同外交旅券を

引き続き使用することになります(注2)。有効な「外務事務官」の官職の外交旅券を有していな

い場合や， 「外務事務官」以外の官職（局長，審議官，参事官等）の外交旅券を有している場合

には， 「外務事務官」の官職の外交旅券を新たに請求します。

イ
ウ

(注1）派遣先国際機関や同所在国との関係で,外交旅券では入国査証や滞在許可が取得できない場合は，

レッセパッセや－般旅券を適宜使用することになります。

(注2）現在所持している外交旅券の有効期間が派遣の任期よりも短い場合には，新たに外交旅券を請求

することができます。

_【外務省顧問，外務省参与。政府代表及び特派大使】

ア外務省顧問，同参与，政府代表及び特派大使に対して外交旅券を発給する必要がある場合には，

原則として－往復用の外交旅券が発給されます。請求の際特に決裁を得る必要はありません。

数次往復用の外交旅券を必要とする場合,イ

’ 主管課にて決裁書を起

案の上，関係課（人事課，旅券課）の決裁を得てください

ウ請求者は人事課長になりますので，請求者欄には外務省大臣官房人事課長と入力してください。

3
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臣

また，請求書（乃至決裁書）には辞令の写しを添付してください。

【外務事務官併任者】

ア外務省以外の国家公務員で外務事務官に併任される者に対して外交旅券を発給する必要がある

原則として－往復用の外交旅券が発給場合には， されます。外務事務官の併任申請を行う際，

|の「5．併任の必要性」欄の該当項目にチェ「外務事務官併任・外務省非常勤職員併任申請書」の「5．併任の必要性」欄の該当項目にチェ

ックするとともに，外交旅券を必要とする理由を記載してください。

イ数次往復用の外交旅券を必要とする場合には，主管課にて決裁書を起案の上，関係課（人事課，

旅券課）の決裁を得てください。

ウ請求者は人事課長になりますので，請求者欄には外務省大臣官房人事課長と入力してください。

（2）外務公務員以外に発給する場合

【特別の身分を有する者】

’ア特別の身分を有する者

■に対しては｡外交’■に対しては,外交旅券(原則として一往復用)を発給することができます｡請求の際特に
決裁を得る必要はありません。 、

請求者は
9＝＝

面目 ，

’ 各々の旅券請求事務担当課から旅券課公用旅券班に直接請求書を持ち込むこ
ができます。と

イ数次往復用の外交旅券を必要とする場合（年に複数回の公務による海外渡航が見込まれる場合。

以下同じ。 ）には，主管課にて決裁書を起案の上，関係課（人事課，旅券課）の決裁を得てくだ

さい。請求者は人事課長になりますので，請求者欄には外務省大臣官房人事課長と入力してく

ださい。

【政府の高官】

ア国務大臣，各府省副大臣，各府省大臣政務官，各府省事務次官，内閣官房長官，内閣法制局長

官，及び各省事務次官と同等と認められる官職にある者(別紙：外交旅券の発給範囲参照）に対

して外交旅券を発給する必要がある場合には， 原則として一往復用の外交旅券が されます。

請求の際，特に決裁を得る必要はありません。

請求者は各府省の長となり，当該府省の旅券請求事務担当課から旅券課に直接請求書を持ち

込むことができます。

イ数次往復用の外交旅券を必要とする場合には，主管課にて決裁書を起案の上，関係課（人事課，

旅券課)の決裁を得てください｡請求者は人事課長になりますので,請求者欄には外務省大臣官

房人事課長と入力してください。

ウ総理大臣，官房副長官，外務大臣，外務副大臣，外務大臣政務官及びこれらの各秘書官に対して

は， 数次往復用外交旅券（有効期間5年間，渡航先包括記載）を発給することができます。請求

の際，特に決裁を得る必要はありません。 ‘

総理大臣，官房副長宮及びこれらの各秘書官については，内閣総理大臣請求（儀訪経由）とな

4
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｡

ります。外務大臣，外務副大臣，外務大臣政務官及びこれらの各秘書官については，請求者は人
t

事課長になりますので，請求者欄には外務省大臣官房人事課長と入力してください。

【園会議員】

国会議員（衆参両院議長・副議長を除く）に対して外交旅券を発給する必要がある場合(注〕には，

一往復用の外交旅券が発給されます。請求の際，特に決裁を得る必要はありません。請求者は衆参

両院議長となります。

1衆／参議院より，列国議会同盟(IPU)会議各国園会議員の参加する政府間の国際機関が主

催する国際会議に派遣される園会議員。

2衆／参議院より，外国政府，外国の国会，政府間の国際機関からの正式招待により派遣される国

会議員。 ，

(注）

5旅券の有効期間

（1）－往復用の外交旅券

有効期間は5年間です。

（2）数次往復用の外交旅券

ア出張者（本省職員），在外赴任者，国際機関に派遣される本省職員，及び在外赴任者や国際機関

に派遣される本省職員の随伴家族は5年間です。

イ本省に勤務する任期付職員は，任期をカバーする期間（前任者の任期期間から本省在勤期間を

差し引いた期間，乃至任期が定まっていない場合は2年間）となります。なお，旅券の残存有効

期間が一定期間以上ないと査証取得や入出国ができない国に出張することが予め想定されてい

る場合には，任期をカバーする期間に必要とされる残存有効期間を加えた期間を有効期間とす

ることができます。

ウ上記以外の者については，決裁書により決裁を得た期間（原則として1年間）となります。

6渡航先

（1）－往復用の外交旅券

渡航先は限定（用務先国及び経由国）となります。

（2）数次往復用の外交旅券

ア出張者（本省職員），在外赴任者，国際機関に派遣される本省職員及び随伴家族は包括記載とほ

ります。

イ上記以外の者については，原則として渡航先は限定(用務先国及び経由国）となります。渡航先

を包括記載とする必要がある場合には，数次往復用外交旅券発給の決裁書中に理由を明記して

ください。

7その他

（1）請求書には，旅行代理店等が作成したフライト・スケジュールを添付してください。

胆
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（3）人事課’ ｜に請求書を持ち込む際には,各課(室)旅券請求事務担当者において,請求書

の記載内容に誤りがないか（特に，氏名，生年月日，本籍地，官職官職コード，現住所，国内緊

急連絡先） ，十分確認してください。

(4)人事調 における請求受付が終了した後,各課(室)から旅券課公用旅券班に直接請求

書を持ち込み,外交旅券の作成を依頼してください｡ |

■

(了）

I
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(別紙）

外交旅券の発給範囲

外交旅券は，次に掲げる場合に，関連法令に基づき発給できます。

1 次のいずれかの者が，国の用務のため外国に渡航する場合

（1）外務公務員法第2条に規定する外務公務員

（2）特別の身分に対し儀礼上発給することが必要な者

ア皇族

イ国会両院議長及び副議長

ウ最高裁判所長官

（3）政府の高官

ア内閣総理大臣

イ国務大臣

ウ各省副大臣，各省大臣政務官及び各省事務次官

工内閣官房長官

オ法制局長官

（4）国会議員

ア衆議院又は参議院から列国議会同盟会議又は，各国国会議員の参加する政府間の国際機関が

主催する国際会議に派遣される国会議員

イ衆議院又は参議院から外国政府，外国の国会又は，政府間の国際機関からの正式招待により

派遣される国会議員

ウ前ア又はイにより派遣される議員団又は議員に随行する国会事務局の部長以上の職員

2配偶者，子又は使用人が外国に渡航する場合

（1）在外公館に勤務する職員に随伴，又は呼び寄せられる配偶者，子又は使用人

（2）外交旅券の発給を受けて外国に渡航する際同伴し，その者に係る国の用務の遂行を補佐する配

偶者であって，各省庁の予算から，旅費の全額又は一部の支給を受ける場合（個別決裁）

｝
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